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様式２－２－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 評価の概要様式

１．評価対象に関する事項

法人名 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

評価対象中長期

目標期間

中長期目標期間実績評価 第１期中期目標期間

中長期目標期間 平成２２～２６年度

２．評価の実施者に関する事項

主務大臣 塩崎恭久 厚生労働大臣

法人所管部局 医政局 担当課、責任者 医療経営支援課 佐藤美幸 課長

評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官室 大地直美 政策評価官

主務大臣 （共管法人は評価の分担についても記載）

法人所管部局 （評価を実施した部局を記載） 担当課、責任者 （担当課、課長名等を記載）

評価点検部局 （主務大臣評価を取りまとめ、点検する部局を記載） 担当課、責任者 （担当課、課長名等を記載）

３．評価の実施に関する事項

（実地調査、理事長・監事ヒアリング、研究開発に関する審議会からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載）

平成２７年８月１７日に法人の理事長からのヒアリング及び有識者からの意見聴取を実施した。

４．その他評価に関する重要事項

（目標・計画の変更、評価対象法人に係る重要な変化、評価体制の変更に関する事項などを記載）

特になし
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様式２－２－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 総合評定様式

１．全体の評定

評定

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ）

Ａ：全体として中期計画における所期の目標を大幅に上回っている成果が認められる。 （参考：見込評価）

評定に至った理由 項目別評定は１４項目中、Ｓが２項目、Ａが９項目、Ｂが３項目であり、また、全体の評定を引き下げる事象もなかったため、厚生労働省独立行政法人評価実施要領に定める

総合評定の評価基準に基づき算出した結果、Ａとした。

２．法人全体に対する評価

国立循環器病研究センターは、病院、研究所、研究開発基盤センター、管理部門が一体となって国民の健康と幸福のため日々循環器病克服を目指して予防、治療、研究等に取り組んでいる。

第１期中期目標期間を通して、求められているミッションを着実に遂行しており、政策課題に対応し診療及び研究開発業務等を推進した。

また、循環器病統合情報センター及び創薬オミックス解析センターを設置するなど、戦略的に研究推進体制を整備した。

さらに、関西経済界・医療産業界、大学・研究機関、中央省庁、地元自治体等、各関係機関との連携を強化するための医療クラスター形成会議等を設置し、移転建替を推進した。

医療や健康づくりに関わる研究、教育、人材育成、地域連携等を進めるため包括協定を締結し、医療・ヘルスケア産業の発展や健康医療のまちづくりに関する取り組みも進めてきた。

今後も国立研究開発法人として「研究開発成果の最大化」に努める。

３．項目別評価の主な課題、改善事項等

（項目別評価で指摘した主な課題、改善事項等で、事務事業の見直し、新中長期目標の策定において特に考慮すべき事項があれば記載。今後の対応の必要性を検討すべき事項、政策・施策の変更への対

応、目標策定の妥当性なども含めて改善が求められる事項があれば記載。項目別評価で示された主な助言、警告等があれば記載）

特になし

４．その他事項

研究開発に関する審議

会の主な意見

（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載）

循環器病統合情報センター、創薬オミックス解析センター、研究開発基盤センターの設置は、将来的な成果の創出が期待できる。また、世界初となる再生型小口径人工血管の開

発、血管保護によるあたら差良いがん転移治療法の開発など、顕著な研究成果を挙げている。

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載）

特になし
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様式２－２－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評定総括表様式

中長期目標（中長期計画） 年度評価 中長期目標

期間評価

項目

別調

書№

備考

欄

中長期目標（中長期計画） 年度評価 中長期目標

期間評価

項目

別調

書№

備考

欄

２２

年度

２３

年度

２４

年度

２５

年度

２６

年度 年度 年度

見込

評価

期間

実績

評価

２２

年度

２３

年度

２４

年度

２５

年度

２６

年度 年度 年度

見込

評価

期間

実績

評価

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

臨床を志向した研

究・開発の推進

Ａ○ Ｓ○ Ｓ○ Ｓ○ Ａ○ Ｓ○ １-１ 研究

開発

業務

効率的な業務運営体

制

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ ２-１

病院における研究・開

発の推進

Ａ○ Ａ○ Ｓ○ Ｓ○ Ａ○ Ａ○ １-２ 研究

開発

業務

効率化による収支改

善・電子化の推進

Ｓ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ ２-２

担当領域の特性を踏

まえた戦略的かつ重

点的な研究・開発の推

進

Ａ○ Ｓ○ Ｓ○ Ｓ○ Ｓ○ Ｓ○ １-３ 研究

開発

業務

法令遵守等内部統制

の適切な構築

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ ２-３

高度先駆的な医療、標

準化に資する医療の

提供

Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ １-４

患者の視点に立った

良質かつ安心な医療

の提供

Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ １-５

その他医療政策の一

環として、センターで

実施すべき医療の提

供

Ａ Ｓ Ａ Ｓ Ｓ Ａ １-６

人材育成に関する事

項

Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ １-７

医療の均てん化と情

報の収集・発信に関す

る事項

Ａ Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ａ １-８

国への政策提言に関

する事項、その他我が

国の医療政策の推進

等に関する事項

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ １-９

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項
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財務内容の改善に関

する事項

Ａ Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ａ ３-１

Ⅳ．その他の事項

その他業務運営に関

する重要事項

Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ ４-１

大項目別評定

※１ 重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。

※２ 平成２５年度以前の各評語は、厚生労働省独立行政法人評価委員会の評価である。
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１
臨床を志向した研究・開発の推進

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

「革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」では、世界最

高水準の医薬品・医療機器産業を国民に迅速に提供することとさ

れ、特に「臨床研究・実用化研究」、「がん、精神神経疾患、難病等

の重大疾患」の領域が重要。同戦略においては、これらの臨床研究、

実用化研究を進めるにあたり、国立高度専門医療研究センターが中

心となって、開発・実用化を図ることとされているため。

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

共同研究件

数 (研究所

と病院)

51

(21 年度)

65 67 75 85 78 予算額（千円） － － － － －

企業との共

同件数

57

(21 年度)

59 99 146 145 172 決算額（千円） － － － － －

特許出願審

査件数(職

務発明委員

会)

180

(合計目標)

36 41 37 38 44 経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ｓ
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＜評定に至った理由＞

医療器機開発拠点として早期・探索的臨床試験拠点（医療器機開発拠点と

しては国内で唯一）として選定されたこと、循環器病統合情報センター設

置による循環器病登録事業の開始・運用、創薬オミックス解析センター設

置による治療法の開発や創薬研究推進体制の整備、研究開発基盤センター

の創設による病院及び研究所や企業等との共同研究・開発の推進など、中

長期目標等に照らし顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が

認められる。

＜今後の課題＞

実施中の研究が新たな診断・治療技術の開発等の成果に繋がることを期待

する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）



様式２―２―４－１（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目１－１）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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第 1 中期目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成

22 年 4 月から平成 27 年 3 月までの 5

年間とする。

第 2 国民に対して提供するサービス

その他の 業務の質の向上に関する事

項

１．研究・開発に関する事項

（1）臨床を志向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療

の確立のため、臨床を指向した研究を

推進し、優れた研究・開発成果を継続

的に生み出していくことが必要であ

る。

このため、センターにおいて以下の

研究基盤強化に努めること。

①研究所と病院等、センター

内の連携強化

第1 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するために取るべき措置

１．研究・開発に関する事項

センターが国際水準の研究を展開し

つつ、我が国の治験を含む臨床研究を

推進するため、以下に掲げる中核機能

を強化する。

これにより、高度先駆的医療の開発

及び標準医療の確立のための臨床を指

向した研究を推進し、その成果を継続

的に生み出していく。

（1）臨床を志向した研究・開発の推進

①研究所と病院等、センター内の連携

強化

高度先駆的医療の開発及び標準医療

の確立のための臨床を指向した基礎研

究を円滑に実施し、また、基礎研究の

成果を臨床現場へ継続的につなげられ

るよう、研究所と病院が高度の専門性

を有した上で、その連携を強化する。

〈定量的指標〉

・共同研究件数

(研究所と病院)

・企業との共同件数

・特許出願審査件数

(職務発明委員会)

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・研究・開発

・産官学等連携

第 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

1．研究・開発に関する事項

（1）臨床を志向した研究・開発の推進

①研究所と病院等、センター内の連携強化

《共同研究件数（研究所と病院）》

平成 21 年度 51 件

平成 22 年度 65 件

平成 23 年度 67 件

平成 24 年度 75 件

＜評定と根拠＞

評定：Ｓ

研究所と病院との共同での研究を中期目標の期間中

に、平成 21 年度に比べ 50％以上増加させる目標値に対し

て、今年度の研究件数は目標値を前年度同様に上回り、

中期計画期間において順調に研究・開発を推進した。

また、企業との共同研究件数についても目標値に対し、

前年度、前々年度同様に上回っている。

さらに、特許出願審査件数についても、計画期間内合

計 180 件の目標値を上回り 196 件となった。

これらを踏まえて、Ｓと評価する。

・平成 26 年 4 月に循環器病統合情報センターの設立

日本循環器学会が行っている循環器疾患診療実態調査

の運用とデータマネージメント、脳卒中データバンクの

移行準備を行い、循環器病登録事業を進めた。

循環器科・心臓血管外科標榜施設から施設情報（病床

数、医師数、入院患者数等）、検査件数、治療件数、心血

管リハビリ情報を収集し、平成 27年 1月調査結果を公表

した。

また、併せて収集した DPC 情報を基に Quality Indicat

or 解析を開始し、平成 27年 2 月解析結果を参加施設に還

元した。

・早期・探索的臨床試験拠点整備事業

当センターは、平成 23 年に早期・探索的臨床試験拠点

整備事業に選定され、大阪大学とともに脳、心血管分野

の拠点として、また選定された全 5 施設のうち唯一医療

機器の開発を担当している。

今年度は、システム構築（必要な体制、手順書などの整

備）及び組織への導入教育（計 4回）を終了し、MeDICI(医

療機器イノベーション環境整備プロジェクト)の2シーズ

である・空気圧駆動式補助人工心臓用流量モニタリング

システム及び・補助人工心臓用ウェアラブル式小型空気

駆動装置（WPD)で運用を開始した。

また、ISO13485の来年度取得に向けて準備を行ってい



様式２―２―４－１（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目１－１）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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具体的には、研究所、病院の会議で

それぞれの問題意識を共有するとと

もに、臨床研究等を共同実施し、相

互の交流を図り、研究所と病院との

共同での研究を中期目標の期間中に

、平成21年度に比べ50％以上増加さ

せる。

平成 25 年度 85 件

平成 26 年度 78 件

※目標増加件数 25件

平成 22 年度 14件増 平成 23年度 16 件増

平成 24 年度 24件増 平成 25年度 34 件増

平成 26 年度 27件増

1．研究開発基盤センターの設置（平成 22 年度）

平成 22 年 4 月、病院と研究所が連携して取り組むべ

き(1)臨床研究と疫学調査の推進、(2)知的資産の活用、

(3)情報基盤整備と研究企画策定、(4)これらを支える研

究所のトランスレーショナル研究基盤の整備を推進、強

化するため研究開発基盤センターを設置し、部門として

臨床研究部、先進医療・治験推進部を配置した。

また、循環器疾患領域の診断・治療に精通する医療従

事者育成のための訓練施設としてトレーニングセンタ

ーを配置した。

2．医療クラスター棟の整備（平成 23 年度）

平成 23 年度にセンター内にトレーニング室、産学連

携のための実験室・会議室、医療クラスターの推進に向

けた各部署の居室などを備えた医療クラスター棟が開

設され、国内外の企業・研究機関などとの自発的・戦略

的な連携に向けた環境が整備された。

3．バイオバンクデータセンター創設（平成 23 年度）

診療情報とリンクしたバイオリソースの集積により

臨床研究の効率化を図るとともに、平成 22 年度に設置

した研究開発基盤センターと連携させることにより、ニ

ーズ・シーズの掘り起こしとマッチングを実現し、基礎

から臨床への TR（橋渡し）研究の更なる推進と迅速化

に寄与するため、独立組織としてバイオバンクデータセ

ンターを創設した。

当センター内に留まらず他の研究機関等との連携も

視野に入れた運用を開始した。

る。(医療機関としては、国内及び国外初)
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4．早期･探索的臨床試験拠点整備事業（平成 24年度）

1）基盤・体制整備として医療機器開発の企業との連携

及び橋渡しが円滑・効果的になされるよう、世界的スタ

ンダードな手法を取り入れた医療機器開発プロセスを

目指し、以下についての体制整備に着手した。

①非臨床試験（動物実験等）の信頼性保証システム体制

構築

外部専門組織の協力を得て平成24年12月より業務開

始とした。

平成 24 年度は関連部門への必要知識の教育及び必要

となる SOP（合計 85 文書）の作成を行った。

②開発プロセスの整備

センター内でのプロセス構築のための基礎となる情

報共有及び啓発として、関係者に「企業での医療機器設

計開発のプロセス」、「医療機器のリスクマネジメント」

等のセミナー（合計 4 回）を開催、プロセス構築のため

関係部門への必要な知識の共有及び啓発を行った。

また、個別プロジェクト推進の中で開発管理推進に必

須となる文書体系の構築を開始した。

2）個別プロジェクト

①2 つの画期的デバイス（カバードステント、補助循環

システム）のプロジェクトにおいて開発管理推進に必須

とする文書の整備により開発の課題を抽出し、医師主導

治験の実施に向け、ロードマップの見直しを行ってい

る。

②日本初の革新的な医療機器の創出を目的に臨床にお

ける実用化に繋がる医療機器となる可能性が極めて高

いと認められるシーズの研究開発について、MeDICi プ

ロジェクトで支援することを決定した。

5．早期･探索的臨床試験拠点整備事業（平成 25年度）
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1）基盤・体制整備

センターが開発する医療機器の価値向上、及び医療機

器開発拠点として企業との連携及び橋渡しが円滑・効果

的になされるよう、世界的スタンダードな手法を取り入

れた医療機器開発プロセス（ISO13485）構築、医療機器

薬事申請に資する信頼性を確保したデータ取得体制（信

頼性保証システム）構築の 2 つの体制整備に取り組ん

だ。

2）信頼性保証システム

医療機器薬事申請に必要とされる信頼性が保証され

たデータの取得に必要なマニュアル作成及びシステム

を構築、7月に関係者でキックオフミーティングを開催

するとともに、システム運用を開始した。

また、当センターMeDICI（医療機器イノベーション環

境整備プロジェクト）のホームページにも整備状況を掲

載した。

3）医療機器開発プロセス

医療機器開発の国際的スタンダードな手法である

ISO13485（医療機器-品質マネジメントシステム）を導

入し、平成 28 年 3 月までに認証取得を目指すことを 6

月のコンソーシアム委員会で決定した。

また、12月に ISO13485 コアプロジェクトを結成しシ

ステム構築に向けて外部コンサルタントを交えて検討

を開始した。

関連した教育研修として、センター内の医療機器開発に

携わっている研究者を対象とした研修（医療機器リスク

マネジメント：計 8 回、ISO13485：計 2回）を実施した。

さらに、前年度から支援している 2シーズに加え，新

たに 13 シーズをセンター内から選定し、それらのシー

ズ開発の支援に当たっている。

医師主導型治験に対しても、臨床研究部として支援を開

始している。

6．バイオバンクセンターの運営（平成 25 年度）
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平成23年度に発足したNCVC病院コホートとして平成

24 年 6 月より診療情報とリンクしたバイオリソースの

集積・保管を開始し、平成 25 年度は約 1,500 名の同意

を取得し、新規検体は 1,300 本収集している。

平成 22 年度に設置した研究開発基盤センターの予防医

学・疫学情報部と医学倫理研究室と連携させることによ

りニーズ・シーズの掘り起こし、マッチングさせること

で基礎から臨床への TR（橋渡し）研究の更なる推進と

迅速化に寄与するため、独立部門としてバイオバンクを

運営している。

他 5 カ所の国立高度専門医療センターからなる 6NC

セントラルバンクや、最先端の医学研究に生体材料と臨

床情報を提供するため、他の国立高度専門医療センター

研究機関等と連携し推進した。

病院情報システムおよび電子カルテとのデータ連携構

築したバイオバンク部門システムにより、バイオバンク

試料の活用のための病院と研究所の共同研究の支援体

制を整備した。

また、臨床情報蓄積のためのデータウェアハウスの構

築に加えて、各個別研究のために研究計画書に基づいた

デ－タを提供するシステム構築を行い、臨床研究の支援

体制を整備した。

7. 循環器病統合情報センターの設立（平成 26 年度）

循環器の実情に則した予防や治療の対策を立てるた

めに必要となる循環器病の情報を全国の医療機関から

広範囲に収集することを目的とした循環器病統合情報

センターを平成 26年 4月 1 日に設立した。

日本循環器学会がおこなっている循環器疾患診療実

態調査の運用とデータマネージメント、脳卒中データバ

ンクの移行準備を行い、循環器病登録事業を進めた。

循環器科・心臓血管外科標榜施設から施設情報（病床

数、医師数、入院患者数等）、検査件数、治療件数、心

血管リハビリ情報を収集し、平成 27 年 1 月調査結果を

公表した。

また、併せて収集した DPC 情報を基に Quality

Indicator 解析を開始し、平成 27 年 2 月解析結果を参
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加施設に還元した。

した。

8.創薬オミックス解析センターの設置（平成 26年度）

研究所と病院をはじめとするセンター内の連携を強

化し、研究・開発を推進するのために、創薬オミックス

解析センターを、平成 27年 2 月に設置した。

バイオバンクに蓄積された生体試料を用いて、ゲノム解

析、プロテオーム解析などのオミックス解析を推進し、

臨床情報等との比較解析に基づき、循環器病の原因遺伝

子の探索、診断・治療・予防法の開発や創薬研究を推進

することを目指して、研究体制の構築、研究機器や施設

の整備を進めた。

9．平成 22年度～平成 26年度の主な共同研究・開発

・アスピリン・クロピドグレル・ワルファリン等の臨

床情報と遺伝子情報をからめた病院と研究所の共同

研究

・心臓手術やカテーテル治療のシミュレーターの開発

・急性期脳梗塞への自己骨髄単核球移植による細胞治

療

・迅速脳循環代謝測定法の開発

・高血圧関連遺伝子の解明についての病院と研究所

の共同研究

・高血圧､腎臓病の病態解明についての病院と研究所

の共同研究

・脳動脈瘤治療用のカバードステントの新規開発に着

手

・ペプチドホルモンの臨床応用への取り組み

・遺伝性動脈疾患に関する病因解明と診断治療法の開

発の推進

・肺動脈性肺高血圧症ならびに出血性毛細血管拡張症

の病因解明の推進

・アドレノメデュリンを世界で初めて臨床応用

・脳梗塞患者に対する自己骨髄単核細胞治療

・脳梗塞後のうつに関する研究
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・BNPの分子分別測定法の開発

・グレリン臨床試験へ向けて、製剤の調製を実施

・急性心不全における医師主導型治験の開始

・特発性心筋症に関する調査研究の推進

・卵膜由来間葉系幹細胞の製剤化

・重症心不全患者に対する自己骨髄由来間葉系細胞移

植の長期成績の検討

・高血圧患者における食塩摂取量の自己測定と減塩達

成度に関する研究

・成人に達した先天性心疾患の診療体系確立のための

研究

・乳児特発性僧帽弁腱索断裂の病因解明と治療法確立

のための研究

・高トリグリセリド血症患者のリポ蛋白リパーゼ等の

活性、蛋白測定と診断や治療への適用

・冠動脈疾患超高危険群のリスクマーカーを解明

・非侵襲的内臓脂肪測定に関する研究

・運動療法の継続性に関する研究

・代謝治療薬の血管合併症予防効果の研究

・15O-ガス迅速PET検査を用いた脳循環代謝測定法の

確立

・新規経口抗凝固薬の凝固活性、血中濃度と従来凝固

マーカー測定値の関連の究明

・糖尿病患者における心血管疾患予防の最適化に関す

る研究

・不育症に関する研究の推進

・血流シミュレーターの開発推進

・カフなし連続血圧計の開発

・血清トリグリセリド分解酵素活性、蛋白測定の診断

や治療への適用

・先天性心疾患および遺伝性肺動脈生肺血圧の遺伝子

診断に関する研究

・脳梗塞治療法の開発を見据えた長寿遺伝子産物Sir

t1による脳虚血抵抗性機序の解明とその応用

・患者由来iPS細胞を用いた血管性認知症に関する研

究（倫理委員会承認M25-050）

・薬理遺伝学に基づく循環器病テーラーメイド医療の
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②「革新的医薬品・医療機器創出のた

めの 5か年戦略」（平成 19 年 4月 26 日

内閣府・文部科学省・厚生労働省・経

済産業省）に基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究・実用化研究を進め

る「医療クラスター」の形成等、国内

外の産業界、研究機関及び治験実施医

療機関等との連携

②産官学等との連携強化

国内外の産業界、大学等の研究機関、

大規模治験実施医療機関等との自発

的・戦略的な連携がなされるよう、「医

療クラスター」の形成等、他機関との

共同研究を推進する体制を整える。

特に、企業との共同研究について、中

期目標の期間中に、平成 21 年度に比べ

30％以上増加させる。

確立に関する研究

・脳梗塞治療法の開発を見据えた長寿遺伝子産物Sir

t1による脳虚血抵抗性機序の解明とその応用

・患者由来iPS細胞を用いた血管性認知症に関する研

究

・糖尿病治療薬 DPP4 阻害薬の心筋虚血改善効果の検討

(世界に先駆けて明らかにした。)

②産官学等との連携強化

《企業との共同研究件数》

平成 21 年度 57 件

平成 22 年度 59 件

平成 23 年度 99 件

平成 24 年度 146 件

平成 25 年度 145 件

平成 26 年度 172 件

※目標増加数 17 件

平成 22 年度 2件増 平成 23年度 42 件増

平成 24 年度 89件増 平成 25年度 88 件増

平成 26 年度 115 件増【平成 21年度基準】

1．知的資産部産学官連携室の設置（平成 22年度）

平成22年4月研究開発基盤センターに知的資産部産学

官連携室を設置した。

2．医療クラスター棟の設置（平成 23 年度）

医療クラスター棟を設置し、臨床研究の推進、ドライ
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ラボを駆使した産官学共同研究、模擬手術室・ICU 等を

用いた外部を含む医療従事者研修を推進する体制を整

備し、実践的研修（手術ロボット操作訓練・人工心肺シ

ミュレーター組み立て、ステントの EVE を用いた体内誘

導性の評価など）を行った。

3．医療クラスター棟の活用（平成 24 年度）

医療クラスター棟の中に主に病院の医師が使うための

実験室を作り、臨床の場でのシーズを基礎研究に持ち込

む方策を立てている。実験室は、臨床研究部・病院部門

実験研究支援室の管理のもと運用を開始した。

1)医療機器を使用する際の手技は治療効果にも反映さ

れるため、最新の医療環境が整備されたトレーニングセ

ンターにおいて開発中の医療機器を評価することは、医

療従事者の手技向上の場という従来のトレーニングセ

ンターの概念を凌駕し、企業と共に進める医療機器の製

品化プロセスに新しい開発コンセプトの導入と事業化

展開への可能性を誘起するものである。成果の具体事例

として、当トレーニングセンターでは新規カテーテル等

の医療機器開発評価の場としても年間約 15 回使用し、

産官学連携による医療機器製品化の促進にも大きく寄

与した。

2)我が国で薬事承認が完了したサンメディカル社の体

内植込型補助人工心臓 EVAHEART（平成 23 年 4 月より保

険収載）の販売開始前の平成 23 年 1 月より、動物を用

いた EVAHEART の植込み手術トレーニングを開始し、本

年度も継続した。

これは、研究開発基盤センターのトレーニングセンター

が受託し、センター内の施行部署として研究所人工臓器

部が請けおうというスキームによるものである。現在の

ところ我が国には、他に医療機関の外科チーム全体が参

加する規模（通常、心臓外科医 2～4 名、看護師 2～4

名、臨床工学技士 2～4 名、合計 5～10 名位のチーム）

の補助人工心臓（VAD）の植込み手術トレーニングを、

大型動物を用いて行い得る施設は存在せず、今後同様の
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新規機器臨床応用前のトレーニングプログラムを行っ

ていく点で重要な役割を果たすこととなる。トレーニン

グ開始以来、これまでに 16 施設（平成 24年度としては

4 施設;全て植込み型 VAD 認定施設で多くが大学病院）

に対してトレーニングを行い、安全な VAD 植込み・普及

に貢献した。

4．医療クラスターの推進（平成 25年度）

平成 23 年度に整備された医療クラスター棟の運用が

進み、トレーニングセンターを活用した新しい医療機器

の開発のための探索的な検討など、病院・研究所・研究

開発基盤センターの連携はもとより、国内外の企業・研

究機関等との自発的･戦略的な研究・開発・事業化に向

けた取り組みが加速した。

トレーニング室は企業との共同研究における、新規カ

テーテル等の医療機器やトレーニング機器開発の評価

の場としても年間 15 回使用し、産官学連携による医療

機器製品化の促進にも寄与した。また、関西イノベーシ

ョン国際戦略総合特区の中の「国際展開を視野に入れた

臨床手技トレーニング事業」の一つとして、韓国、台湾、

シンガポール、ロシア、カタール、米国からの外国人医

師、Key opinion leader を招聘し、国産の最先端治療

機器である植込み型補助人工心臓の植込み手術の実験

動物を介したトレーニングや当センターが企業と共同

開発した術野カメラ等の実証実験等を行った。

平成 25 年に計 475 件の使用（外部への提供 52 件を含

む）があり、医療技術・手技の向上に貢献した。

5．医療機器開発推進への支援（早期・探索的臨床試

験拠点事業）（平成26年度）

アカデミアで初めて総合的医療機器開発支援体制を

整備し、早期・探索的臨床試験拠点事業の枠組みで以下

のプロジェクトへの支援をもって開発を推進した。

1）カバードステント

治験に向けての戦略検討及び PMDA 治験（プロトコル）

相談の実施
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2）補助循環システム

製品要求仕様書作成支援、ロードマップ等の支援によ

る開発推進

3）心臓レプリカ

医療機器該当性に関しての検討及び厚生労働省への

確認、開発戦略の検討

4）抗菌性創傷被覆材

医療機器開発としての開発戦略の検討・アドバイス

5）SFA ステント

開発戦略策定支援

6）その他のシーズ

シーズ選定委員会において新たなシーズの検討を行

い、支援すべき新たな１シーズを決定

6．平成 22年度～平成 26年度の主な共同研究・開発

・アストラゼネカ・スウェーデンとの包括的共同研

究契約締結

・小児心臓シミュレーターの開発

・カニュレーションモデル、血管モデルの開発

・減塩食レシピのデータ化、配信サービス等の共同

研究

・先端的循環器系治療機器の開発と臨床応用、製品

化（スーパー特区）

・ミトコンドリア糖尿病におけるｉＰＳ細胞の樹立

に成功

・低侵襲・高精度の血行動態連続モニタリング装置

開発を開始

・血管内迷走神経刺激による梗塞縮小に関する共同

研究を開始

・骨髄細胞分離デバイスの開発

・次世代脳ＳＰＥＣＴプロトタイプ装置の開発
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・統合画像診断システムの開発

・米国シーメンス社とのＣＴ／ＰＥＴ画像プログラ

ム共同開発

・血管内皮細胞が直接免疫機能を調節する仕組みを

発見

・ANP のがん転移予防効果の発見

・BNP の分子分別測定法の開発

・簡易心臓拍動シミュレーションシステムの開発

・心血管病モデルマウスの拍動心臓で冠動脈と心筋

の収縮機能を高精度で観察可能とする画像解析

法を開発

・再生型小口径人工血管の開発

・新規超音波血栓溶解装置の開発推進

・難治性高コレステロール血症の新たな治療法開発

の推進

・マルチタッチデバイスを利用した先天性心疾患の

3 次元ビューワーシステムの開発に関する研究

・自動標識合成装置の認証

・冠動脈 CT における超短時間作用型ベータ遮断薬

の被曝低減効果に関する多施設共同研究

・新しい差分ソフトを用いた CT アンギオグラフィ

ーの評価

・心筋梗塞縮小（静脈内迷走神経刺激による心臓リ

モデリング抑制）装置の開発

・iPS 細胞由来心筋細胞を用いた致死性不整脈の病

態解明と治療法確立の推進

・組織再生表面構築ための新規反応戦略の確立

・ライト付ウェアラブル 3D 術野カメラ

・SPECT 検査時間の短縮もしくは投与量の低減を行

う手法の開発を目指す研究

・血管性認知症のバイオマーカーとしての中央領域

プロアドレノメデュリンの有用性の検討

・生活習慣病の早期診断につながる低侵襲医療機器

の開発

・軽度認知障害の早期発見機器の開発

・ヒトの血管性認知症の病態を的確に再現し治療法

開発に直結する新規ラットおよび霊長類モデル
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③研究・開発に係る企画及び評価体制

の整備

③研究・開発の企画及び評価体制の整

備

センターの使命を果たすための研究

（研究開発費を含む。）を企画し、

評価していく体制を整備するととも

に、研究を支援していく体制も充実

させる。

の開発研究

・CARASIL モデルマウスにおける脳小血管の機能解

析

③研究・開発の企画及び評価体制の整備

科学研究費補助金の採択状況

平成 22 年度～平成 26 年度の取組

1．評価体制の整備

・小委員会の設置

外部有識者による中間評価及び事後評価を行う

ため、評価委員会に小委員会を設置した。

・ISO15189 の認定取得

臨床検査部は、臨床検査室の能力と質における国

際標準規格である ISO15189 を受審し、平成 24 年 9

月に認定審査機関である日本適合性認定協会から

認定施設として承認された。

この第三者評価により当検査部から出された検

査結果は、その精度と信頼性が国際的に通用するも

のとなったため、今後国際共同治験を始めとする多

くの治験事業や臨床研究を支援できると考えられ

る。

2．研究支援体制の充実

研究開発基盤センターにおいて、臨床研究部と先

進医療・治験推進部が共同で臨床試験相談や各種支

援を研究者に提供している。

平成 22 年度からは外部研究者の相談にも対応を開

始し、平成 24 年度には初めて外部研究者に対して

データマネジメント支援を行った。

また、先進医療申請のための厚労省との相談や

PMDA の薬事戦略相談への準備や照会事項への対応

等に関するアドバイスの需要にも対応している。

3. 「かるしお」使用許諾の運営体制の整備と運用
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④効果的な知的財産の管理、活用の推

進

④知的財産の管理強化及び活用推進

知的財産管理に当たっては、研究開

発システムの改革の推進等による研究

開発能力の強化及び研究開発等の効率

的推進等に関する法律（平成 20年法律

第 63号）及び「知的財産推進計画」を

踏まえ、研究成果の権利化と企業への

技術移転等を推進するための部署を設

置する。

また、知的財産の管理及び活用の推

進に関する指針を「知的財産ポリシー」

として策定し、センター内の職員に知

的財産の活用への意識を高めつつ、外

部の機関へも公表する。

ア特許等の評価制度の確立

効果的な知的財産の管理について

は、事業化・ライセンス化を考慮した

特許等の評価制度を確立し、職務発明

委員会においては中期目標期間内に

180 件以上を審査し、特許出願に適切

【「健康生活認証」事業を開始】

当ｾﾝﾀｰが登録した商標「かるしお」の使用を企業が

希望する際に、使用許諾にあたっての運営体制が整備

され、運用を開始した。

食としての味や外観などの事前評価を参考に審査委

員会にて商品仕様、成分、事業計画などを総合的・科

学的に審査し、使用の可否を判断するもので、国循発

の資産を適切に社会に展開できるような仕組みが構

築され、実際に運用が始まり「かるしお」商標につい

ても 3 件が実施許諾された。

④知的財産の管理強化及び活用推進

平成 22 年度～平成 26 年度の取組

１．知的資産部の設置

当センターにおける研究成果・人的資源等の知的

資産の活用に関することを行う為、研究開発基盤セ

ンター内に知的資産部を設置し、管理及び活用推進

を強化した。知的資産部は産学官連携室、事業化戦

略室、ライフスタイル開発室、IT 戦略室の 4 室か

ら構成される。

2．知的財産ポリシーの実践と推進

平成 22 年度に策定した「知的財産ポリシー」は

当センターのホームページにおいて公開しつつ、当

センターにおいては知財の公知への配慮などに関

する研究者を対象としたセミナーを外部の弁理士

を講師として招聘して実施し、研究者の特許管理・

活用に関する意識を高めた。

ア 特許等の評価制度の確立

《特許出願審査件数（職務発明委員会）》

平成 22 年度 36 件

平成 23 年度 41 件
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な研究成果を選定する。

イ知的財産の活用の促進

知的財産の活用については、これら

に係る手続き・文書管理等の有効な運

平成 24 年度 37 件

平成 25 年度 38 件

平成 26 年度 44件

合計 196 件

※中期目標期間内に 180 件以上審査

1．特許評価等を専門とする企業による評価

特許権等の知的財産 110 件について、特許評価等を専

門とする企業による第三者的観点から事業化の可能性

等の評価を実施し、保有の必要性、知財整理の進捗を含

めて検討を開始した。

また、医療機器・医薬品開発に特化した知的財産の評

価指標が策定されるまでには、従来の手法であっても現

状の知的財産の価値評価を実施しておくことは極めて

重要なので、知財評価を専門とする企業による第三者的

観点からの深堀調査を実施し、知的財産としての価値を

精査した。

2．医療機器等に関する知的財産評価指標の選定

医療機器・医薬品等の開発に際して知的財産を活用す

るためには、それらの適正な評価によって価値を共有し

研究機関から企業などへ流通させることが不可欠であ

る。

従来の汎用的な知的財産評価指標では、医療機器・医薬

品開発の現状を充分に反映できているものとは言いが

たかったため、これらに特化した知的財産の評価指標の

策定に向けて研究開発基盤センター知的資産部と管理

部門研究医療課産学連携係とが外部の専門家も交えて

取り組んだ。

本指標にはグローバルスタンダード化も見据えて、医療

機器開発の世界的クラスターである米国ミネソタの産

学連携・知的財産の専門家の知見も取り入れた。

イ 知的財産の活用の促進

1．知的資産部と企画経営部研究医療課産学連携係によ
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用と企業と連携した事業化戦略によっ

て技術移転等の橋渡しを促す。

さらに、海外展開をも視野に入れた

事業化支援システムの構築を目指し

、契約・交渉等に伴うマネジメント

機能の充実を図る。

る技術移転等の推進

平成 22 年度に設置された知財等の活用を担う知的資

産部と知財等の管理を実施する産学連携係が連携して、

研究成果の権利化と企業への技術移転を推進している。

2．フォンビルブランド因子切断酵素の特異的基質およ

び活性測定法の活用

センターの知的財産権「フォンビルブランド因子切断

酵素の特異的基質および活性測定法」は、日本と米国で

登録を行い、これまでに海外の企業 4社を含む 9 社と実

施契約を締結した。

本特許は血栓性血小板減少性紫斑病の発症に関わる

タンパク質 ADAMTS13 の活性測定のための基質に関する

もので、世界のスタンダードな測定法になり、血栓性血

小板減少性紫斑病の早期診断や除外診断に貢献した。

3．技術アセスメントおよび日米におけるオーファンの

調査

知的財産の評価制度を確立するに当たって、当センタ

ーから発出した技術成果がグローバルな観点からどの

ように認められるのかについて、また、オーファンデバ

イス開発に伴う日米の状況について、世界的な医療機器

開発クラスターである米国ミネソタのアライアンス機

関を介して調査した。

これらのことは公的な医療研究機関としての観点か

らも極めて重要であり、当センターの現状を踏まえつつ

海外情勢までの把握につながる情報が整理・蓄積され

た。
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－２
病院における研究・開発の推進

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

「革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」では、国立高

度専門医療研究センターが中心となり、産官学が密接に連携して臨

床研究・実用化研究を進める「医療クラスター」として臨床研究病

床、実験機器等の整備を行うこととされているため。

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

治験件数 24

(21 年度)

30 27 35 36 39 予算額（千円） － － － － －

治験・受

託・共同研

究収納金額

(千円)

－ 653,315 502,722 548,948 573,279 636,499 決算額（千円） － － － － －

治験依頼か

ら契約締結

までの平均

日数

57.3

(21 年度)

49.0 37.5 37.9 35.0 35.0 経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ａ
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＜評定に至った理由＞

先進医療・治験推進部設置等による体制強化の結果としての件数の着実な

増加、企業治験の依頼から契約に至るまでの迅速化を図るなどの臨床研究

推進に努めるとともに、Web で利用可能なデータ品質管理システムの運

用開始や EU 標準による医薬品開発専門家養成の教育コースを開催する

など、中長期目標等に照らし顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期

待等が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き研究開発の推進を期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）



様式２―２―４－１（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目１－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価

25

4（2）病院における研究・開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫

理性、透明性をもって円滑に実施する

ための基盤の整備に努めること。

（2）病院における研究・開発の推進

①臨床研究機能の強化

センターにおいては、最新の知見に

基づき、治療成績及び患者 QOL の向上

につながる臨床研究（治験を含む。）を

推進する。そのため、センターで実施

される臨床試験に対する薬事・規制要

件の専門家を含めた支援部門の整備を

行う等臨床研究を病院内で円滑に実施

するための基盤の整備を図り、治験依

頼から契約締結までの期間を平均 50

日以内とする。

〈定量的指標〉

・治験件数

・治験・受託・共同研究収納金額

・治験依頼から契約締結までの日数

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・倫理・透明性の確保

（2）病院における研究・開発の推進

①臨床研究機能の強化

《治験件数》

平成 21 年度 24 件

平成 22 年度 30 件

平成 23 年度 27 件

平成 24 年度 35 件

平成 25 年度 36 件

平成 26 年度 39 件

《治験・受託・共同研究数収納金額》

平成 22 年度 653,315 円

平成 23 年度 502,722 円

平成 24 年度 548,948 円

平成 25 年度 573,279 円

平成 26 年度 636,499 円

《治験依頼から契約締結までの平均日数》

平成 21 年度 57.3 日

平成 22 年度 49.0 日

平成 23 年度 37.5 日

平成 24 年度 37.9 日

平成 25 年度 35.0 日

平成 26 年度 35.0 日

1．先進医療・治験推進部の設置（平成 22 年度）

研究開発基盤センターに、臨床研究部に加えて新たに

先進医療・治験推進部を設置し、治験・臨床研究の実施

体制を強化した。

＜評定と根拠＞

評定：Ｓ

治験依頼から契約締結までの期間を平均50日以内とす

る目標値に対して、今年度も前年度同様に 35.0 日と目標

値を大きく下回り、中期計画期間中順調に推移した。

また、治験・受託・共同研究数収納金額及び治験件数

についても前年度、前々年度を上回っている。

さらに、中期計画期間中において早期・探索的臨床試

験拠点事業による医師主導型治験への総合的医療機器開

発支援体制整備などの臨床研究機能の強化や研究倫理コ

ンサルテーションを実施した。

これらを踏まえて、Ｓと評価する。

・ データ品質管理システム REDCap の運用

平成25年度より、データ品質管理システム(REDCap)

をインターネット環境で使用できるよう整備し、実際

の臨床試験での運用を開始した。

平成26年度は、臨床研究14課題（うち多施設共同研

究9課題）でREDCapの使用を開始した。

また、その中の5課題（多施設共同研究3課題）につ

いては、DM/統計室においてデータマネジメント支援も

実施した。

・我が国で唯一、EU で標準化された医薬品開発専門家養

成コース PharmaTrain に準拠したクリニカルリサー

チプロフェッショナルコースを大阪大学と共同で開催し

ている。

また、平成 26 年度においては、国際認定取得に向けて体

制を整備し、平成 27 年 4 月にはアジアで初めて認定を取

得した。
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2．臨床研究コーディネーター（CRC）室の設置

（平成 22年度）

先進医療・治験推進部内に CRC 室を置き、企業治験、

医師主導治験だけでなく、治験以外の受託研究や競争的

資金による臨床研究等、患者を被験者とする様々な研究

に対して支援を開始して、被験者の安全性を確保した研

究実施体制を整備した。

また平成 22 年度からは医薬品の適性使用に関する製

造販売後調査にも CRC が協力を開始し、報告もれや遅滞

なく報告書が提出できるようになった。

3．臨床研究部の設置（平成 23年度）

研究開発基盤センター内に臨床研究部をつくり、臨床

研究開発室、臨床研究企画室、ＴＲ支援室を設置し、研

究・開発の推進及び支援体制を整備した。

4．ISO15189 の認定取得（平成 24年度）

臨床検査部は、臨床検査室の能力と質における国際標

準規格である ISO15189 を受審し、平成 24 年 9 月に認定

施設として承認された。この認定取得により当検査部か

ら出された検査結果は、その精度と信頼性が国際的に通

用するものとなった。今後、国際共同治験などの多くの

治験事業や臨床研究を支援できると考えられる。

5. 平成 26年 8月に厚生労働大臣の承認を得て「新生児

低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療」臨

床試験を多施設共同で開始した。

（主任研究者；大阪市立大学小児科 新宅治夫）

平成 26 年度厚生労働科学研究委託費（再生医療実用化

研究事業）を得て、実施中である。

第3相臨床試験は国際共同臨床試験として実施する

計画で、同様な第 1相臨床試験を実施している米国 Du

ke 大学の Michael Cotton 准教授を日本に招いて意見

交換を行った。（平成 26年度）

6. データ品質管理システム REDCap の運用

（平成 26年度）
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臨床研究14課題（多施設共同研究9課題）でREDCap

の使用を開始した。

うち 5課題（多施設共同研究 3課題）は DM/統計室でデ

ータマネジメント支援も実施した。

7. 教育コースの開催 （平成 26 年度）

我が国で唯一、EUで標準化された医薬品開発専門家

養成コース PharmaTrainに準拠したクリニカルリサ

ーチプロフェッショナルコースを大阪大学と共催し

た。

平成26年度受講生は、52名（うち製薬企業等社員 41

名）であった。

また、国際認定取得に向けて体制を整備した。

（アジア初、平成 27 年 4月認定取得）

8．平成 22年度～平成 26年度の主な取組

・急性心不全における医師主導型治験の開始

・経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）の治

験実施

・グレリンを応用した臨床研究を開始

・国際共同治験に参画

・新規冠動脈ステントの治験実施

・PCAK9 変異を有する家族性高コレステロール血症

患者（FH）の Naural History に関する国際調査

に参画

・小児用補助人工心臓の治験開始

・循環器代謝領域ではじめての抗体医薬の開発

・家族性高コレステロール血症ホモ接合体のオーフ

ァンドラッグ開発

・高コレステロール血症のブロックバスター薬とし

て期待される新薬の有効性と安全性評価

・糖尿病の新薬開発（平成 25年 6月に薬事承認）

・小児の高コレステロール血症管理に道を開く治験

・無侵襲的出生前遺伝学的検査（ＮＩＰＴ）につい

ての臨床研究の開始

・急性期脳血管障害患者における運動機能予後予測

に関する臨床研究

・急性期脳出血患者における運動機能予後予測に関

する臨床研究（倫理委員会承認 M25-072）
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②倫理性・透明性の確保

倫理性・透明性確保のため、臨床研

究等に携わる職員に対する継続的な倫

理教育の機会を確保し、センター職員

の臨床研究倫理に関する知識と意識を

高める。

また、臨床研究に参加する患者・家族

に対する説明書・同意書の内容につい

・急性期脳血管障害患者における口腔内細菌の影響

に関する臨床研究（倫理委員会申請済み）

・THAWS 試験 ＜ClinicalTrials.gov NCT02002325;

UMIN000011630＞

・ATACH2試験 ＜ClinicalTrials.gov NCT01176565;

UMIN000006526＞

・倫理コンサルテーションの提供

・研究倫理研究室の設置

・肺高血圧先端医療学研究部の設立

・倫理コンサルテーションサービスの開始

・臨床研究に資する統計解析環境の整備

・臨床研究関連教育プログラムの提供

・早期・探索的臨床試験拠点事業による医師主導型

治験への体制整備

・研究の計画段階から実施に至るまで一貫性のある

相談体制を整備

・先進医療・治験推進部 DM/統計室での研究課題の

データマネジメント等支援体制整備

・単年度から複数年度へ、支払い方式を前払いから

実績払い方式に変更

・トランスレーショナル（TR）研究の推進

・国際共同臨床試験遂行への基盤整備

・脳血管領域の臨床試験施設としての基盤整備を推

進

・臨床研究セミナーを定期的に開催

・新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血

幹細胞治療臨床試験を多施設共同で開始

②倫理性・透明性の確保

1．「臨床研究すすむ！プロジェクト」ホームページを開

設（平成 22 年度）

治験、自主臨床研究に関して、その歴史と意義、関連

法制度関連、被験者の権利、適切な実施体制のあり方、

および研究センターとして実施している治験等臨床研

究について一般の市民に対しても情報が伝えられるよ

う解かり易く、親しみ易い「臨床研究すすむ！プロジェ

クト」ホームページを開設した。
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て、倫理委員会等において重点的な審

査を行い、臨床研究の趣旨やリスクに

関する適切な説明と情報開示につなげ

る。

これらの取り組みと併せ、センターで

実施している治験等臨床研究について

適切に情報開示することにより、臨床

研究を病院内で高い倫理性、透明性を

もって円滑に実施するための基盤の整

備に努める。

2．説明同意文書の作成ガイドを作成（平成 23 年度）

臨床研究に参加する患者・家族に対して適切な説明

が行われるよう説明同意文書の作成ガイドを作成し、職

員に配布した。

3．医学倫理研究室の設置（平成 24年度）

研究倫理に関する相談窓口は研究倫理研究室を設置

していたが、臨床上の倫理的な課題に関する相談につい

ては、組織的な対応ではなく臨床研究部・先進医療治験

推進部・研究医療課等が個別に対応していた。

そこで、新たに平成 25 年 2 月に医学倫理研究室を設

置し、当該研究室において研究倫理・臨床倫理等の総合

的倫理問題の倫理コンサルテーションサービスを開始

した。

4．研究倫理に係る教育研修の実施（平成 25年度）

当センターでの研究倫理審査申請資格の取得・継続の

ために受講が必須化されている、更新者用及び新規受講

者用の研究倫理研修会を 3 回（述べ 6 講義）実施した。

（6 月 17 日、12 月 11 日、3 月 4 日）

また、研究開発基盤センターを中心として、レジデン

ト等の若手研究者を主な対象とした臨床研究セミナー

（2 回：5月 25 日、10 月 19 日）を実施し、本セミナー

の中で研究倫理に関する 2 講義を提供するとともに、看

護職を対象とする看護研究の倫理に関する研修会を開

催した。（9 月 5 日）

更に、医学倫理研究室を中心として、センター内外

からの協力・連携（外部機関：日本生命倫理学会、徳島

大学病院臨床試験管理センター、東京女子医科大学倫理

委員会、昭和大学研究推進室）の下、早期・探索的臨床

研究拠点の役割として求められる他施設の研究倫理審

査委員会（治験 IRB を含む）の委員、臨床研究者、医薬

品・医療機器開発企業ならびに CRC・倫理委員会事務局

担当者等を対象として、研究倫理教育・研修会を実施（12

月 2 日～3日、1月 18 日）し、全国の医学部・病院・倫
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主な業務実績等 自己評価
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理審査委員会・製薬企業・SMO 等から約 75 名が受講し

た。

また、広く日本の臨床研究者や研究倫理審査委員会の

教育に役立てるための教育ツールである「ORE 研究倫理

ガイド」を、本年度は 2 編（ガイド No.2. 迅速審査か

委員会審査か：「最小限の危険」による篩い分け（6月）、

ガイド No.3. 情報公開で実施可能な観察研究とは：「情

報公開」オプションの利用条件と使い方（11月））発行

して、日本の研究倫理の向上と教育機会・ツールの提供

に努めた。

5．平成 22年度～平成 26年度の主な取組

・公的研究費等の使用に関する行動規範の策定

・治験に関する一般市民啓発キャンペーンを開催

・遺伝子解析研究の実施状況の確認を開始

・ヒトゲノム・遺伝子解析研究ガバナンス委員会を

設置

・治験と治験以外の臨床研究に関する一般市民向け

啓発パンフレットを常時院内に設置

・院内において治験啓発キャンペーンを 1 週間開

催

・センターの市民公開講座において治験啓発ブー

スを設置し、講座に参加した市民への啓発を実

施

・内閣府他とともに科学技術フェスタを主催 来場

者数 5,958 名

・治験と治験以外の臨床研究に関する一般市民向け

啓発パンフレットを常時院内に設置

・第 34 回日本臨床薬理学会学術総会にて、研究倫

理に関するシンポジウムを企画・開催

・徳島大学病院臨床試験管理センターとの共催に

て、「研究における弱者性と正義」に焦点を当

てた外部公開型の研究倫理セミナー開催
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－３
担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

「新成長戦略（基本方針）」において、「ライフ・イノベーションに

よる健康大国戦略」を掲げており、日本発の革新的な医薬品、医療・

介護技術の研究開発を推進すること、産官学が一体となった取組を

推進し新薬等の先端医療技術の研究開発・実用化を促進することを

求められている。その中で、国立高度専門医療研究センターは、個

別化医療の推進のためにバイオバンク事業（採取された組織や臓

器、細胞などを保管・管理すること）を全６センターが連携して行

うことに取り組んでいるため。

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

英語論文数

(ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸ

ﾀｰ 15 以上

の 雑 誌 掲

載)

1

(21 年度)

7 3 9 5 8 予算額（千円） － － － － －

決算額（千円） － － － － －

経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ｓ
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＜評定に至った理由＞

インパクトファクター１５以上の雑誌に掲載された英語論文数の増加、世

界初となる再生型小口径人工血管の開発、血管保護による新しいがん転移

治療法の開発、致死性不整脈患者に関する世界最大規模のデータベースの

作成など循環器疾患の解明と医療推進に貢献する多数の研究成果を挙げ

ており、また、同志社大学、関西大学との包括協定を締結し医工連携・産

学官連携を推進するなど、中長期目標等に照らし特に顕著な成果の創出や

将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。

＜今後の課題＞

引き続きの疾患の実態把握と解明及び診断治療法の研究開発推進を期待

する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）



様式２―２―４－１（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目１－３）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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（3）担当領域の特性を踏まえた戦略的

かつ重点的な研究・開発の推進

これら研究基盤の強化により、詳細

を別紙に示した研究・開発を着実に推

進すること。

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進（別紙）

1．重点的な研究・開発戦略の考え方

循環器病は我が国の三大死因のうち

の二つを占めるに至っており、また、

健康で元気に暮らせる期間（健康寿命）

の延伸に大きな障害になっているの

が、循環器病である。

こうした中、センターは、循環器病

の克服を目指した疫学研究等による日

本人のエビデンスの収集や、高度先駆

的な医療の研究・開発を行い、我が国

の医療水準全体を向上させる役割を期

待されている。

このため、センターは、研究組織の

更なる改善及び企業、大学、学会等と

の連携体制をより充実させるととも

に、基礎研究から橋渡し研究さらに臨

床応用までを包括的かつ統合的に推進

していくことで、循環器病の克服に資

する新たな予防・診断・治療技術の開

発を進めていくこと。

その実施にあたっては、中期計画に

おいて、主な研究成果に係る数値目

標を設定するなど、センターが達成

すべき研究成果の内容とその水準を

明確化及び具体化すること。

（3）担当領域の特性を踏まえた戦略的

かつ重点的な研究・開発の推進

これらの研究基盤の強化により、高

度先駆的医療の開発やその普及に資す

る研究・開発を着実に推進する。

具体的な計画については別紙 1 のと

おり。

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１）

１．重点的な研究・開発戦略の考え方

循環器病は我が国の三大死因のうち

の二つを占めるに至っており、健康寿

命の延伸を大きく阻害している。

その克服のための研究・開発とその臨

床応用・情報発信は、国民の生命予後

の飛躍的改善に資するものであり、優

れた創薬・医療技術の国内外への展開

を図るものである。

このため、研究組織形態の柔軟化、

企業や大学、学会等との連携の一層の

推進を図りつつ、循環器病発症機序の

解明につながる基礎的研究や疫学研究

等による日本人のエビデンスの収集の

推進から、予防医学技術の開発、基礎

医学の成果を活用した橋渡し研究、臨

床に直結した研究・開発等、総合的に

研究を進めていく。

具体的には、循環器疾患の解明と医

療推進に大きく貢献する成果につい

て、年 5 件以上とする。

かかる成果には、1）循環器疾患に係る

重要な物質や遺伝子及びその異常など

の発見、2）医療機器や再生医療におけ

〈定量的指標〉

・英語論文数(ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ15以上の

雑誌掲載)

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・循環器病の本態解明

・循環器病の実態把握

・高度先駆的及び標準的な予防、診断、

治療法の開発の推進

・医薬品及び医療機器の開発の推進

・均てん化に着目した研究

（3）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研

究・開発の推進

別紙 1のとおり

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究・開発

の推進（別紙 1）

（別紙 1）1．循環器疾患の解明と医療推進に大きく貢

献する成果

《英語論文数》

平成 21 年度 1件

平成 22 年度 7件

平成 23 年度 3件

平成 24 年度 9件

平成 25 年度 5件

平成 26 年度 8 件

※インパクトファクター15以上の雑誌に掲載

【平成22年英論文タイトルと雑誌名（IF15以上）】

1）Cilostazol for prevention of secondary

stroke (CSPS 2): an aspirin-controlled,

double-blind, randomised non-inferiority

trial

（LANCET NEUROLOGY）

2）Nongenetic method for purifying stem

cell-derived cardiomyocytes

（NATURE METHODS）

3）AMPK controls the speed of microtubule

polymerization and directional cell

＜評定と根拠＞

評定：Ｓ

今年度のインパクトファクター15 以上の雑誌に掲載さ

れた英語論文数は 8 件であり、前年度を上回り循環器疾

患の解明と医療推進に大きく貢献した。。

また、中期計画期間中に循環器病の本態解明・実態把

握や難治性疾患克服事業にも取り組んできた。

さらに、循環器病統合情報センター及び創薬オミック

ス解析センターを設置するなど、戦略的に研究推進体制

を整備し、同志社大学及び関西大学と包括協定を締結し

て医工連携を推進した。

これらを踏まえて、Ｓと評価する。

・心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)の血管保護作用に

よるがん転移・術後再発抑制効果を肺ガン手術に応用し

全国規模の他施設共同研究(JANP study)を先進医療Ｂ

にて開始した。(平成 27年 6 月)

これは、国家戦略特区における保険外併用療養の特例を

全国で初めて活用した心臓ホルモンによるがん転移抑制

効果についての臨床研究となった。

・同志社大学と教育・研究・医療に関わる交流等を促進

するための包括協定を締結して、医工連携・産学官連携、

共同研究、シンポジウムの共催を通して健康医療のまち

づくりを推進した。(平成 26年 5月)

・関西大学と教育・研究・医療に関わる交流等を促進す

るための包括協定を締結して、シンポジウムを共催した。

(平成 26年 12 月)

平成 27 年度には、連携推進協議会を開催して、医工連携・

産学官連携、健康医療のまちづくりを推進していく。
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る革新的基盤技術の創生数や革新的な

発明件数、３）医薬品、医療機器、診

断・予防法などの TR実施件数・製品化

数などが含まれる。

migration through CLIP-170

phosphorylation

（NATURE CELL BIOLOGY）

4）Heart failure causes cholinergic

transdifferentiation of cardiac

sympathetic nerves via gp130-signaling

cytokines in rodents

（JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION）

5）Ablation of C/EBP Homologous Protein

Attenuates Endoplasmic

Reticulum-Mediated Apoptosis and Cardiac

Dysfunction Induced by Pressure Overload

（CIRCULATION）

6）Sirolimus-Eluting Stent Versus Balloon

Angioplasty for Sirolimus-Eluting Stent

Restenosis: Insights From the j-Cypher

Registry

（CIRCULATION）

7）Development of a Completely Autologous

Valved Conduit With the Sinus of Valsalva

Using In-Body Tissue Architecture

Technology A Pilot Study in Pulmonary

Valve Replacement in a Beagle Model

（CIRCULATION）

【平成23年英論文タイトルと雑誌名（IF15以上）】

1）Genetic variants in novel pathways

influence blood pressure and

cardiovascular disease risk

（NATURE）

2）Meta-analysis of genome-wide association

studies identifies common variants

associated with blood pressure variation

in east Asians

（NATURE GENETICS）

3）TRIC-A Channels in Vascular Smooth Muscle

Contribute to Blood Pressure Maintenance

（CELL METABOLISM）

【平成24年英論文タイトルと雑誌名（IF15以上）】

1）The Natural Course of Unruptured Cerebral

Aneurysms in a Japanese Cohort

（NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE）

2）Meta-analysis identifies common variants

associated with body mass index in east
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主な業務実績等 自己評価
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Asians

（NATURE GENETICS）

3）The sphingosine-1-phosphate transporter

Spns2 expressed on endothelial cells

regulates lymphocyte trafficking in mice

（JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION）

4）Very Late Stent Thrombosis and Late Target

Lesion Revascularization After

Sirolimus-Eluting Stent Implantation

Five-Year Outcome of the j-Cypher

Registry

（CIRCULATION）

5）Mutations in Cytoplasmic Loops of the KCNQ1

Channel and the Risk of Life-Threatening

Events Implications for

Mutation-Specific Response to

beta-Blocker Therapy in Type 1 Long-QT

Syndrome

（CIRCULATION）

6）Regulatory Role of Dendritic Cells in

Postinfarction Healing and Left

Ventricular Remodeling

（CIRCULATION）

7）Prognostic Values of Clockwise and

Counterclockwise Rotation for

Cardiovascular Mortality in Japanese

Subjects A 24-Year Follow-Up of the

National Integrated Project for

Prospective Observation of

Noncommunicable Disease and Its Trends in

the Aged, 1980-2004 (NIPPON DATA80)

（CIRCULATION）

8）Nationwide Improvements in Survival From

Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Japan

（CIRCULATION）

9）Chest Compression-Only Cardiopulmonary

Resuscitation for Out-of-Hospital

Cardiac Arrest With Public-Access

Defibrillation A Nationwide Cohort Study

（CIRCULATION）

【平成25年英論文タイトルと雑誌名（IF15以上）】

1）Common variants at SCN5A-SCN10A and HEY2

are associated with Brugada syndrome,
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a rare disease with high risk of sudd

en cardiac deathl (NATURE GENETICS)

2)AMPD2 Regulates GTP Synthesis and Is Muta

ted in a Potentially Treatable Neurodege

nerative Brainstem Disorder（CELL)

3)The Satb1 Protein Directs Hematopoietic S

tem Cell Differentiation toward Lymphoid

Lineages （Immunity)

4)Auto-adaptive ER-associated degradation d

efines a pre-emptive unfolded protein res

ponse pathway （Mol Cell)

5)Vascular endothelial adrenomedullin-RAMP2

system is essential for vascular integrity

and organ homeostasis （Circulation）

【平成26年英論文タイトルと雑誌名（IF15以上）】

1）Effect of treatment delay, age, and stro

ke severity on the effects of intraveno

us thrombolysis with alteplase for acut

e ischaemic stroke: a meta-analysis of

individual patient data from

randomised trials.（LANCET）

2）Global, regional, and national levels an

d causes of maternal mortality during 1

990-2013: a systematic analysis for the

Global Burden of Disease Study 2013.

（LANCET）

3）Global, regional, and national levels of

neonatal, infant, and under-5 mortality d

uring 1990-2013: a systematic analysis fo

r the Global Burden of Disease Study 2013

（LANCET）

4）Global, regional, and national prevalenc

e of overweight and obesity in children a

nd adults during 1980-2013: a systematic

analysis for the Global Burden of Disease

Study 2013.（LANCET）

5）Global, regional, and national incidence
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２．具体的方針

（1）疾病に着目した研究

①循環器病の本態解明

科学技術のイノベーションを常に取

り入れ、分子・細胞から個体に至る

ものまでを研究対象にすることによ

２．具体的方針

（１）疾病に着目した研究

① 循環器病の本態解明

循環器制御に関与する多彩な生体内の

生理活性ペプチドやタンパク質等につ

and mortality for HIV, tuberculosis, and

malaria during 1990-2013: a systematic

analysis for the Global Burden of Disease

Study 2013.（LANCET）

6）Region-Specific Activation of CRTC1-CREB

Signaling Mediates Long-Term Fear Memory.

（NEURON）

7）Electrocardiographic Parameters and Fata

l Arrhythmic Events in Patients With Br

ugada Syndrome.

（JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARD

IOLOGY）

8）High-Intensity Signals in Coronary Plaqu

es on Noncontrast T1- Weighted Magnetic

Resonance Imaging as a Novel Determina

nt of Coronary Events .

（JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF

CARDIOLOGY ）

【平成26年英論文タイトルと雑誌名（その他大きく貢

献する成果）】

1）Acute Rupture of Chordae Tendineae of the

Mitral Valve in Infants A Nationwide Survey

in Japan Exploring a New Syndrome.

（CIRCULATION）

2) S1P-Yap1 Signaling Regulates Endoderm

Formation Required for Cardiac Precursor

Cell Migration in Zebrafish.

(DEVELOPMENTAL CELL)

3）Factors associated with unfavorable out

come in minor ischemic stroke.(NEUROLOGY)

（別紙 1）2．その他の研究・開発

（1）疾病に着目した研究

①循環器病の本態解明

1．新規物質の探索・機能解明
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り、循環器病の疾病メカニズムを解

明し、予防・診断・治療への応用の

糸口となる研究を推進する。

いて、新規物質の同定、生理作用や作

用機序、病態生理機能の解明等に向け、

生化学、分子生物学、薬理学、ペプチ

ド化学、細胞生物学、タンパク質工学、

発生工学等の手法を用いた研究を推進

する。

先天性のみならず、循環器病の発症に

は、患者個人の遺伝子変異・遺伝子多

型が広く関与することから、循環器を

構成する組織・細胞等の病態解析を遺

伝子・ゲノムの側面からも行い、新し

い診断法、治療法につながる病因遺伝

子、疾患感受性遺伝子の探索のための

研究を推進する。

1）心房の心筋間質に放出されるアセチルコリン量を

計測できるシステムを構築（平成 22 年度）

このシステムを用い、グレリンの脳室内投与が

心臓副交感神経活動を増大し、心筋のアセチルコ

リン放出を促進することを明らかにした。

ラット心筋梗塞モデルにおいて、グレリンの皮

下投与が心臓交感神経増大を抑制し、同時に不整

脈死を減少させることを明らかにしており、これ

らの成果から、グレリンの心筋梗塞に対する抗不

整脈作用並びに心筋保護作用が期待できると考

えている。

2）子どもの心臓拍動を調節する 新しいタンパク質

の発見（平成 23 年度）

分子生理部は、子どもの心臓拍動を調節する新

しいタンパク質を発見した。

将来、小児循環器疾患の診断・治療に役立つこと

が期待される。

また、この遺伝子は心筋の収縮や弛緩に関係す

るため、心肥大・心不全の診断・治療への効果も

期待される。

この成果は 7 月 8 日アメリカ心臓協会学会誌

Circulation Research 電子版に掲載された。

3）既知因子の新たな機能解明（平成 23年度）

生化学部は、既知因子の新たな機能解明とし

て、ナトリウム利尿ペプチドを介する情報伝達系

が血管恒常性の維持やエネルギー代謝調節にお

いても重要な役割を明らかにした。

また、急性心筋梗塞モデル動物において、グレ

リンの急性期投与による交感神経活性抑制作用

が致死的不整脈を抑制し、生存率を有意に改善す

ることを示し、グレリンの新たな機序による急性

心筋梗塞治療薬としての可能性を示した。

さらに、骨形成に関わるタンパク質性因子

BMP-3b（Bone Morpho genetic Protein-3ｂ）
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が脂肪細胞にも高発現しており、脂肪細胞分化抑

制作用を有していること、過剰発現マウスでは高

脂肪食耐性であることを明らかにした。

4）AMP-IBP5 を産生することを発見（平成 23 年度）

分子薬理部は、開発してきたペプチドーム解析

法を用いて、インスリン様成長因子結合タンパク

質 5 がペプチドに変換され、強力な抗菌活性を示

す AMP-IBP5 を産生することを明らかにした。

5）局所脳虚血に対して保護的に働くタンパク質 2 種

を確認（平成 23 年度）

分子病態部は、マウスを用いて局所脳虚血に対

して保護的に働くタンパク質 2 種を確認した。

また、一つは糖負荷時の血中グルコース濃度を

調節する機能にも関与していた。

6）VGF 由来ペプチド、NERP-2、NERP-3 の新しい作用

の発見（平成 24 年度）

分子薬理部は、質量分析を駆使するペプチドー

ム解析から得られた情報を基盤として新しい生

理活性ペプチド NERP-3 を発見し、産業医大との

共同でこのペプチドが視床下部-下垂体後葉系に

局在し、バソプレシン分泌を促進することを明ら

かにした。

また、NERP-2 がグルコースで誘導されるイン

スリン分泌を促進することを、宮崎大学医学部と

の共同研究で明らかにした。

7）VGF タンパク質由来のアミド化ペプチド、

VGF[554-577]-NH2の発見（平成 24年度）

分子薬理部では、細胞が分泌するペプチド総体

の解析（ペプチドーム解析）方法の高効率化、高

感度化を試料調製、解析技術の両面から推進し、

最新の質量分析技術である電子転移開裂法を活

用して、神経・内分泌系組織に発現する VGF タン
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パク質から抗菌活性を示すペプチド VGF

[554-577]-NH2 が産生されることを明らかにし

た。(Mol Cell Proteomics 12: 700-709, 2013)

8）心疾患増悪に関わるイオン輸送体の制御機構の解

明（平成 25 年度）

分子生理部では、虚血性心疾患や心肥大・心不

全発症に ATP やホルモンによる心筋イオン輸送

体 NHE1 の活性制御が関与することを見出してい

る。

今年度は新たに NHE1 が ATP 結合蛋白質であり

（FEBS. J. 2013）、ATP の結合・解離と関連して

ホルモンによる活性化が起こることを明らかに

した。（Mol. Pharmacol. 2014）

これらの成果を ISHR 国際会議（サンディエゴ）

のシンポジウムで発表し、また最近の成果をまと

めた総説をジャーナル（J. Mol. Cell. Cardiol.

2013）に発表した。

9）子供の心機能調節蛋白質 NCS-1 の新たな展開

（平成 25年度）

分子生理部では、子供の心機能調節や心肥大の

成因に重要な NCS-1 の研究を推進している。

心筋保護因子としての NCS-1 の役割にも着目し、

成果を ISHR 国際会議（サンディエゴ）で発表し

た。

また、NCS-1 は肥満や空間記憶にも関わること

が推察され、内藤記念科学奨励金「タイトル：Ca2+

シグナル調節因子 NCS-1 を介した肥満制御機構

の解明」等の資金を投入し、分子病態部、心臓生

理機能部との共同研究を推進した。

10）新規制御因子探索のための活性検出系の構築

（平成 25年度）

新たな循環調節因子や循環器疾患の基盤とな

るエネルギー代謝制御に関与する新規因子の探
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索に、細胞のインピーダンス変化を指標とする新

しい活性検出系を導入した結果、新たな活性物質

候補を同定した。

これらは従来の検出系では検出できず、本アッセ

イ系が今後の新規因子探索に有用なツールにな

ると考えている。

11）心臓の形成と再生に必須な分泌因子を新たに同定

（平成 25年度）

心臓の形成と再生に必須な分泌因子を、新たに

同定した。

この分子を過剰発現すると心筋細胞数の増加を認

め、さらに心筋梗塞モデルで持続静脈投与により

心筋梗塞巣の縮小を認めたことから、心筋細胞増

殖作用を確認することができた。

今後、ヒト臨床試験に向けた大動物での効果の検

討へと展開準備中である。

12）Fontan 手術後患者の長期予後に関する多角的研究

（平成 26年度）

小児循環器部では、単心室疾患に対して Fonan 手術

を行った症例約 500 以上について、運動耐容能の異

常 に つ い て （ Congenit Heart Dis.

2015;10:105-16.）、血液凝固能の異常について（Eur

J Cardiothorac Surg. 2015;47:511-9）の詳細な研

究を世界に先駆けて行い、情報を発信している。

13）血管制御による新しいがん治療法の開発

（平成 26年度）

寒川研究所長が発見した心臓から分泌されるホ

ルモンである心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)

に関して、肺癌周術期ANP投与による術後再発抑制

効果を示し、その機序としてANPが血管内皮細胞に

作用して、細胞接着分子E-selectinの抑制的制御に

よって癌転移予防効果を発揮することを明らかに

した。

（PNAS, 112: 4086-4091,2015）

本研究に基づき、日本全国規模での多施設共同無作
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為化比較試験(JANP study)を計画し、平成27年度よ

り開始予定である。

さらに、抗がん剤とANPの併用を念頭に入れて、抗

がん剤の副作用に対するANPの抑制的効果、並びに

抗がん剤とANP併用による抗腫瘍効果についても検

討を行っている。

14）核磁気共鳴装置(MRI)T１強調非造影画像法にて検

出される高輝度プラーク(high intensity plaque;

HIP)がバイオマーカーとして予後予測因子であるこ

とを証明した 。（平成 26年度）

15）血管性認知症の新しいモデル動物を開発

脳循環不全を誘導するマウスのモデルとして平成1

6年に開発された両側総頸動脈狭窄モデル（通称，B

CASモデル）が国内外で広く使われている。

このBCASモデルは両側の総頸動脈に微小なコイル

を装着することで作成され、白質が粗になる粗鬆化

は見られるが脳梗塞までは起こらないため、ヒトで

多くみられる白質の梗塞を対象とした治療薬の評

価には用いることが出来なかった。

しかし今回開発された「左側狭窄，右側緩徐閉塞モデ

ル」（asymmetric common carotid artery surgery モ

デル；ACAS モデル）では、左側の総頸動脈を微小コ

イルで狭窄させ右側の総頸動脈をアメロイドコンス

トリクターと呼ばれる緩徐に動脈を狭窄させ最終的

に閉塞させるデバイスを用いて、脳の循環をゆっくり

と低下させ、白質に脳梗塞を誘導することに初めて成

功した。（J Neurosci 2015）

2．循環器疾患素因遺伝子の解明

1）静脈血栓塞栓症発症の遺伝的背景を探索

（平成 22年度）

静脈血栓塞栓症発症の遺伝的背景を探索し、日

本人に多いプロテインS K196E変異が発症リスク

になることを明らかにした。

また、抗原も活性も低下するアンチトロンビン
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欠損症 I 型が極めて強いリスクになることを明

らかにした。

2）妊産婦の静脈血栓症の遺伝子研究

（平成 23年度）

分子病態部は、妊産婦の静脈血栓症の遺伝子研

究から、遺伝性の血栓性素因を持つ妊婦は妊娠初

期および中期に静脈血栓症が見られやすいこと

を明らかにした。

特に、Protein S 遺伝子変異は、血栓性素因の

80％を占め、妊産婦の静脈血栓症の重要な遺伝子

変異であることが明らかとなった。

3）国際高血圧コンソーシアムによるメータ解析に参

画（平成 23 年度）

国際高血圧コンソーシアムによるメータ解析

に参画し（対象約 25 万人）、高血圧素因遺伝子

30 種類の同定に寄与した。

東アジア人を対象とするメータ解析に参画し

（対象約 5 万人）、東アジア人に特徴的な高血圧

素因遺伝子を同定した。（Nature Genetics

2011-43）

4）若年性大動脈疾患、肺動脈疾患、出血性毛細血管

拡張症などの原因遺伝子の探索（平成 23 年度）

分子生物学部は、動脈疾患の病因を明らかにす

べく、ゲノム遺伝子解析を推進し、病院と連携体

制のもと、若年性大動脈疾患、肺動脈疾患、出血

性毛細血管拡張症などの原因遺伝子の探索を推

進した。

平成 23 年度は疾患発症に遺伝要因が考えられ

る 300 例以上の症例について、遺伝子変異解析を

候補遺伝子法を用いて実施し、新規遺伝子変異を

多数明らかにした。

また、疾患病態が必ずしも同一でない動脈疾患

血管疾患の原因として明らかになった遺伝子に
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は、TGFβシグナル伝達系において重要な機能を

果たす遺伝子が多く含まれ、動脈（血管）の病態

と TGFβシグナルとの密接なつながりを明らか

にすることができた。

この成果は今後の血管疾患の診断、新しい治療法

の開発の基盤として極めて重要な知見となる。

5）遺伝性動脈疾患に関する病因解明と診断治療法の

開発の推進（平成 24 年度）

血管外科と分子生物学部・臨床遺伝科との密な

連携をコアに血管科、小児循環器科、周産期科、

放射線科、臨床検査部との連携により、平成 22

年度に開設した結合織病外来を発展させ、平成

24 年度は新規 114 例を含む 222 例の外来管理を

行い、院内で 89 例について遺伝子解析を実施し

て遺伝子変異の同定により診断確定ならびに最

適な治療方針に資する情報を提供した他、現在未

分類の疾患について新規原因遺伝子を同定し、そ

の新規診断・新規治療法への開発・新規疾患概念

の確立に向けた活動を行った。

6）P2X7 遺伝子の高血圧・腎障害での役割を解明

（平成 24年度）

Dahl 食塩感受性高血圧ラットへの食塩負荷に

よって、腎臓 P2X7mRNA および蛋白質発現が上昇

し、P2X7 受容体遮断薬の投与によって、血圧上

昇、腎機能障害、腎臓線維化・炎症細胞浸潤が抑

制した。

また、DOCA-食塩負荷 P2X7 欠損マウスでは、腎

臓間質の線維化・細胞浸潤の程度が低いことが分

かった。

これらから、P2X7 は高血圧・炎症性腎疾患に関

与し、治療標的となり得ることが示唆された。

（Hypertens Res 35:173-179, 2012, Am J Ph

ysiol Renal Physiol 308: F1207-1215, 201 2）
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7）肥満に関与する素因遺伝子の同定

（平成 24年度）

東アジア（日本・中国・韓国・台湾・シンガポ

ール・マレーシア・中国系アメリカ人）を対象と

した BMI メータ解析を行い、既に白人で証明され

ている素因遺伝子 9種類の再確認と、東アジア人

に特異的な素因遺伝子 4 種類を同定した。(Nat

Genet2012;44:307-311)

8）蛋白質脱リン酸化酵素カルシニュリンが遺伝子発

現を亢進する仕組を発見（平成 24年度）

分子生理部は、病的心肥大に関わる重要分子で

ある蛋白質脱リン酸化酵素カルシニュリンが心

臓形質膜のイオン輸送体によって活性化され遺

伝子発現を亢進する仕組みを明らかにした。

（Mol. Cell. Biol., 2012, 8 月）

9）遺伝性動脈疾患に関する病因解明と診断治療法の

開発の推進 （平成 25 年度）

血管外科と分子生物学部・臨床遺伝科との密な

連携をコアに、血管科、小児循環器科、周産期科、

放射線科、臨床検査部との連携も行い、平成 22

年度に開設した結合織病外来を発展させ、平成

25 年度は新規 107 例を含む 264 例の外来管理を

行い、院内で 103 例について遺伝子解析を実施し

て遺伝子変異の同定により診断確定ならびに最

適な治療方針に資する情報を提供した。さらに、

現在未分類の疾患について新規原因遺伝子を同

定、原因候補遺伝子の絞り込みを行い、その新規

診断・新規治療法への開発・新規疾患概念の確立

に向けた活動を行った。

10）新たな虚血性心筋症モデルとして遺伝子改変マウ

ス（SR-BI KO/ApoeR61h/h）を開発（平成 25 年度）

従来の心筋梗塞モデルマウスは、左冠動脈前下

行枝の結紮で作製されてきたが、高度なテクニッ
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クが必要であるだけでなく、動脈に並走する静脈

や神経も同時に結紮してしまうという欠点があっ

た。

本研究では、高脂肪食を 7－10 日間食べさせる

と冠動脈の動脈硬化性病変で心筋梗塞を自然発症

し、その後、心臓のリモデリング（線維化）が慢

性的に進行して虚血性心筋症モデルとなる遺伝子

改変マウス（SR-BI KO/ApoeR61h/h）を開発した。

より臨床病態に近いモデルとして、虚血性心筋症

の病態解明と治療法開発に役立つものと期待さ

れる。（PLos One, 2013 Aug 12;8(8):e70755）

11）BMP-3b の抗肥満作用（平成 25年度）

骨形成調節因子 BMP-3b（Bone morphogenetic

protein-3b）が、脂肪細胞分化抑制作用を有し、

BMP-3b 過剰発現マウスでは、高脂肪食負荷にて

野生型と比し、脂肪組織量減少を伴う抗肥満作用

を示し、その要因としてエネルギー消費量や活動

量が増加していることを明らかにした。

12）慢性低酸素性肺高血圧症の発生と進展に関わる新

たな因子を発見（平成 25年度）

酸化LDLの受容体であるLOX-1を過剰発現させ

た遺伝子改変マウスを用いて、LOX-１由来の活性

酸素が慢性低酸素性肺高血圧症の発生と進展に

かかわる可能性を見出した。

（Am J Physiol Heart Circ Physiol 305(2):

H155-H162, 2013）

13）血管性認知症の新しいモデル動物を開発

（平成 26年度）

脳循環不全を誘導するマウスのモデルとして

平成16年に開発された両側総頸動脈狭窄モデル

（通称，BCASモデル）が国内外で広く使われて

いる。

このBCASモデルは両側の総頸動脈に微小なコイ

ルを装着することで作成され、白質が粗になる粗

鬆化は見られるが脳梗塞までは起こらないため、
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ヒトで多くみられる白質の梗塞を対象とした治

療薬の評価には用いることが出来なかった。

しかし今回開発された「左側狭窄，右側緩徐閉塞モ

デル」（asymmetric common carotid artery surgery

モデル；ACAS モデル）では、左側の総頸動脈を微

小コイルで狭窄させ右側の総頸動脈をアメロイド

コンストリクターと呼ばれる緩徐に動脈を狭窄さ

せ最終的に閉塞させるデバイスを用いて、脳の循環

をゆっくりと低下させ白質に脳梗塞を誘導するこ

とに初めて成功した。

（J Neurosci 2015）

3．循環器制御に関する研究

1）陰性荷電を帯びた LDL が血液中で増加し、血小板

の活性化と凝集を LOX-1 依存的に促進することを

解明（平成 25年度）

血管生理学部では、心筋梗塞に伴って、LOX-1

リガンドとなる陰性荷電を帯びた LDL が血液中

で増加し、それが血小板の活性化と凝集を LOX-1

依存的に促進することを明らかにした。

この成果を応用して、心筋梗塞の新しい診断法や

病的血栓の予防法の開発が期待される。

(Blood 122:3632-3641, 2013)

2）初期の糖尿病心筋症モデルラットの心室心筋細胞

の収縮タンパク質のクロスブリッジ動態をナノレ

ベルで解析（平成 25 年度）

独自に開発した拍動心臓への放射光 X 線回折

法の応用技術を用いて、心臓リモデリング（線維

化）や冠循動脈硬化を伴わない初期の糖尿病心筋

症モデルラットの心室心筋細胞の収縮タンパク

質のクロスブリッジ動態をナノレベルで解析し

た。

その結果、ミオシン頭部のアクチンへの結合数

が拡張期を中心に有意に減少していることが心

臓拡張能不全と関連していることを見出した。
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この減少は、心筋の Rho キナーゼ活性の亢進に

よって機能的に引き起こされていることも分か

った。（Biophys J. 104(5): 1065-1072, 2013）

他方、同モデルの冠血管機能障害を放射光冠微小

血管造影を用いた冠循環可視化法で調べた結果、

糖尿病のごく初期の病態として、血管平滑筋 Rho

キナーゼ活性増大に起因する血管収縮機能亢進

が冠血管の分岐部に局在して発生することを見

出した。

（Cardiovasc Diabetol 2013 Aug 1;12:111）

以上の成果は、糖尿病に起因する心筋症及び冠循

環障害の病態解明と早期治療に役立つものと考

えられる。

3）心臓マイクロダイアリシス法を用いたマウス心臓

副交感神経活動の解析（平成 25 年度）

マウスに心臓マイクロダイアリシス法を用い

ることにより、左心室筋を支配する節後心臓迷走

神経終末からのアセチルコリン分泌をモニター

することを初めて可能にした。

今後、この技術の遺伝子改変マウス心臓への応

用により、心臓迷走神経の心筋リモデリング抑

制・心臓保護作用に関する分子病態の解明が進

み、新たな心臓病の治療法開発にも繋がるものと

期待される。(Auton Neurosci 176: 91-94, 2013)

4）求心性交感神経活動による心臓アセチルコリン分

泌応答の制御の解明（平成 25年度）

星状神経節を介した求心性交感神経の興奮は、

中枢のα2 receptor を介した心臓迷走神経終末

からのアセチルコリン分泌応答を抑制すること

を麻酔下ラットで明らかにした。

心筋梗塞の治療に役立つ成果と考えられる。

(Acta Physiol 209, 55-61, 2013)

5）血中 Mg2+による副腎髄質の神経伝達機構の制御に
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関する研究（平成 25 年度）

Mg2+静脈内投与は、副腎髄質において節前の副

腎交感神経終末と節後の副腎髄質クロマフィン

細胞の両部位に作用し、節前のアセチルコリン分

泌と節後のカテコラミン分泌の両方を抑制する

が、L-type Ca2+ channel により制御されてい

るカテコラミン分泌は、non L-type Ca2+ channel

により制御されているアセチルコリン分泌より

Mg2+の影響を受けやすいことを麻酔下ラットで

明らかにした。(Auton Neurosci 177, 123-128,

2013)

6）脂肪肝の新しいモデル動物を開発

（平成 25年度）

脂肪肝の新しいモデル動物を開発した。

Pex11a というペルオキシソームの生成に関与す

る遺伝子をノックアウトすることで、肝細胞に存

在する機能性ペルオキシソームの数が減り、脂肪

酸代謝が低下、脂肪肝となることが判明した。従

来、脂肪酸代謝の中心はミトコンドリアによりベ

ータ酸化と考えられてきたが、ペルオキシソーム

での脂肪酸代謝の占める割合が従来考えられてき

た以上に重要であることを示唆した。

7）Ca2+透過チャネル TRPV2 の形質膜発現抑制による拡

張型心筋症の改善効果（平成 25 年度）

分子生理部は、拡張型心筋症が増悪する原因と

して細胞内 Ca2+濃度の持続的な増加があり、それ

を起こす有力な蛋白質として Ca2+透過チャネル

TRPV2 に着目している。

筋変性を起こした心筋では TRPV2 の形質膜発

現が亢進するが、蛋白質の一部（N末端ドメイン）

を発現すると抑制されることを見出した。

トランスジェニックマウスを作製して拡張型

心筋症マウスに N 末端ドメインを導入すると症

状の著明な改善が見られ、TRPV2 が有力な創薬標
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的であることが確認された。

本研究はジャーナルの Editorial によって取

り上げられ、表紙を飾った。

（Cardiovas.Res. 2013）

8）睡眠時無呼吸症候群（SAS）における心不全発生メ

カニズムの解析（平成 25年度）

睡眠時無呼吸症候群（SAS）における心不全発

生のメカニズムを明らかにするため、SAS のモデ

ルである間歇性低酸素負荷ラットの心収縮機能

維持におけるオートファジーの役割を調べた。

その結果、オートファジーを抑制すると、心筋

壊死を伴う心収縮能の低下が起こることが分か

った。

SAS での心臓オートファジー破綻が心不全発

生に関与する可能性が示唆された。

（Biochim Biophys Acta 1832(8): 1159-1166,

2013.）

9）心不全期にある食塩感受性 Dahl ラットの肺微小循

環を放射光肺血管造影法で可視化

（平成 25年度）

左心不全に伴う二次的肺高血圧症の発症機序

を明らかにする目的で、心不全期にある食塩感受

性 Dahl ラットの肺微小循環を放射光肺血管造影

法で可視化した。

その結果、慢性低酸素負荷やモノクロタリンに

よる肺原発性の肺高血圧症の場合と比べ、より微

小な肺細動脈（100μm 径レベル）においてエン

ドセリン１に対する異常な応答亢進が見出され

た。（J Synchrotron Radiat 20(Pt3): 441-448,

2013）

10）麻酔下ラットに放射光脳微小循環造影法を用い

て拍動流と定常流で灌流した脳微小循環を可視化

（平成 25年度）
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大動脈弓部の動脈瘤の手術では、腕頭動脈と総

頸動脈は一時的に閉鎖され、脳血流は人工循環で

保たれるが、定常流と拍動流で脳循環維持に差が

あるかどうかについて基礎的データはない。麻酔

下ラットに放射光脳微小循環造影法を用いて脳

微小循環を可視化した結果、拍動流の方が血管

径、血管数、脳還流領域のすべてにおいて優れて

いた。

その原因の一つとして拍動流による NO 産生増大

が示唆された。（ASAIO J 59(4): 374-379, 2013）

11）体外循環における合併症抑制に関する研究

（平成 25年度）

体外循環は心臓手術及び心肺補助には欠かせ

ない方法となっているが、体外循環時に起こる炎

症反応は様々な合併症の根源とされており、抑制

することが望まれる。本研究では、体外循環シス

テムへ負荷する酸素ガス濃度を必要以上に上げ

ないことが体外循環時の炎症反応、臓器障害の抑

制に極めて重要であることをラット体外循環モ

デルを用いて明らかにした。臨床現場への警鐘と

なる研究結果である。

（Artif Organs 37(12):1034 -1040, 2013）

12）食欲と脂肪蓄積の制御と破綻の分子基盤の解明

（平成 25年度）

寒川研究所長は、文科省科学研究費補助金新学

術領域「食欲と脂肪蓄積の制御と破綻の分子基盤

の解明」の領域代表者として、循環器疾患の基盤

となる肥満及びエネルギー代謝調節機構につい

て、当センターの生化学部や糖尿病・代謝内科部

門に加えて、国内 10 研究施設の計画研究及び平

成25年度に新たに採択した28研究施設の公募研

究を統括し、研究を推進した。

13）脂肪蓄積制御に関するグアニリン/GC-C シグナル
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②循環器病の実態把握

我が国の循環器病の罹患、転帰その

他の状況等の実態及びその推移の把

握、疫学研究による循環器病のリス

ク・予防要因の究明等、循環器病の実

② 循環器病の実態把握

ア 実態把握のための社会的基盤の整

備

循環器病の登録を進めるために必要な

社会的基盤の整備に必要な要件を解明

の役割（平成 25 年度）

高脂肪食に対して肥満耐性を有するラットの

解析の結果、マクロファージにおけるグアニリン

/GC-C シグナルが、脂肪細胞における脂肪蓄積制

御に関与していることを宮崎大学との共同研究

で明らかにした。

14）血小板活性化に関する研究（平成 25 年度）

分子病態部では、血小板インテグリンの活性化

に関わる因子として Integrin linked kinase を

同定してきたが、Integrin linked kinase は

Parvin と PINCH との 3 者複合体を形成して機能

することを明らかにした。

15）脳保護に関する研究（平成 25年度）

分子病態部疾患分子研究室では、すでにⅡ型

糖尿病治療薬として用いられているDPP-4阻害

剤の予防的内服が脳保護効果を有し、虚血性脳

卒中後の脳梗塞への進展を抑制することを実

験的に明らかにした。

16）糖尿病治療薬 DPP4 阻害薬の心筋虚血改善効果の

検討

DPP4 阻害薬は糖尿病治療薬であるが、その薬剤

にアデノシン依存性心筋梗塞サイズ縮小効果が存

在することを、文部科学省科学研究費を用いて、

世界に先駆けて明らかにした。

現在この薬剤にいかなる心筋保護効果があるの

かについて医師主導型臨床研究で解明している

ところである。

②循環器病の実態把握

ア 実態把握のための社会的基盤の整備

1．多施設共同での一過性脳虚血発作患者データベース

の作成（平成 22 年度）

脳血管内科部門の入院患者データベースを統一
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態把握に資する研究を推進する。 する。

そのために疫学研究を通じて、循環器

疾患の登録を行い、循環器疾患の罹患、

転帰などの実態とその推移を把握する

ために必要な実施体制と連携体制につ

いて検討を行う。また循環器医療の地

域間格差の把握と分析に関する研究等

の解析を行う。

し、長期予後追跡に耐え得る内容に改変した。

多施設共同での一過性脳虚血発作患者データベー

スや tPA 静注療法治療患者データベース（SAM

URAI rt-PA Registry）の作成を、中央施設として

担当した。

また、急性期脳卒中の全件登録と 3ヶ月および 1

年後予後調査を開始した。

2．脳血管部門内科急性期脳卒中患者データベースを整

備（平成 23 年度）

脳血管部門内科急性期脳卒中患者データベース

を整備し、年間 1,000 例弱の症例データベースをコ

ンスタントに登録した。

同じく脳血管部門内科 rt-PA 静注療法（血栓溶解

療法）脳梗塞患者データベースを整備し、通算 300

例強の症例データベースを登録した。

この情報に基づいた単一施設研究、及び多施設登録

データベースと連結した臨床研究を行っている。

3．重症成人先天性心疾患(ACHD)患者の院内のデータベ

ース作成（平成 23年度）

予防健診部は、重症成人先天性心疾患(ACHD)患者

の院内のデータベース作成と前向きの QOL 調査を

開始した。

今後、全国的な重症 ACHD 患者の医療状況とそれ

ら患者の予後把握と、生活の質（QOL）の改善も含

めた ACHD 患者の医療向上を目的とした将来の臨

床研究を可能とする基盤となる全国規模の重症

ACHD 患者の登録システムの構築を目指す。

4．急性心筋梗塞の実態調査と研究（平成23年度）

平成23年度循環器病研究開発費(23-4-5)にお

いて、倫理委員会の承諾を得て全国30以上の施設

と協力し、本邦における急性心筋梗塞の実態調査

を行った。

さらに症例登録システムを開発し、日本循環器学

会の後援を得て多施設共同登録調査に着手した。

また、急性心筋梗塞発症からの時間遅延に関す
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る多施設共同研究（27施設共同）を行い、心筋梗

塞の病院到着に男女差があること（女性は2時間

遅い）を明らかにした。

消防庁のウツタイン統計から約 19 万 6 千件の心

臓由来の心停止を解析した、冬場（10 月から４月

頃にかけて）心筋梗塞の最重症型である心停止の発

生が多いことを明らかにした。

5．脳神経血管内治療に関する登録研究を開始

（平成 24年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、循環器病研究開

発費 24-4-3 「脳血管内治療の実態把握のための

システム開発に関する研究」（主任研究者:飯原弘

二、分担班代表:坂井信幸）の中で、日本脳神経血

管内治療学会と協力の上、「日本国内の脳神経血管

内治療に関する登録研究（Japanese Registry of

Neuroendovascular Therapy ;JR-NET3)を開始し、

日本脳神経血管内治療学会員に対して、各医師（各

施設）の行った治療内容を web 登録するシステムを

構築した。

また、上記「包括的脳卒中センターの整備に向け

た脳卒中の救急医療に関する研究」で用いている

DPC 情報、電子レセプト情報を用いた調査との突合

により、本邦の脳血管内治療の実態把握のための基

盤整備に着手した。

6．先天性 LQTS で 1,000 例を超える世界的にも最大規模

のデータベースを作成（平成 24 年度）

心臓血管内科は、平成18年以来、厚生労働科学

研究費補助金によるオールジャパン体制の日本

国内多施設登録により、先天性QT延長症候群

(LQTS)をはじめとする致死性不整脈患者の遺伝

情報と臨床情報を含むデータベースを蓄積した。

特に先天性LQTSでは、1,000例を超える世界的

にも最大規模のデータベースを作成し、国内外の

多施設共同研究により遺伝子型あるいは遺伝子

変異部位別のリスク階層化および特異的治療法

の可能性について報告した。
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7．脳卒中データバンクの運営を当センターへ移管準備

（平成 25年度）

現在日本脳卒中協会が管理運営している国内

多施設（約 200 施設）における脳卒中患者登録であ

る 脳 卒 中 デ ー タ バ ン ク

（http://cvddb.med.shimane-u.ac.jp/cvddb/）の

運営を当センターに移管すべく、準備中である。

移管後は、より多施設で登録可能なデータベースの

改変ないし新設を計画しており、国内での悉皆性の

高い脳卒中患者登録を目指す。

8. 電子レセプト情報を用いた脳卒中疫学調査

（平成 25年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、厚生労働省科

学研究費「脳卒中急性期医療の地域格差の可視化

と縮小に関する研究」（H25-心筋-一般-002）（研究

代表者：飯原弘二）及び科学研究費助成事業（学術

研究助成基金助成金（基盤研究 B））「DPC 情報を用

いた脳卒中大規模データベースによるベンチマー

キングに関する研究」(25293314)(研究代表者：飯

原弘二)の中で、厚生労働省医政局指導課、総務省

消防庁救急企画室と連携し、脳卒中診療施設調査、

脳卒中診療医の勤務状況と疲労度調査、DPC 情報、

電子レセプト情報を用いた脳卒中疫学調査を行っ

た。

都市圏分類間で包括的脳卒中センターの推奨要件

の充足度に差異があり、推奨要件を多く満たして

いる施設ほど脳卒中患者の死亡率が低いことを明

らかにした。

また、脳卒中診療医の労働時間の増加、睡眠時間

の減少などが燃え尽き症候群に有意に関係するこ

と、等の知見を得、国内外の主要学会（日本脳卒

中学会、日本脳神経外科学会、International

Stroke Conference など）で発表行った。

9. 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究を開
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始（平成 25 年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、循環器病研究

開発費 24-4-3 「脳血管内治療の実態把握のた

めのシステム開発に関する研究」{主任研究者：飯

原弘二（平成 25 年 10 月まで）、佐藤徹（平成 25

年 10 月から）、分担班代表：坂井信幸}の中で、日

本脳神経血管内治療学会との協力の下、「日本国内

の脳神経血管内治療に関する登録研究（Japanese

Registry of Neuroendovascular Therapy

;JR-NET3)を開始し、日本脳神経血管内治療学会員

に対して、各医師（各施設）の行った治療内容を

web 登録するシステムを構築した。現在までに約１

万例の登録を得ている。

また、患者 DPC 情報、電子レセプト情報を用いた

調査との突合により、本邦の脳血管内治療の実態把

握のためのデータ収集を引き続き行っている。

10. ヘパリン起因性血小板減少症のより的確な診断基

準の策定のための全国登録調査（HIT レジストリ)

の確立（平成 25 年度）

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）は、循環

器治療に必須な抗凝固薬であるヘパリンが、免

疫学的菊機序により約半数の患者に血栓塞栓

症を誘導するという重篤な合併症である。

従来の診断法は特異度が低く、過剰診断が海外

を含め本邦でも大きな問題となっている。

当センターにおいては、特異度の高い洗浄血

小板を用いた機能的測定法を開発し、日本で唯

一実施できる医療機関となった。

また、診断基準を策定するために、HIT疑い症

例の全国登録調査を実施し、すでに全国193施

設から436症例を超える症例が登録されてい

る。

特異度の高い機能的測定法を一般化すべく病

院と研究所とが共同研究を進めており、これら

によるHITのより的確な診断基準を策定するこ

とにより、循環器疾患患者、特にヘパリン投与

が必須である心臓血管外科手術、カテーテルイ

ンターベンション（PCI）施行患者などの予後改

善に貢献するものである。
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11. 救急搬送情報や DPC データの連結（平成 25年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、消防防災科学

技術研究推進制度「救急搬送の予後向上に向け

た医療機関との情報の連結に関する研究」（主任

研究者：飯原弘二）ならびに循環器病研究開発

費 23-4-6「救急搬送の予後向上に向けた医療機

関との情報の連結に関する多施設共同研究」（主

任研究者：高橋淳）にて、IT 技術を駆使して、

救急隊による救急搬送情報、緊急外来における

初期診療情報、DPC データなどの入院後の診療情

報をそれぞれ連結させることにより、大規模な

解析が可能となるシステムの開発を行った。

これにより、循環器病救急の実態を把握する上

での大規模研究が可能になるものと期待され

る。

12. 末梢動脈疾患に対する血管内治療の実態調査

（平成25年度）

近年の高齢化社会、また糖尿病や腎不全の増

加とともに下肢末梢動脈疾患が増加しており、

血行再建法として従来の外科的バイパス手術に

加え血管内治療が積極的に行われるようになっ

てきた。

そこで我が国における末梢動脈疾患に対する血

管内治療の現状と今後の課題を明らかにするた

めに全国多施設前向き登録研究（J-PASSION研

究）を行っており、平成25年度は新たに症例登

録システムを設け、全国約20施設を対象に登録

を開始した。

13. 腎動脈ステント治療の多施設前向き登録研究

（平成 25年度）

動脈硬化を基盤とする腎動脈狭窄症とうっ血性

心不全との関連性が指摘され、また腎動脈ステン

ト治療による心不全改善効果が報告されるように
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なってきた。

このような背景から我が国においても腎動脈ステ

ント治療による心機能改善効果を明らかにするた

めに、当センターが中心となり全国約 20 施設を対

象に腎動脈ステント治療の多施設前向き登録研究

（Carmel 研究）を行っている。

14. 抗菌薬使用状況の横断調査（平成 25 年度）

呼吸器・感染症診療部および医療安全管理部

感染対策室では、循環器病研究開発費 23-4-4

により、難治性心血管系感染症（縦隔炎、大動脈

グラフト感染、感染性大動脈瘤、LVAD 感染）に対

する抗菌薬使用状況の横断調査研究を行ってい

る。

進行中の後ろ向き観察研究「難治性心血管系感染

症に対する抗菌薬使用状況の横断調査 [Survey of

Antimicrobial Use in Patients with Refractory

Cardiovascular Infection (SAPRI)]」（研究課題

番号：M23-85）により、グラフト感染、縦隔炎で

は黄色ブドウ球菌が原因菌として重要である反

面、原因菌が同定できないケースも多く、初期抗

菌薬の選択の重要性が示唆された。

難治性心血管系感染症に対する抗菌薬の治療効果

に関する検討では、完治例は少ないものの、VCM・

TEIC と比較すると、リネゾリド (LZD) 投与 3〜4

日後の CRP 比（CRP at day 3-4/CRP at day 0）

がより低く、発熱期間も短い傾向にあった。（中間

解析）

この傾向は原因菌が同定できていない群でも認め

られ、薬剤が移行しにくい難治性心血管系感染症

における LZD の有用性を示唆している。

再発因子として、(a)入院期間の長期化、(b)病院

環境への曝露、(c)適切な抗菌薬投与開始の遅れが

挙げられた。（中間解析）

15. 急性心筋梗塞の実態調査と研究（平成25年度）

心臓血管内科部門（冠疾患科）では、循環器
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病研究開発費 23-4-5「急性心筋梗塞に対する

治療の現状とその効果の実態調査」において、

日本における新しい診断基準（universal defi

nition）に基づく急性心筋梗塞の診断と治療及

びその予後についての実態を調査すべく、新規

に症例登録システムを開発し、全国30以上の施

設の参加を得て、前向き多施設共同登録調査を

継続して進めている。

16. 一過性脳虚血発作の前向き登録研究（PROMISE

TIA研究）の実施（平成25年度）

国内での発症頻度など実態に不明な点が多い

一過性脳虚血発作について、多施設共同で前向

き登録により実態解明を行っている。

（研究代表者峰松一夫）

平成25年12月に症例登録を終了し、約1,400例の

登録が行われた。

その中間解析では一過性脳虚血発作における日

本の特徴が明らかになり、その成果を国際学会

で報告した。（厚生労働科学研究 H20-循環器一

般-019およびH24-循環器一般-011）

17. 脳卒中高リスク疾患群の我が国における診療

実態とその問題点の解明 （平成25年度）

厚生労働科学研究費補助金による「脳卒中高

リスク群の診断及び治療による循環器疾患制圧

に関する研究」（研究代表者峰松一夫）では、

無症候性頸動脈狭窄･一過性脳虚血発作･心房細

動･未破裂脳動脈瘤などの脳卒中高リスク疾患

群の我が国における診療実態とその問題点を明

らかにするため、複数の多施設研究を行った。

18.心房細動を伴う脳梗塞・一過性脳虚血発作患者の

抗凝固薬選択と治療成績に関する多施設共同登

録研究(SAMURAI-NVAF研究、ClinicalTrials.gov

01581502、UMIN000006930) （平成25年度）

心房細動に関する新規治療薬（抗凝固薬）が

開発され、心房細動に由来する脳梗塞・一過性

脳虚血発作患者の治療も変わりつつある。

「急性期脳卒中への内科複合治療の確立に関

する研究」（厚生労働科学研究 H23-循環器一般

-010）では、国内18施設共同で心房細動を伴う

脳梗塞・一過性脳虚血発作患者の前向き観察研

究を進め、1,000例のデータベースを作成した。
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登録患者の背景要因を解析して国内外の学会で

発表するとともに、その長期におよぶイベント

発症状況を追跡中である。

また、本研究と関連する内容の研究として、

峰松副院長を主任研究者とする医師主導型臨床

試験（非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/TI

Aにおけるリバーロキサバンの投与開始時期に

関する観察研究：RELAXED研究）を脳血管内科豊

田らが研究計画を作成し、今年度に研究を開始

した。

19. 症例登録システムの開発（平成 25年度）

心臓血管内科部門（冠疾患科）では、循環器病

研究開発費 23-4-5「急性心筋梗塞に対する治療

の現状とその効果の実態調査」において、わが国に

おける新しい診断基準（universal definition）に

基づく急性心筋梗塞の診断と治療及びその予後に

ついての実態を調査・研究するための症例登録シス

テムを開発し、約 3,000 例の症例を登録した。

20. 外来型心臓リハビリテーションの有効性に関する

前向き症例登録の推進（平成 25 年度）

厚生労働科学研究費(循環器疾患・糖尿病等生活

習慣病対策総合研究事業)における「外来型

心臓リハビリテーションの有効性に関する前向き

症例登録研究」(J-REHAB)において、この領域でわ

が国初の 1,000 例規模のデータベースを構築し、予

後追跡調査を完了した。

研究助成期間終了後の現在も引き続いてデータ解

析を進めている。

21. 埋め込み型除細動器(ICD/CRTD)装着後の運動療

法・運動負荷試験の安全性と有効性に関する後ろ向

き調査の推進（平成 25年度）

厚生労働科学研究費(循環器疾患・糖尿病等生

活習慣病対策総合研究事業)における多施設研究に

おいて、通常の医療機関ではほとんど実施されてい

ないデバイス(植え込み型除細動器[ICD]・除細動器
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付き心室再同期療法[CRTD])装着心不全患者に対す

る運動療法・運動負荷試験の安全性と有効性に関す

る後ろ向き調査(J-REHAB ICD/CRT-D)を実施し、わ

が国で過去最多の症例数を蓄積しデータ解析を進

めている。

22. 糖尿病患者における心血管疾患予防の最適化に関

する研究 （平成 25年度）

心臓血管内科部門では、脳血管部門、生活習

慣部門と共同して、循環器病研究開発費24-4-1

「糖尿病患者における心血管疾患予防の最適

化に関する研究」において、心血管疾患患者に

おける血糖コントロールと心血管イベントに

関する多施設の前向き登録研究を進めている。

23. WHO国際生活機能分類ICFコーディング試行評価

を実施（平成25年度）

脳血管部門（脳卒中統合イメージングセンタ

ー、脳血管内科、脳神経内科）では、厚生労働科学

研究費補助金政策科学総合研究事業（政策科学推進

研究事業）疾病及び生活機能に基づく保健・医療・

介護・福祉等制度の包括的評価手法の開発を目的と

した研究 （25-政策-一般-003）の班員として、WHO

国際生活機能分類 ICF コーディング試行評価を行

った。

本研究の目的は、保健、医療、介護、福祉分野等

に対して、個々の分野で共通して用いることが可

能である国際生活機能分類 ICF に基づき、他分野

間を横断的な評価を可能とする手法の開発を行

い、適切な分野間連携の対応方法を構築するため

の基礎を確立することにある。

本年度は、脳卒中患者の退院時の ICF 評価の各職

種間での評価の一致率、FIM 評価と ICF 評価をと

の相関関係、ICF コーディング試行評価における

評価項目別困難度を解析した。

保健・医療・介護・福祉分野で ICF という共通言

語が利用されることは、社会保障・税の一体改革

法案によって、構築が推進されている地域包括ケ
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アシステムの円滑な運用にも貢献することにな

る。

24. DPCデータを用いた心疾患における医療の質に関

する事業（JROAD-DPC事業) （平成26年度）

DPCデータをもとに急性心筋梗塞症に関するQual

ity indicatorとして、退院時の アスピリン、β

遮断薬、ACE/ARB、スタチンの処方率を解析した。

25. 心臓リハビリテーションにおける運動療法の安全

性を全国実態調査により証明（平成 26年度）

心血管リハビリテーション科が多施設共同研究で

実施した全国実態調査において、急性心筋梗塞後の

心臓リハビリ・運動療法において、383,096 人･時間

あたり 1 件の心筋梗塞が生じたが死亡事故発生はな

く、しかも運動処方に基づき実施された正式な心臓

リハビリプログラムでは心筋梗塞・心停止・死亡は

皆無であり、心臓リハビリは極めて安全であること

を示した。

(Circ J 2014; 78: 1646-1653)Circ J 2014; 78:

2268-2275

26. 成人先天性心疾患の診療体系の確立に関する研究

（平成 26年度）

小児循環器部では、厚生労働科学研究費補助金事

業、循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究

事業として「成人先天性心疾患の診療体系の確立に

関する研究」を主任研究者として実施した。

成人先天性心疾患患者は、全国に既に40万人存在す

ると考えられる。

患者の多くは、成人期以降に加齢とともに心不全や

不整脈などのイベントが新たに出現するが、そのよ

うな際に、年齢面から小児専門施設には入院できず

、一方で循環器内科医はこの疾患に馴染みがないた

めに診療を敬遠するため、患者が行き場がなくたら

い回しになっており、社会問題になっている。

このような事態を解決するために、平成21年から2

3年、平成24年から26年の2期にわたり、成人先天性

心疾患の診療体系に関する厚生労働科研を担当し、

患者の抱える様々な問題に対して調査研究を行っ
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イ 循環器病の原因究明に基づく予防

法の研究開発

大規模コホート研究等の疫学研究を実

施することにより、循環器病の発生に

関わる生活習慣等外的要因、加齢・遺

伝素因等内的要因、及びそれらの相互

作用を解明するなどに取り組み、循環

器病のリスク・予防要因究明のための

基礎的研究を推進する。

基礎的研究及び疫学研究などの知見に

基づき有効な循環器病予防法の開発を

行う。

てきた。

平成26年度は、循環器内科医師によりACHDネットワ

ークをさらに充実させ、各都道府県の診療状況に応

じた体制を構築するよう準備を進めている。

イ 循環器病の原因究明に基づく予防法の研究開発

1．吹田研究を元にした論文発表（平成23年度）

都市部住民の大規模コホートとして継続してい

る、吹田研究から、脳卒中及び冠動脈疾患とメタ

ボリックシンドロームの新統一基準、肝機能及び

飲酒、高血糖のバイオマーカーとしての1,5-

Anhydro-D-glucitol（1,5-AG）との関連をそれぞ

れ論文発表するとともに、国循で開発、特許出願

した呼気/皮膚ガス(特願2010-235771,Adv Exp

Med Biol 2012)や歯周病との関連についての調査

もおこなっている。

〈Stroke. 2011 Jun；42(6)：1764-7.

Atherosclerosis．2011 Jul；217(1)：201-6．

Atherosclerosis． 2011 Jul；；216(2)：

477-83.〉

2．神戸トライアルへの参加（平成23年度）

予防健診部は、新しい都市コホートとして神戸

トライアルを、岡村 智教客員部長（先端医療

センター 再生医療研究開発部門 生活習慣病

疫学チーム チームリーダー）に協力して立ち上

げ、約1,200人の治療歴のない一般市民の検査が

完了した。

現在、甲状腺機能や酸化LDL受容体についても測

定を進めている。

3．吹田コホート研究の推進（平成24年度）

平成元年より行われている都市部住民を対象とし

たコホート研究であるが、平成 24 年に策定された

「健康日本 21(第 2 次)の推進に関する参考資料」

で循環器疾患に関する 24 の文献の中で吹田研究の

2 編の論文が取り上げられた。

また、動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 で

は吹田研究から 5 つの文献が引用され、疫学研究紹

介欄でも取り上げられた。
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4．非都市部のコホート研究（平成 24 年度）

臨床研究部・心臓血管内科の共同研究として、

都市部住民のコホートデータと比較可能な非都

市部のコホート研究を佐賀県有田町と行い、成果

を上げている。

（Hypertension Res 35(8):843-848, 2012）

5．糖尿病患者における心血管疾患予防の最適化に関す

る研究（平成 24 年度）

心臓血管内科部門では、脳血管部門、生活習慣部

門と共同して、循環器病研究開発費 24-4-1「糖尿

病患者における心血管疾患予防の最適化に関する

研究」において、心血管疾患患者における血糖コン

トロールと心血管イベントに関する多施設の前向

き登録研究を開始した。

6．軽症糖尿病に対する薬物介入による冠動脈病変進

展予防効果に関する臨床研究（平成24年度）

国民病ともいえる糖尿病症例に対し、初期（軽

症）の段階から食後高血糖を改善させる薬物療法

(ボグリボース、ナテグリニド)、非薬物療法(食

事、運動療法)を開始し、冠動脈硬化の進展を比

較するDIANA (DIAbetes and diffuse coronary

Narrowing Analysis)研究（多施設共同研究）を

行った。

研究成果は論文公表した:Kataoka Y, Yasuda S,

Miyamoto Y, Sase K, Kosuge M, Kimura K,

Yoshimasa Y, Miyazaki S; DIANA study

investigators. Effects of voglibose and

nateglinide on glycemic status and coronary

atherosclerosis in early-stage diabetic

patients. Circ J. 2012;76(3):712-20.

7. 異型プロラクチンの測定と病態生理の解明の推進

（平成25年度）

厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研

究事業）「わが国初の周産期心筋症の全国後方

視的・前方視的症例調査に関する研究」課題番

号H21-難治-一般-162、主任研究者 神谷千津子

）において周産期心筋症の実態を把握し、その

病態に関与していると考えられる異型プロラク
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チンを測定し病態生理の解明をすすめた。

科研費による研究は終了したが循環器病研究開

発費による研究を続行しており、前向き登録研

究から抗プロラクチン療法の有効性が確立しつ

つある。

8. 日本人女性の循環器疾患の特性に関する国際比較

を報告（平成25年度）

日本人女性の循環器疾患の特性に関する国際比

較を報告した。

（Sekikawa A, Willcox BJ, Usui T, Carr JJ, Ba

rinas-Mitchell EJ, Masaki KH, Watanabe M, Tr

acy RP, Bertolet MH, Evans RW, Nishimura K,

Sutton-Tyrrell K, Kuller LH, Miyamoto Y. Do

differences in risk factors explain the lowe

r rates of coronary heart disease in Japanes

e versus U.S. women? Journal of women's heal

th. 2013; 22(11):966-77.）

9. LDLコレステロール直接法についての検証

（平成25年度）

LDLコレステロール直接法についての検証を行っ

た。（三井田孝, 西村邦宏. 【脂質異常症-基礎・

臨床研究の最新知見-】 脂質異常症・動脈硬化の

検査・診断 LDLコレステロール直接法の現在の課

題. 日本臨床. 2013;71(増刊3 脂質異常症):439-

43.）

10. 植物食の降圧効果に関する研究（平成25年度）

植物食の降圧効果がRCT、観察研究ともに高いこ

とをメタアナリシスにより明らかにした。

（Yokoyama Yoko, Nishimura K. et al. Vegeta

rian diets associated with lower blood pr

essure. JAMA Internal Medicine. ( in pres

s)）

11. 統合バイオコホートの開始（平成25年度）
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吹田研究、神戸トライアルコホート、篠山スタ

ディ、大迫コホート、高島コホート、鶴岡コホー

トからなる統合バイオコホートを開始した。

12. 循環器疾患診療実態調査の登録率は100%を達成

（平成25年度）

循環器疾患診療実態調査は平成16年より日本

循環器病学会が主導で行われてきた。

平成25年度より本調査のデータセンターは国循

におかれ、循環器専門医研修施設・研修関連施設

（全1,298施設）の登録率は100%を達成した。

また、急性心筋梗塞入院患者数69,219名、心不

全入院患者数212,739名であることが明らかにさ

れた。

心不全入院患者数は平成25年度から調査開始さ

れたが、これまで全国レベルで診断基準に基づき

患者数が示されたことはなかった。

13.循環器疾患診療施設実態調査として、平成 26年度調

査では循環器専門医研修施設 1,005 施設、研修関連施設

320 施設から調査を行い、100％の回答率を達成した。

さらに、DPC対象施設1,116施設の中から610施設のDPC

データを収集し、疾患の発症数、治療数についての分

析を行った。

稀少疾患の疾患登録研究や脳神経外科学会の調査研

究であるJ-ASPECT研究にも参画した（平成26年度）

③妊産婦死亡の調査と評価

1. 「わが国の妊産婦死亡の調査と評価に関する事業」

に報告された平成 25 年の症例は 41例となり、

日本で発生した妊産婦死亡を網羅している。

詳細なデータに基づく検討により出血による死亡

が最も多いことが分かった。

母体安全の提言 2011、2012 年の冊子を作成し全国

の産婦人科医会員に向けて配布し発信した。

剖検の重要性をさらに周知するため、妊婦の剖検マ

ニュアルを改訂・配布した。

2．周産期科との共同で未熟児の全国データベースか
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③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、

治療法の開発の推進

病院と研究所の連携、医工連携、及び

企業・大学を含めた産学官連携体制の

もとで、トランスレーショナルリサー

チ、臨床応用、製品化による普及を最

終的な目標として、循環器病に起因す

る高度な機能障害を伴った臓器・組織

の機能回復を目指した最新の知見に基

づく再生医療技術に関する研究開発、

最先端の医療機器を活用した診断及び

治療法に関する研究開発を行う。

循環器病において、その予後を最も左

右する因子である高血圧・糖尿病・脂

質異常症等が引き起こす心血管微小病

変等の予防、さらに動脈硬化に起因す

る心疾患・脳血管疾患・腎疾患等の予

防に資する研究、並びにこれらの循環

器有病者の最適な日常生活管理の提

案・ＱＯＬ向上に資する研究を推進す

る。

また、既存の予防手法について、有効

性と安全性を検証するための研究を推

ら出生前ステロイドに関する安全性を証明した。

（ Sasaki Yoshihito, Nishimura K. et al.

Association of Antenatal Corticosteroids and the

Mode of Delivery with the Mortality and Morbidity

of Infants Weighing Less than 1500 g at Birth in

Japan. Neonatology.( in press)）

3. 平成26年度には全国で発生した妊産婦死亡例40例

を検討した。

毎月センター内で小委員会を、また年4回東京で全

体会議を開催した。

抽出された問題点や改善点を小冊子にし全国の主

要な周産期医療施設に配布した。

④高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の

推進

1. セルプロセッシングセンターの運用開始

（平成 22年度～）

再生医療の実現に向けて幹細胞臨床研究などが推

進されるよう、臨床利用可能な細胞の調製を行

う施設としてセルプロセッシングセンター（CPro

C）の運用を開始している。

セルプロセッシングセンターには個別に環境の管

理された細胞調整室が 2室あり、同時に 2 つの

プロトコールの細胞調製も可能である。

GMP 基準に準拠した運用が容易となる支援システム

も備えている。

2. バイオバンク事業の推進（平成 23 年度～）

1）高度先駆的な診断・治療法の開発の基盤となる、

循環器病の発症メカニズム及び循環器病の特性

を解明するため、バイオリソースや臨床情報の

収集とその解析を推進し、これまで蓄積してき

た先天性心疾患（心奇形）の剖検例のデータベ

ース化を続行した。
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進する。 高度先駆的な診

断・治療法の開発の基盤となる、循環

器病の発症メカニズム及び循環器病の

特性を解明するため、バイオリソース

や臨床情報の収集とその解析を推進す

る。

生体試料と臨床情報を蓄積して研究に利用する

ために設立されたバイオバンクが次年度に本格

的にスタートするため、その準備を行った。

2）高度先駆的な診断・治療法の開発の基盤となる

バイオバンク事業を充実させることによって、

循環器病の発症メカニズム及び循環器病の特性

解明に貢献するための基盤を充実させた。

バイオリソースや臨床情報の収集および保管と

その分配・利用に関してのシステムを推進した。

同一症例の生体試料と臨床情報を蓄積して研究

に利用できるバイオバンクシステムを整備して

きた。

バイオバンクによる生体試料収集はバイオバン

ク患者同意取得率で約 85%、血漿、血清として

すでに約 1,300 症例分を保管している。

剖検例 3,600 例についても引き続きデータベー

ス化し、研究利用に向けて資料整理を行ってい

る。

バイオバンクで保有する組織試料については剖

検症例の凍結標本、パラフィン包埋組織につい

てバイオバンクへの移行を推進し、手術材料の

診断後残余検体については患者同意取得を開始

した。

また、肺高血圧症について他施設にアンケート

調査を行い肺高血圧のデータベース作成を推進

している。

3. 循環器病の予防法・治療法開発への取組

（平成 22年度～）

1）平成 14 年に健康増進法が制定され、「健康日本

21」として国民健康づくり運動が全国規模で展

開されている。

また平成 20 年度からはメタボリックシンドロ

ームに着目した特定健診・特定保健指導が開始
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され、循環器病を予防するための健診が全国的

に行なわれるようになった。

予防健診部は、新たな時代に即応する予防診療

の拠点として体制を整えつつある。

現在、(1)特定健診・長寿医療制度に伴う健康診

査、(2)保健指導、(3)禁煙外来、を主な診療業

務として実施している。

また同意をいただいた受診者を対象として行っ

ている研究は「吹田研究」と呼称され、わが国

の循環器病予防のために必要な科学的な根拠を

提供している。

今後も循環器病の新たな発症要因を検索して予

防に結びつけ、その全国的な普及を図る。

2）ナトリウム利尿ペプチドは当研究所職員が発見

したペプチドで、心不全のマーカーや治療薬と

して世界で汎用されている。

複数の分子が血中を循環し、各分子の濃度が病

態をより正確に反映すると推定されるため、各

分子の測定系を構築し、高精度の心不全診断法

を開発する研究を分子薬理部は推進した。

3）難病である慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)

は、従来は限られた症例に対する根治手術以外に

有効な治療法が存在しなかった。

平成 25 年にはこれらの非手術適応例に対し、カ

テーテルを用いた経皮的肺動脈形成術の手技を

確立し、 約 40 例に対し治療を施行して著明な

治療効果を得た。

この結果、CTEPH に対しては、ほぼ全例に対し有

効な治療を行うことが可能となり、本症の治療

体系を革新することが可能となった。

またこの成果を広く海外に発信し、平成 25 年度

には、欧米を中心とする国際 CTEPH 協会の主要メ

ンバー（米・英・仏・墺）とドイツより二組のチ

ームが当センターの治療手技を見学に来た。
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4）病態代謝部は、大阪大学薬学科との共同研究で、

難治性高コレステロール血症マウスに対し、特

定の遺伝子の発現を抑制する薬物療法（アンチ

センス法）を用いて、悪玉コレステロールを低

下させることに成功した。

現在、広く用いられているスタチンなどの薬剤

が効きにくい、難治性高コレステロール血症患

者に対して有効であり、将来的には内服薬では

治療困難な高コレステロール血症の新しい治療

法として期待される。

この成果は、米国の科学雑誌「Molecular

Therapy-Nucleic Acids」に掲載され、新聞やニ

ュースでも大きく取り上げられた。

4. ペット（PET）検査に要する時間を大幅に短縮するた

めの画像解析理論の開発（平成 22年度）

脳虚血の重症度診断に代表されるペット（PET）検

査に要する時間を大幅に短縮するための画像解析

理論の開発に成功した。

検査時間の短縮化は患者に与える負担を軽減するだ

けでなく、薬理的あるいは生理的な負荷に対する循

環代謝量の反応を診断することにも PET を利用でき

ることになる。

循環器疾患の本質の理解に貢献することが期待

される。

5．脳梗塞治療の進展（平成 23年度）

平成 22年 10月から脳梗塞発症後 8時間以内の患

者さんに対して、Merci リトリーバルシステ

(Merci)という名の新しいデバイスでの治療が認

められ、当センターでも積極的にこの治療を行って

きた。

平 成 23 年 秋 か ら は 、 Penumbra シ ス テ ム

(Penumbra)というデバイスも認可され、発症 8 時

間の
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脳梗塞患者さんに対して当院でも使用可能となっ

た。

Merci は、先端部がコイル状にらせんを描く血管内

治療（カテーテル治療）用の脳血栓回収機器で、

脳動脈を詰めている血栓を絡め取って除去し、脳

梗塞を治療する。

Penumbra は、吸引用のカテーテルを閉塞した血栓

の近くまで進め、血栓を吸引して、脳梗塞を治療

する。

当センターではこのような新たな治療機器を駆

使し、発症 3 時間以降の脳梗塞の患者さんでも治

療を行うように努めている。

この他にも、現在脳梗塞発症後 9 時間以内の患

者さんに対して、デスモテプラーゼという名の新

世代型 t-PA を用いて治療を行う臨床試験も、当セ

ンターで行った。

6．血管保護による新しいがん転移治療法の開発

（平成24年度）

寒川研究所長が発見した心臓から分泌されるホ

ルモンである心房性ナトリウム利尿ペプチド

（ANP）が血管を保護することによって、様々な種

類のがんの転移を予防・抑制できることを大阪

大学呼吸器外科との共同研究で明らかにした。

7. 穿通枝梗塞の増悪とバイオマーカーとの関連に関す

る前向き登録研究（平成 25 年度）

穿通枝梗塞は比較的予後良好とされるが、2･3 割

は入院後進行し機能予後も悪い。

穿通枝梗塞が進行するメカニズムについては不明

で、治療法も確立していない。平成 25 年度から多

施設で穿通枝梗塞で入院した 90 例に対して入院

時、入院後 1 週間後のバイオマーカーを測定し進

行、治療との関連について解析した。進行例では

IL6,高感度 CRP、CD34、vWF などのバイオマーカー

が関連していることが明らかとなったが、現在の治

療ではバイオマーカーに大きな影響を与えていな

いことも分かった。この結果をもとに一部有望な治
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療薬による介入研究につなげる予定である。

8. カテーテルを用いた深部静脈血栓症（DVT）による完

全静脈閉塞症に対する血栓溶解術

（平成 25年度）

従来 DVT による下大静脈などを主とする静脈閉

塞は、生命に関わる疾患でないことから積極的治療

は行わない場合が多いが、患者の QOL を大きく損な

う疾患である。

平成 25 年度は本症に対し、カテーテルによる下

大静脈-総腸骨静脈血栓溶解術を 4 例に対し施行

し、良好な成績を得たことから本治療法も今後、静

脈疾患に対する有用な治療法となる可能性がある。

9. 循環器疾患の多層的オミックス解析の推進

（平成 25年度）

革新的な創薬標的候補分子の発見を目指す「多層

的疾患オミックス解析に基づく創薬標的の網羅的

探索を目指した研究」において、当センターでは拡

張型心筋症と大動脈瘤を対象に、研究所（分子薬理

部等）、病院（移植部、血管外科等）、基盤センター

（臨床研究部等）、検査部（臨床病理科）の多部門

が結束して研究を推進した。

エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオー

ム、メタボローム解析のデータが拡張型心筋症では

出揃い、重症度や鑑別診断のバイオマーカーとなり

得る変動遺伝子やタンパク質、エピゲノム変異など

を見出し、約 20 種を選択して検証実験に着手した。

これらの指標により、心筋細胞などの病態生理学

的状態が評価できれば、有用な診断法として期待さ

れる。また、プロテオーム解析拠点として他機関の

試料の解析も推進した。

10. ミレーナ®52mgの安全性の検討（平成25年度） 

「心疾患を有する女性におけるミレーナ®52mg

の安全性の検討」としてすでに30名の心疾患を

有する女性を対象に安全な避妊装置としての有
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効性の確認が行われた。

これまで安全で確実な避妊が心疾患では困難

な部分があったが、その解消に寄与した。

11. 大量出血症例に対するフィブリノゲン濃縮製剤を

用いた治療法の確立と、その薬事承認を得るための

多施設共同研究の実施（平成 25 年度）

大量出血への対応は、患者予後に関わり、特に心

臓血管外科手術などにおいて重大な問題となって

いる。大量出血に伴う凝固障害の主因は、急性低フ

ィブリノゲン血症であることが示唆されている。迅

速に、ボリューム負荷をかけずにフィブリノゲンを

補充するために、海外において、フィブリノゲン濃

縮製剤、クリオプレシピテートが薬事承認を受けて

使用されている国（主に欧米）があるが、日本では

いずれも保険適応がない。フィブリノゲン製剤の安

全で効果的な使用方法の確立を目指すとともに、フ

ィブリノゲン製剤の薬事承認を目指した治験を実

施し、承認を得ることによる大量出血症例に対する

最適輸血療法の確立を目的とした多施設共同研究

を開始した。

厚生労働科学研究費の研究代表者として、これら

の研究をリードしている。すでに、フィブリノゲン

製剤の安全性を確認するための多施設共同後ろ向

き観察研究を終え、現在、大動脈外科での大量出血

症例を対象としたフィブリノゲン濃縮製剤の治験

（国際共同多施設共同プラセボ対象ランダム化比

較試験）を実施している。

現在、フィブリノゲン製剤の使用指針や、大量出

血時の凝固障害のモニタリング法の確立を目指す

多施設共同前向き観察研究も計画している。本研究

は、大量出血患者の予後改善に貢献するとともに、

血液製剤のより効果的な適正使用、早期止血によ

り、大幅な血液製剤の使用削減につながると考えて

いる。

12．非造影 MRI T1 強調画像法にて高信号を呈する冠動
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脈硬化巣(high-intensity plaque; HIP)が、新しい

予後予測因子となることを、世界に先かげて論文発

表（平成 25 年度）

（Noguchi T, Kawasaki T, Tanaka A, Yasuda S, Goto

Y, Ishihara M, Nishimura K, Miyamoto Y, Node K,

Koga N. High-Intensity Signals in Coronary

Plaques on Non-contrast T1-Weighted Magnetic

Resonance Imaging as a Novel Determinant of

Coronary Events. J Am Coll Cardiol. 2014 in

press）

13． 冠攣縮性狭心症患者の予後を推定するリスクスコ

アを多施設共同登録データをもともに世界に先が

けて論文発表（平成 25年度）

（Takagi Y, Takahashi J, Yasuda S, Miyata S,

Tsunoda R, Ogata Y, Seki A, Sumiyoshi T, Matsui

M, Goto T, Tanabe Y, Sueda S, Sato T, Ogawa S,

Kubo N, Momomura S, Ogawa H, Shimokawa H;

Japanese Coronary Spasm Association.

Prognostic stratification of patients with

vasospastic angina: a comprehensive clinical

risk score developed by the Japanese Coronary

Spasm Association. Am Coll Cardiol.

2013;62:1144-53.）

14. バージャー病による重症下肢虚血に対する血管内

治療の有用性について論文発表した。

（平成 25年度）

（Kawarada O, Ayabe S, Yotsukura H, Nakaya T,

Kanayama J, Harada K, Ishihara M, Yasuda S, Ogawa

H. Subintimal angioplasty of lengthy

femorotibial total occlusion in Buerger's

disease. J Endovasc Ther. 2013;20:578-81.

Kawarada O, Sakamoto S, Harada K, Ishihara M,

Yasuda S, Ogawa H. Endovascular

recanalization of failed distal bypass in
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Buerger's disease. Cardiovasc Interv Ther.

2014 in press）

15．循環器病の予防法と治療法確立の推進

（平成 25年度）

1）バージャー病に対するカテーテル治療

厚生労働省の難治性疾患に指定されているバー

ジャー病は禁煙以外に確立された有効な治療法

がないとされている。

しかし、近年急速な進歩を遂げているカテーテ

ル治療を平成 24 年からバージャー病患者にも

応用し、閉塞血管の再開通を試みてきた。

これまで 8 患者 9 肢にカテーテル治療を行い、

全例良好な臨床効果を得ている。学会発表や論

文報告に加え昨年 12 月には記者発表を行った。

今後、症例を蓄積し問題点を明らかにすると同

時に、治療の標準化と普及に取り組みたいと考

えている。

2）全自動放射性ガス合成・供給システムが病院放射

線部で臨床利用開始

15O-酸素ガス吸入迅速 PET システムは脳血管障

害の病態を正確にとらえる普遍的な診断技術と

なる可能性がある。

広範囲の医療工学技術の複合技術であり統合化

された医療サービス体制が必要となるが、その

中で当センター研究所で開発された迅速検査対

応型の全自動放射性ガス合成・供給システムが

病院放射線部で臨床利用開始され、技術移転し

た企業（JFE 社）から市場に提供されるに至っ

た。

3）もやもや病に関する初の無作為振分け試験

脳血管部門（脳神経外科）で、厚生労働省科学

研究費難治性疾患克服研究事業モヤモヤ病(ウ

ィリス動脈輪閉塞症)に関する研究班において、
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「もやもや病成人出血発症例の治療方針に関す

る研究」の研究事務局を担当し、もやもや病に

関する初の無作為振分け試験を完了、その成果

を発表した。

（ Effects of Extracranial-intracranial

Bypass for Patients with Hemorrhagic

Moyamoya Disease: Results of the JAM Trial.

Stroke 2014. in press)

4）心不全等の心疾患の診断法開発研究の推進

当センターにおいて発見した BNP、ANP などのナ

トリウム利尿ペプチドは、心不全のマーカーや

治療薬として世界で汎用されているが、血中を

活性型、低活性型の様々な分子が循環し、心不

全などの心疾患の病態悪化により低活性型分子

が増加し、各分子の割合も変化する。

このため、各分子の濃度を測定することにより、

心不全診断法をより高精度化、高情報化できる

可能性がある。

BNP については京都大学、塩野義製薬㈱と測定

キットを開発、報告した。

ANP についても、3種の測定システムを独自に構

築し、3 種の分子の血中濃度測定を可能とした。

病院心臓血管内科部門との共同により、また検

査部や看護部、臨床研究部の協力を得て、試料

及び臨床情報の収集を推進した。

5）感染症の早期発見・治療評価のための非侵襲的診

断法の開発

呼吸器・感染症診療部、医療安全管理部及び

感染対策室では、循環器病研究開発費 23-4-4

により、重症かつ難治性の心血管系感染症の早

期発見・治療評価のための非侵襲的検査法を開

発すべく、感染症と循環器疾患の病態の関連を

探索することを目的とし、両者に共通して関わ

る活性酸素種計測法と生体ガス成分の非侵襲的
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検査法の確立を目指している。

そこで、これまで特に計測の難しかった(1)生体

内活性酸素種の非侵襲的計測法と(2)硫黄系化

合物の検出法に関する技術開発を行った。

またこの応用例として(3)ヒト糞便中における

腸内細菌発酵ガスの評価法の確立と(4)モノク

ロタリン肺高血圧モデルにおける腸・肝・肺・

心臓における低分子化合物の臓器別分布を検討

した。

これまでの検討により、ヒト糞便の硫黄化合物

放出評価には加温・嫌気条件が必要であること

が分かり、嫌気性腸内醗酵ガスと疾患の相互関

連を評価する方法を確立し、臨床評価試験が可

能となった。

肺高血圧モデルにおける検討では、肺高血圧の

重症化に伴い腸管外に放出される H2S は低

下し、肺高血圧の進展に H2S が関与しているこ

とが示唆された。

現在、(5)循環器疾患と感染症との間の関連を解

明するため、①歯周病と循環器病疾患の関連と

②循環器病施設における院内感染の早期発見・

治療効果判定法に関する臨床試験開始の準備を

行っている。

6）慢性腎臓病合併急性心筋梗塞患者の腎機能に対す

る心臓リハビリテーションの有用性

これまで慢性腎臓病(CKD)患者の運動療法は腎

機能への悪影響を懸念して必ずしも推奨されて

いなかった。

今回 CKD を有する急性心筋梗塞患者において、

回復期心臓リハビリテーションへの参加が推定

糸球体濾過量(eGFR)に及ぼす影響を調査し、3

ヶ月間の心臓リハビリ後に運動耐容能と血中

BNP の改善に加えて eGFR 増加が見られ、さらに

心臓リハビリへの積極的参加患者の方が eGFR

改善が顕著であり、CKD 合併急性心筋梗塞が心
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臓リハビリに積極的に参加することの安全性と

有用性が明らかになった。

(Takaya Y, et al, Circ J, released on line

Nov 12, 2013)

7）ヘパリン起因性血小板減少症のより的確な診断基

準の策定

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）は、循環器

治療に必須な抗凝固薬であるヘパリンが、免疫

学的菊機序により患者の約半数に血栓塞栓症を

誘導するという重篤な合併症である。

従来の診断法は特異度が低く、過剰診断が海外

を含め日本でも大きな問題となっている。

当センターにおいては、特異度の高い洗浄血小

板を用いた機能的測定法を開発し、日本で唯一

実施できる医療機関となった。

また、診断基準を策定するために、HIT 疑い症

例の全国登録調査を実施し、すでに全国 193 施

設から 436 症例を超える症例が登録されてい

る。

特異度の高い機能的測定法を一般化すべく研究

所と共同研究を進めている。

これらの結果に基づき HIT のより的確な診断基

準を策定し、循環器疾患患者、特にヘパリン投

与が必須である心臓血管外科手術、カテーテル

インターベンション（PCI）施行患者などの予後

改善に貢献する。

8）新規糖尿病薬の心血管病に及ぼす影響を調べる臨

床研究

近年、新規糖尿病薬が続々と上市されており

臨床に用いられている。

糖尿病は循環器疾患の主要な危険因子であり、

その診療の主体は心筋梗塞、脳卒中等循環器系

合併症の予防にあるが、糖尿病治療薬が大血管

症予防において効果的かどうかは未だ明らかで
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ない。

そこで、これらの治療薬服用者における心血管

病発症率の追跡調査を開始した。

9）循環器疾患予防のための最適な血糖管理方法の研

究

糖尿病・代謝内科では、心臓内科と共同で循

環器疾患予防の観点から最適な血糖管理を研究

するために構築した臨床データベースを用い

て、血糖指標とその後の心臓病発症率の関連を

後顧的に検討し、アメリカ糖尿病学会（平成 25

年シカゴ開催）でこれまでに得られた成果を発

表した。

10）慢性腎不全を有する糖尿病患者の下肢閉塞性動脈

硬化症について専門誌に報告

糖尿病性腎症は、新規透析導入の最大の原因

であるのみならず、動脈硬化性心血管疾患の高

危険群である。

慢性腎不全を有する糖尿病患者では、腎機能正

常の糖尿病患者に比較して下肢閉塞性動脈硬化

症の合併が多いことを明らかにし専門誌に報告

した。

（J Atheroscler Thromb. 2013;20:790-7）

11）地域生活習慣病実態調査研究

循環器病の 1 次予防・2次予防のためには各

危険因子をガイドラインに沿って管理する必

要があるが、地域での管理実態は明らかではな

い。

また、危険因子管理に必要な療養行動の基盤と

なる個々人の知識と技術の実態も不明である。

糖尿病・代謝内科では、糖尿病地域連携クリテ

ィカルパス会議と共同で 2 次医療圏全体にお

ける血糖管理の実態調査を行い、薬剤治療中に

も関わらず定年前後の患者は管理不良群が多

い こ と を 明 ら か に し た 。（ 糖 尿 病
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2013;56:543-550）

12）低濃度水素ガス吸入による間接的活性酸素定量法

の開発

水素分子が選択的に活性酸素を消去するこ

とを利用し、より負担の軽い方法として低濃度

水素ガス吸入によるヒト全身における活性酸

素生成量の定量的評価法を開発した。

この方法は水素吸入療法としても応用可能で

あり、治療的診断法としても有望とされてい

る。

(Shimouchi A et al. Adv Exp Med Biol.

789:315-321. 2013)

13）皮膚からの活性酸素検出法の開発

レーザ誘起蛍光法によって皮膚活性酸素体

表面から放出される生体ガス中に生体由来の

活性酸素が検出可能であることを初めて報告

した。

この結果、生体内活性酸素生成が皮膚表面から

推定できる可能性が出てきた。

(Che DC, Shimouchi A et al. IEEE Sensors

J 13(4):1223-1227, 2013)

14）生体ガスのコホート調査の推進

予防健診部受診者を対象として，呼気や皮膚ガ

ス中に含まれる微量ガス成分を網羅的に分析し，

非侵襲的な診断法を目指した生体ガスのコホー

ト調査を継続的に推進した。

16. 難治性疾患克服研究事業での取り組み

（平成 26年度）

小児循環器部では、平成 26 年度厚生労働科学研究

費補助金の難治性疾患克服研究事業である「乳児特発

性僧帽弁腱索断裂の病態解明と治療法の確立に関す

る総合的研究」の主任研究者として活動し、これまで

の全国調査の成果をまとめて米国心臓学会雑誌
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Circulation に投稿し掲載された。

このことは、アメリカの電子新聞「ロイター」の医療

欄 Reuters Health の 8月 14 日版、及びアメリカ小児

科医向けの電子雑誌 Consultant for Pediatricians

の 8 月号に掲載された。

本疾患は日本人の乳児に多く、健全な乳児に突然発症

する難病であり、様々な原因が考えられるもののその

詳細は不明である。

今後も厚生労働科学研究費により研究検討を継続す

る予定である。

17. ブルガダ症候群患者の心室細動のリスク評価にお

ける、いくつかの心電図マーカーの組み合わせの有用

性を解明した。（平成 26年度）

18. 軽度認知障害患者に対するシロスタゾール療法の

臨床効果ならびに安全性に関する医師主導治験を計

画（平成 26 年度）

「軽度認知障害患者に対するシロスタゾール療法の

臨床効果ならびに安全性に関する医師主導治験」を

計画の上、CH-GCP 準拠のプロトコールを作成し、PMDA

との事前面談、対面助言を終了した。

研究所との認知症モデルマウスを用いた共同研究に

より判明した前臨床データと（Ann Clin Trans Neurol

2014）、患者を対象に行った後方視的データ（PLOS ONE

2014）により、「認知症には血管病の要素が強く、血

管作動性薬剤の投与により認知症の進行を抑制する

ことができる」との知見が得られたため、シロスタ

ゾールが軽度認知障害に有効であることを医師主導

型治験により検証していく。

治験調整事務局がセンター内に設置され、大塚製薬

㈱をスポンサーとして、平成27年5月の開始が決定

した。

19. 急性期脳血管障害患者における口腔内細菌の影響

に関する臨床研究（倫理委員会承認 M25-111）

（平成 26 年度）

脳血管障害の発症・重症化に口腔内常在菌が関与す

る可能性に着目し、大阪大学歯学部と共同研究を推

進した。

三井住友海上福祉財団研究助成、「口腔内細菌叢プロ

ファイルの改善による脳卒中再発予防を目指す歯科



様式２―２―４－１（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目１－３）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価

82

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

循環器病に関する画期的な医薬品、先

進的医療機器に関する研究開発を推進

する。

具体的には、循環器病の診断、治療、

創薬の標的となるタンパク質、ペプチ

ド等、及び医薬品候補となるペプチド、

化合物等を探索・同定するとともに、

その意義や有効性を検証する。

また、循環器病の機能代替医療、再生

医療、イメージング等を可能とするた

めの基盤研究及び基盤技術の開発を行

うとともに、実際の診断・治療の技術

及び機器の開発に取り組む。

これらの研究成果等を安全かつ速やか

に臨床現場へ応用するために、医薬品

及び医療機器の治験（適応拡大を含

む。）の実現を目指した研究を推進し、

特に、開発リスクが高い分野について

は、より積極的に実施する。また、臨

床試験の安全性有効性の評価、臨床試

験の方法などの開発に関する研究も実

衛生管理を提案する臨床研究」による助成を受け、

脳血管障害で入院した 100 症例を対象に口腔内唾

液・プラークを採取し、Streptococcus 属を中心に、

コラーゲン結合タンパクの発現の有無を調べた。

コラーゲン結合タンパク Cnm が、脳出血や微小出血

の存在と強く相関することが判明した。（論文投稿

中）

これは、昨今注目されている brain-gut axis の中で

も、brain-dental axis と表現されうるデータと考え

られる。

今後は将来の治療介入に向けた基盤データの取得

を行うこととしている。

20. 超高感度の ANP 測定法を開発（平成 26年度）

ANP濃度について、ヒトのみならず、マウスやラ

ットでも微量の血液で測定できる超高感度化学発

光酵素免疫測定法を開発、報告した。

⑤医薬品及び医療機器の開発の推進

1. 国循型 VAD の改良開発（平成 22年度～）

小児補助循環に関しては、平成 2 年の薬事承認後

数例臨床応用が行われた後長期間に渡って製造販売

が中止されている小児用の国循型 VAD について、継

続的な強い臨床ニーズに応えるべく改良･再実用化

に人工臓器部が着手した。

これまでに既に改良開発を完了し、さらに薬事申請

に必要な 1～3ヶ月の長期動物実験評価も完了した。

半年以内の一部変更申請・1 年半以内の臨床応用を

想定している。

また、現在用いられている国循型 VAD システムに

関して、ショルダーバッグ型の小型軽量の駆動装置

の開発が早期・探索的臨床試験拠点整備事業におけ

るシーズ研究として新たに採択された。

プロトタイプは動物試験で Feasibility Study を

クリアして製品グレードモデル検討のレベルに達

しており、開発協力企業及び医療機器メーカーとの

連携も進んでおり、やはり数年以内の製品化を目指

している。
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施する。

また、海外では有効性と安全性が検証

されているが、国内未承認の医薬品、

医療機器について、治験等自主臨床研

究を推進する。

これらにより、平成 21 年度に比し、中

期目標の期間中に、臨床研究実施件数

（倫理委員会にて承認された研究をい

う。）及び治験（製造販売後臨床試験も

含む。）の実施件数の合計数の 5％以上

の増加を目指す。

2. 超小型体内植込式軸流型補助人工心臓（VAD）システ

ムの開発（平成 23年度～）

人工心臓の恒久使用（Destination Therapy: DT）

を目的として、長期耐久性を有する動圧軸受けを用

いた単 2 乾電池サイズの超小型軽量の体内埋込式軸

流ポンプ型 VAD システムの開発を進めた。

これは動圧浮上方式の非接触回転型軸流ポンプ

で、世界的に類をみない超高耐久性が期待できるも

のであり、次世代型人工心臓ガイドラインに基づい

て各種安全性試験を完了した。

また、慢性動物実験（大型動物・8 頭）ではコンス

タントに 3 ヶ月間の生存を得るとともに、6 ヶ月の

耐久性試験（n=8）については一昨年から引き続いて

End Point を 2 年間に延長して評価を続け、完了し

た。

現在はヒト用モデルの最終化を進めつつあり、早

期・探索的臨床試験拠点整備事業におけるシーズ研

究の 1 つとして、2 年以内の治験開始を目指して準

備を進めている。

さらにこのシステム開発は、NEDO の次世代機能代替

治療技術プロジェクトへと引き継がれ、小児への適

用も可能なシステムの改良開発に進展している。

3. 動圧浮上方式の高耐久性ディスポ遠心ポンプの開

発推進（平成23年度～）

動圧浮上方式の高耐久性ディスポ遠心ポンプ（動

圧浮上ディスポ血液ポンプとして世界初）の開発を

進め、平成 25 年初期に体外循環用として薬事申請

が行われ、1年以内に製品化を達成できる見込みと

なった。

さらに、この新規開発遠心ポンプを用いた簡易左

心バイパスシステムの開発を進めており、簡易左心

バイパスを目標に開発した特殊なカニューレ（ラン

タンカニューレ）と共にシステム化を行い、人工心

臓治療で新たな臨床ニーズとして重要性を増して

きた Bridge to Dicision 用の世界初のシステム

として 1 年半以内の医師主導型治験の実施及び引
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き続く製品化を予定している。

4. 脳動脈瘤治療用ステントの開発（平成 23 年度～）脳

血管部門（脳神経外科）では、厚生労働科学研

究費補助金 健康長寿社会実現のためのライフ・イ

ノベーションプロジェクト「Bridge to Decision

を目的とした超小型補助循環システム並びに頭蓋

内・心血管治療用の新規多孔化薄膜カバードステン

トに関する医師主導型治験及び実用化研究」（H23

-実用化(臨床）-指定-003）（主任研究者:峰松一夫

、分担研究者:飯原弘二、中山泰秀 他）にて、生

体医工学部医工学材料研究室と共同で、脳動脈瘤治

療用のカバードステントの新規開発を進めており、ア

メリカ心臓病学会（AHA）でこれまでの成果

につき発表すると共に、頭蓋内脳動脈瘤ステントの

最終デザインの検討を終え、次年度以降に最終非臨

床試験を行うべく実験データを蓄積中である。

5．ECMO システムの製品化（平成 23 年度～）

長期心肺補助（PCPS/ECMO）システムについては、

既に製品化を達成した革新的人工肺 BioCube

は広く臨床応用され、無ヘパリン長期 ECMO の実現に

よって、従来は救命困難であった出血合併症を伴う

重症患者の救命例や、数週間以上の長期間補助によ

る救命例が数多く報告されつつある。

また、新型インフルエンザに対する BioCube 使用

ECMO の救命例と有効性が論文化され、今後の

強毒性インフルエンザパンデミックの可能性に対応

する上で、当センター発の ECMO システムによる長期

呼吸補助手段という最終治療オプションを確立・提

供可能となった。

この ECMO システムは、さらに急速充填・緊急使用を

可能とした ENDUMO システムとして製品化を達成し、

救命救急領域を中心に使用も拡大しつつある。

また、システム移動カートの試作・改良と臨床応

用も進めてきたが、本 ECMO カートは製品化を
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達成し、さらに当センタードクターカーに搭載され

て院外使用も可能となった。

6．迷走神経刺激薬剤の開発（平成23年度～）

循環動態制御部では心臓生理機能部と共同で、

心臓で産生されるアセチルコリンを実際に測定

して迷走神経刺激が可能な薬剤を包括的に検索

した。

複数のカテゴリの薬剤（コリンエステラーゼ抑制

薬、生理活性ホルモン、交感神経α2刺激薬）が

検索された。

また、これらの薬剤投与による実際の予後改善

を示した。

さらに、動物実験をもとに臨床応用可能な薬剤の

絞込みを行っている。

7. 再生型小口径人工血管の開発（平成 24 年度～）

ゴアテックス製の人工血管では、内径 5mm 程度が

長期開存性の限界であり、合成材料の最大の問題点

の一つである完成性も解決できていない。

循環器病研究開発費の支援により、ダチョウ頸動脈

を材料に脱細胞処理を施し、さらに、循環血液中の

内皮再生に関与する CFC 捕捉表面処理を

導入することで、内径 2mm 長さ 30cm という、臨床

で使用可能なサイズの再生型人工血管の高い開存

性を達成した。

世界的にも前例のない成果であり、臨床化への検討

を急ぎたい。

8. 心臓大血管手術シミュレーターの開発（心臓レプリ

カプロジェクト）（平成 24 年度～）

構造が複雑な先天性心疾患の外科手術や脳血管

外科手術の成功には、最近発達している MSCT など

の 3 次元画像だけでは十分とはいえず、個々の患者

の画像データに基づいた実物の触感に近い精密臓

器レプリカを作成し、手術の前に実際の形状を確認

するとともに、レプリカを用いて切開や縫合のシミ

ュレーションを行うことが必要である。
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現在当センター小児循環器科と㈱クロスエフェ

クトでは、光造形法と真空注型法を組み合わせた世

界初の新しい方法で精密心臓レプリカの事業「心臓

レプリカプオジェクト」を進めている。

現在国際特許も取得し、平成 25年春より NCVC ロ

ゴを入れて全世界に向けて販売を開始する予定で

ある。

9. リアルタイム 3 次元心臓拍動シミュレーターの開発

（平成 24年度～）

理研他との共同研究により心臓の動き（拍動）を

インタラクティブに 3 次元動画として再現するシ

ステムを開発した。

（PLOS ONE. 2012 Vol.7）

手軽にパソコンで動かせ、医師が患者さんの前で説

明しながら操作することが可能である。

日経新聞・朝日新聞・読売新聞などにも記事として

取り上げられた。

また、経済産業省の日本の優れたコンテンツ技術

を発掘・評価する Innovative Technologies 賞の

22 課題の 1 つに選ばれ、日本科学未来館において

開催されたデジタルコンテンツエキスポ 2012 にお

いて展示を行った。

さらに、ヒューマン特別賞も受賞するに至った。

10．再生型小口径人工血管の開発（平成 25年度）

現在の人工血管は、内径が 5mm 程度以上でなけ

れば長期には開存させられない。

冠動脈バイパスや下肢動脈バイパスに必要とされ

る小口径血管については 50 年を遙かに超える研究

にもかかわらず、初期血栓形成による塞栓を防ぐこ

とができなかった。

生体医工学部ではダチョウの頸動脈に脱細胞処理

を施し、さらに循環血液中の内皮再生に関与する細

胞群捕捉表面を構築することで、内径2mm長さ30cm

という臨床で使用可能なサイズの再生型人工血管
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の高い開存性を世界で始めて開発し

た。

JST 戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-

イノベ）の支援のもと、ミニブタ冠動脈バイパス術

での優れた長期開存性を達成するとともに、血管壁

再構築も実証した。

11．ワーファリンフリーで使用可能な人工弁の開発（平

成 25年度）

現在の機会弁はパイロライトカーボン製であ

り、その抗血栓性の低さから生涯のワーファリン

服用が必要となる。

生体医工学部では耐久性力学的安定性に極めて優

れた PEEK から機会弁を作製し、さらに PEEK 弁表面

には、埋込型人工心臓にも採用されている世界最高

の抗血栓性高分子（PMPC）を直接グラフト重合（基

材表面から高分子を生やす）することに成功した。

ミニブタ大動脈置換により、テーラーメイド型かつ

ワーファリンフリーの人工弁の作製に向けた前臨

床試験を進めている。

12．移植幹細胞の分布及び生死のモニタリング技術の開

発（平成 25 年度）

ヒト幹指針に従って多くの幹細胞移植が進め

られているが、移植後の幹細胞の運命を明確に

することはできない。

生体医工学部では、幹細胞内に安定に封入できる

新たな MRI 造影剤を開発した。

さらに、細胞が死滅した場合にはその造影剤が尿

中へと排泄される分子設計を施すことで、移植幹

細胞の生体内分布と生存率を MRI によりトラッ

キングすることに成功した。

これまで、ラットを用いた実験を進めてきたが、

平成 25 年には臨床で使用可能な物質のみから新

たな造影剤を作製することに成功し、将来的な臨

床応用に向けた大きな進歩を遂げた。
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13．DNCS 薬剤の開発（平成 25年度）

LDL 、β２ミクログロブリン、リウマチ因子な

ど、血中に存在する病因物質は枚挙にいとまがな

い。

生体医工学部では、これらの分子を直接肝臓に誘

導して分解・体外排泄させるための新たな創薬概

念である Drug Navigated Clearance System を

発案し、平成 25 年度にその特許が成立した。

さらに、in vitro 研究及びマウスを用いた Proof

of Concept 研究を進め、生体内病因物質を速やか

に肝臓へと集積させる事に成功した。 さらに、

様々な疾患モデル動物への適応拡大を進める計画

である。

14．動圧浮上方式の高耐久性ディスポ遠心ポンプの開発

推進（平成 25年度）

ディスポ血液ポンプとしては世界初となる動圧

浮上方式の高耐久性ディスポ遠心ポンプの開発を

進め、現在体外循環用として薬事申請の準備を進め

ている。

さらに、この新規開発遠心ポンプを用いた簡易左

心バイパスシステムの開発を進めており、人工心臓

治療で新たな臨床ニーズとして重要性を増してき

た Bridge to Dicision 用の世界初のシステムとし

て、早期・探索的臨床試験拠点整備事業における中

核シーズ研究として、1年以内の医師主導治験の実

施および引き続く製品化を目指している。

15．信頼性保証システムの運用開始（平成 25 年度）

早期・探索的臨床試験拠点として、当センターが

信頼性の高い動物実験を行うことができるように、

信頼性保証システムを構築して運用を開始した。

このシステムの管理下にて行われる非臨床試験

は、そのまま薬事申請の為の書類として使用するこ

とも可能であり、当センターにて行う非臨床試験の
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信頼性が向上するものと考えている。

16．生活習慣病の早期診断につながる低侵襲医療機器の

開発（平成 25年度）

循環器疾患発症高危険群である生活習慣病は、自

覚症状に乏しく初期には気が付きにくい。動脈硬化

予防のために早期診断が重要であるが、痛みを伴う

等侵襲性が強い検査は敬遠され、また頻回に施行す

ることは困難である。

そこで糖尿病代謝内科では研究開発基盤センタ

ー知的資産部と連携し、新たな医療機器開発を目指

す企業とともにより低侵襲の生体指標測定方法の

開発や非侵襲的内臓脂肪量計測装置の臨床応用に

関する研究を進めている。

17．革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等実用化促

進事業（平成 25 年度）

平成 24 年度より選定され、PMDA の医療機器審査

官と交流を開始した。

今年度からは当センターの医師 1 名を PMDA に派

遣し、医療機器審査に従事している。

また、今年度は当センター人工臓器部の研究者

が、PMDA の若手審査官を対象としてセミナーを開

催した。

18．脳動脈瘤治療用のカバードステントの新規開発

（平成 25年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、厚生労働科学研

究費補助金 健康長寿社会実現のためのライフ・イ

ノベーションプロジェクト「Bridge to Decision

を目的とした超小型補助循環システム並びに頭蓋

内・心血管治療用の新規多孔化薄膜カバードステン

トに関する医師主導型治験及び実用化研究」（H23-

実用化(臨床）-指定-003）（主任研究者：峰松一夫、

分担研究者：飯原弘二、佐藤 徹、中山泰秀 他）

にて、生体医工学部医工学材料研究室と共同で、脳
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動脈瘤治療用のカバードステントの新規開発を進

めている。

今年度はカバードステントの最終デザインを決

定し、イヌおよびウサギを用いた非臨床試験の予備

試験（ステントの蛇行血管内通過性実験、動脈瘤モ

デルへの留置による閉塞実験およびウサギ大動脈

留置での分枝開存試験）を終了、非臨床本試験をス

タートさせた。

また医師主導治験のプロトコール作成も開始し

ており、来年度は最終非臨床試験の終了および結果

確認、医師主導治験のプロトコール完成、治験届の

提出を行い、可及的早期に医師主導治験を開始する

予定である。

19．血流シミュレーターの開発推進（平成 25 年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、科学研究費助成

事業（学術研究助成基金助成金（基盤研究 C））「血

流シミュレーターによる治療困難な脳動脈瘤に対

するバイパス併用術支援技術の確立」（24592150）

（研究代表者：片岡大治）にて、画像診断医学部及

び早稲田大学理工学術院、埼玉大学理工学研究科と

共同で治療困難な脳動脈瘤に対するバイパス併用

術の精度を高めるための血流シミュレーターの開

発を行っている。

20．精密心臓レプリカの作成（平成 25年度）

産学連携により、患者個人の MSCT 画像データか

ら超精密３D プリンターである光造形法と最新式

の真空注型法をハイブリッドさせた世界に先駆け

た手法により「精密心臓レプリカ」の作成技術の開

発研究を行った。

この方法は、心臓の構造が複雑でその３次元的な

理解が手術の成否を左右する「先天性心疾患」の手

術シミュレーションツールとして有用である。

このことにより平成 25 年９月には、共同開発し

ている民間企業が日本政府主催で２年に 1 回開催
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される「日本ものづくり大賞」の最高位である「内

閣総理大臣賞」を受賞した。

この方法は、小児の心疾患に留まらず、脳血管疾

患、肺や腹部臓器の内視鏡手術のシミュレーターと

して、大動脈瘤のステント治療のシミュレーター、

経皮的僧帽弁クリッピング治療のシミュレーター、

ダビンチ手術機器のシミュレーターとして、既に多

方面から引き合いがあり、臨床応用に到達すること

を目標に引き続き研究開発を行っている。

21. 創薬戦略プロジェクト（平成 25 年度）

1)医薬基盤研究所との連携に向けた秘密保持契約

の締結

創薬支援ネットワークを活用し、コーディネー

ターによる創薬シーズ開発の支援を受け、コーデ

ィネーターの定期訪問を実現し、相談体制を構築

する等の革新的な医薬品開発に向けた医薬基盤

研究所との連携に向けて秘密保持契約を締結し

た。（H25.11.1）

2)創薬戦略プロジェクトチーム会議の開催

当センター内に設置した創薬戦略プロジェク

トチームを招集し、医薬基盤研究所の創薬支援ネ

ットワークの活用や創薬に向けた研究における

問題点について議論を行った。

（H25.11.6）

3)創薬シーズの登録と医薬基盤研究所コーディネ

ーターによるヒアリング

当センターの医薬基盤研究所に登録するシー

ズ候補として 15 件を選定した。

最終的にシーズ保有研究者と相談した結果、6

件を医薬基盤研究所に登録することとなり、コー

ディネーターによるヒアリングが実施された。

（H26.1.）
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4)医薬基盤研究所支援課題の決定

最終的に以下の 2 課題について、医薬基盤研究

所の支援を受けることを決定した。今後、基盤研

コーディネーターの支援を受けながら化合物ス

クリーニング等の段階に発展していくものとす

る。

①TRPV2 を標的とした筋変性疾患新規治療薬

筋ジストロフィーを標的疾患とし、最終的には

拡張型心筋症への応用を検討する。

②抗血液凝固薬 LOX-1 阻害薬

LOX-1 機能を抑制することによる新しい抗血

液凝固剤を提供する。

22. 循環器病統合情報センター及び創薬オミックス解

析センターを設置するなど、戦略的に研究推進体制

を整備した。（平成 26 年度）

23.同志社大学と教育・研究・医療に関わる交流等を

促進するための包括協定を締結して、医工連携を

推進した。(平成26年度)

24.関西大学と教育・研究・医療に関わる交流等を促進

するための包括協定を締結して、シンポジウムを共催し

た。(平成 26 年)

来年度には、連携推進協議会を開催して、医工連携・

産学官連携、健康医療のまちづくりを推進していく。

25.ヒト羊膜由来間葉系幹細胞の製剤化と医師主導治

験・企業治験開始(平成 26 年度)

ヒト羊膜由来間葉系幹細胞の治験薬GMP製造を行

い、北海道大学臨床研究開発センターを中心とし

た急性GVHD・クローン病に対する医師主導型治験

（文科省橋渡し研究採択事業）及び㈱カネカを中

心としたこれら疾患に対する企業治験（JST産学

共同実用化研究事業）を開始した。

26. ヒト羊膜由来間葉系幹細胞の製剤化と医師主導治
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(２)均てん化に着目した研究

①医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り、臨床

評価指標の開発並びに診断・治療ガ

イドライン等の作成及び普及に寄与

する研究を推進する。

循環器病に対する医療を担う高度か

つ専門的な技術を持つ人材育成を図

るため、系統だった教育・研修方法

の開発を推進する。

（２）均てん化に着目した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

ア インディケーターの開発

医療機関において広く使用される診

断・治療ガイドライン等の作成に寄与

するため、救急医療、急性期治療から

回復期リハビリテーションに至るま

で、地域医療の質を全体として、かつ

客観的に評価する体制を整備する。

験・企業治験開始(平成 26 年度)

再生医療部では、周産期・婦人科と共同で、胎児付

属物である羊膜から得られる間葉系幹細胞の樹立

とその製剤化を目指した培養技術開発を、当センタ

ーセルプロセシングセンター（CProC）にて行った。

平成 26 年度は、先進医療・治験推進部の協力のもと、

北海道大学臨床研究開発センターを中心とした急性

GVHD・クローン病に対する医師主導型治験（文科省

橋渡し研究採択事業）及び㈱カネカを中心としたこ

れら疾患に対する企業治験（JST 産学共同実用化研

究事業）を立ち上げ、平成 27年度中の治験開始を目

指している。

更に、同製剤を用いた心不全、肝硬変に対する治療

応用研究を展開している。

（２）均てん化に着目した研究

①医療の均てん化手法の開発の推進

ア インディケーターの開発

1. インディケーター開発の推進

①国内いずれの地域においても、継ぎ目の無い脳卒

中医療の実現に向け、脳卒中医療の均てん化に必

要な手法を開発、推進するため、研究が開始され、

脳卒中地域医療に関する全国実態調査結果と文

献レビューによる科学的根拠に基づく「我が国の

医療事情に即した脳卒中急性期インディケータ

ー案」を（共同研究）策定した。（平成 22 年度）

②循環器病研究開発費 22-5-2 において、多施設共

同研究 Q-TASK 研究により集積した急性心筋梗塞

4,000 例、脳卒中 12,000 例、クモ膜下出血 600

例の登録データにより、急性心筋梗塞における重

症度を考慮した、診療の質を評価するためのイン

ディケーターの解析を推進した。
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（平成 23年度）

③レジストリー情報室において開発した院内症例

登録システムを用いて、急性非代償性心不全、院

内心停止症の疾病登録データベースを用いて、予

後を規定するインディケーターの解析を推進し

た。（平成 23 年度）

④急性期脳卒中例に対するインディケーター13 項

目を策定し、日本全国 55 施設を対象としたイン

ディケーターの検証と医療経済学的な分析を行

った。（平成 24年度）

⑤循環器看護の特徴としてモニター監視・神経サイ

ンの観察などに焦点を当て、循環器看護のインデ

ィケーターとなりうる項目の抽出に取り組んで

いる。（平成 24年度）

⑥一過性脳虚血発作 (TIA)の診療マニュアルの作

成（平成 25 年度）

厚生労働科学研究費補助金による「一過性脳虚血

発作（TIA）の診断基準の再検討、並びにわが国の

医療環境に則した適切な診断・治療システムの確立

に関する研究」（研究代表者 峰松一夫）では、国

内外のガイドラインや論文、及び本研究班の 3 年間

の研究成果を基にして、当センターが中心となって

TIA の診断基準の見直し及び診断・治療に関する診

療マニュアルの作成を行った。

⑦地域生活習慣病実態調査研究（平成 25 年度）

循環器病の1次予防・2次予防のためには、各危

険因子をガイドラインに沿って管理する必要が

あり、また危険因子管理の実態に関して継続的に

モニターする体制構築が必要である。

しかしながら、これらを地域医療全体として評

価する体制は不十分である。

糖尿病・代謝内科では、2次医療圏全体におけ

る危険因子管理の実態を保険薬局において調査
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イ 人材育成に関する研究の推進

高度かつ専門的な技術を持つ人材育成

を図るため、循環器医療の均てん化に

資する系統だった教育・研修システム

の開発、人材育成ツールの開発を推進

する。

する仕組みを地域の薬剤師会と協力して考案し

た。

この結果、循環器病予防の危険因子管理におい

て地域医療の質を全体として、かつ客観的に評価

する体制が構築されつつある。

実際、例えば糖尿病患者において、血圧・血糖

・コレステロールがガイドラインどおり管理され

ている割合は各約4～5割程度であり、地域におい

て循環器病予防が十分でないことが示されてい

る。

イ 人材育成に関する研究の推進

1. 橋渡し研究を行うための基盤となる人材の採用

や育成（平成22年度）

厚生労働科学研究費補助金にて「革新的医療

機器・医療技術創生にかかる国際的臨床研究支

援のための基盤整備研究」及び「循環器病治療

機器の医工連携による研究開発・製品化・汎用

化を実現するための基盤整備に関する研究」に

採択され、治験コーディネーター（CRC）や臨床

研究コーディネーター及び橋渡し研究を行う為

の基盤となる人材の採用や育成を行った。

また、近畿経済産業局事業「創造的産学連携

事業」に採択され、知的財産権管理・活用に係

る人材育成にも取り組んだ。

2．レジデントのカリキュラムの拡充（平成23年度）

日本の成人先天性心疾患患者の診療体制は、欧

米より約20年の遅れをとっているのが実情で、現

在日本循環器学会を通して循環器内科医師のこ

の診療領域への参画を強く要求すると共に、成人

先天性心疾患に対する若手循環器内科医師の教

育研修体制を拡充した。

3．トレーニングセンターでの医療従事者のスキルトレ

ーニングの実施（平成 24年度）

医療クラスター棟のトレーニングセンターに

おいて、当センター医療従事者のスキルトレー

ニングを平成24年度としては年間約200回（医師

約20回、看護師約160回、臨床工学技士約20回）
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施行した。

臨床現場とほぼ同等の環境、設備、機器を備え

たトレーニング室でトレーニングを行うことで

、患者へ質の高い治療や処置を提供することに

貢献し、医療事故の防止にも繋がっており、実

施数は年々増加傾向に有る。

4．新人看護職員の卒後臨床研修のアウトカムを分析（平

成 24年度）

平成 21 年 7 月に「保健師助産師看護師法及び看

護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改

正する法律案」が可決･成立し、平成 23年 2月に出

された「新人看護職委員研修ガイドライン」に基づ

き、到達目標評価を行った結果、経験できる技術内

容に偏りが見られた。

そこで、技術内容の偏りを標準化するために院内留

学を取り入れ、研修成果を得た。

また、3ヶ月ごとの評価を分析しアウトカム評価

している。

5．センター全体における教育研修活動のサポート

（平成 25年度）

教育研修部では、本邦の循環器疾患の診療を牽引

する明日のリーダーを育成するために、必要な教

育・研修を行うための環境やシステムづくりをセン

ター全体として行っている。

また、教育・研修の「見える化」を通して、教育、

研修効果を客観的に評価することにより、学習効果

を高め、国際的な評価に耐えうるシステムづくりを

行っている。

今年度は各部門から研修に必要な機器の要望を

取りまとめ教育研修部教材等基盤経費を執行し、セ

ンター全体にわたる教育活動を推進している。

さらに、平成 24年 5月から導入した 3 台の教育・

研修ディスプレイは 75 以上のコンテンツを表示

し、センター内での研修情報の共有、部をまたがっ

た参加／出席を実現している。
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②情報発信手法の開発

循環器病に対する正しい理解を促進

し、患者・家族に対する支援の質を

向上させるため、医療従事者及び患

者・国民への啓発手法の研究を推進

する。

② 情報発信手法の開発

ア 国民、患者向け情報の提供循環器

病に関する理解を深め、日常の健康管

理を啓発するために、複雑な循環器疾

患の成因、病態、進行などに関して分

かりやすく説明する手法を開発し、教

科書的な知識、センターでの研究成果

に基づく知見を WEB 等で提供する。

6．国立循環器病研究センター胎児心臓病スクリーニン

グセミナーを開催（平成 25 年度）

胎児心臓病スクリーニング技術向上のための教

育システム普及のため、循環器病研究開発費

(25-4-4)「北摂地域における先天性心疾患スクリー

ニングと診断のシステム構築の研究」により、国立

循環器病研究センター胎児心臓病スクリーニング

セミナーを開催して医師、技師、助産師の技術と意

識の向上を図った。

7. 統計解析プログラム教育セミナーの実施

（平成 26 年度）

研究者を対象とした統計解析プログラムの基礎的知

識、及び使用方法の演習を目的としたセミナーを 4

回開催した。

8.臨床研究デザインに関するセミナーの実施

（平成 26年度）

ハーバード大学の生物統計担当教授を招聘し、研究

者を対象とした臨床研究デザインセミナーを3回開

催した。

②情報発信手法の開発

ア 国民、患者向け情報の提供

1．ホームページによる情報の提供（平成 22年度）

「病気について知りたい方へ循環器病情報サービ

スよくわかる循環器病（一般向け）」をホームペ

ージに掲示した。

循環器病の原因や治療方法、予防、日常生活の注

意など、さまざまな情報を提供している。

東日本大震災にあたっては、「たこつぼ心筋

症」、「エコノミー症候群」に関するトピッ

クスをウエブ（web）に掲載した。

2．公開講座等の開催（平成22年度）
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未成年者（中学生など）を対象とした脳卒中

啓発活動（学校訪問による啓発講義、授業カリ

キュラムへの組み込みを目指した話し合い）を

行った。

また、一般市民に対する「脳卒中を疑った場

合の早期受診」を啓発する公開講座を開催し、

多数の参加があった。

3．新聞へ寄稿等による情報発信（平成22年度）

情報発信として、五大新聞に疾病、検査、治

療、予防等について、医師等が寄稿又は取材に

より掲載された件数（時事ニュース除く）は13

件だった。

4．広告代理店によるスキルアップ研修、広報係の設

置（平成22年度）

当センターにおいて取り組んだ研究・医療の

提供等についての情報を、適時・的確に国民に

発信することができるよう、大手広告代理店に

よる役職員のスキルアップ研修を実施すると共

に、総務課に広報係を設置してホームページ・

広報誌等に円滑に反映させる体制を整備し、運

用を開始した。

5．Web サイトのリニューアル実施（平成 23年度）

利用者がより情報を見やすく、探しやすくする

と同時に、魅力的で情報発信力の高いホームペ

ージとするため、内容とデザインをリニューアル

した。

その結果、PV（ページビュー）の増加に繋がった。

（月平均）平成22年度 235,000 PV → 平成23年

度 336,000 PV

6．広報誌の発行（平成 23 年度）

患者向け広報誌「こくじゅん通信」を年 4回発行

した。

毎号 10,000 部を発行し、2,000 部を連携医療機

関・関連医療機関、8,000 部を患者に配布している。

①最新の脳卒中治療（vol.3）

②生活習慣病（vol.4）

③心臓血管外科の最新治療（vol.5）
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④心臓血管内科の最新治療（vol.6）

また、広報誌をホームページからも閲覧可能

にした。

7．「国循 市民公開講座」の開催（平成 23年度）

広く社会に向けて循環器病予防等を啓発する

取組みとして、年4回国循主催の「国循 市民公

開講座」を開催することとした。

第1回を平成24年3月11日大阪の千里ライフサ

イエンスセンターで開催した。

第1回のテーマは、「生活習慣病の改善で循環器

病を予防」であった。

第1部では健康チェック、生活習慣病相談などを

実施した。

第2部では「循環器病のための生活習慣病の予防

と治療」と題して、国循の医師5名が講演した。

なお、申し込み時点で定員に達し、275名が参加

した。

その他、多数の各部門主催の市民公開講座を開催

している。

①「脳卒中予防の秘けつと最新治療－あなたと

家族を脳卒中から守るために－」（7月10日）

②「心臓病の予防・治療・リハビリと運動療法

－いきいきと生きるコツ」（7月18日）

③「心筋梗塞の危険度 －TAKE！ABI 2011−」

開催（9月19日）

④「足の血圧で分かる脳、「一過性脳虚血発作

TIA」（1月14日）

⑤「脳卒中から身を守ろう」（2月5日）

⑥「心臓リハビリテーション」（2月12日）

⑦「心筋症について知ろう」（3月8日）

8．報道関係者への対応、「国循 プレスセミナー」

の開催（平成23年度）

報道関係者の循環器病に対する理解を深め、国

循スタッフとの良好な関係を構築するため、報道

関係者を対象とした「国循 プレスセミナー」を

開催した。

第一回プレスセミナーでは、「脳卒中の予防と最

新治療」､「心筋梗塞の予防と最新治療」の2つを

発表した。（10月27日）

第二回プレスセミナーでは、「脳卒中外科の最新

治療」を発表した。（2月29日）
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さらに、循環器病に関する知見や、科学的根拠

に基づく診断法、治療法などについて広く国民に

対して情報提供を行っていくために、積極的なプ

レスリリースを実施した。（平成23年度 41件）

（特に反響が大きかったプレスリリース）

①夏の脳梗塞予防－脱水や夏かぜに注意

（6月23日）

②冬場は心筋梗塞による心停止が増加

（10月27日）

③子どもの心臓拍動を調節する新しいタンパ

ク質の発見（7月6日）

9．国循減塩レシピの料理教室を開催（平成23年度）

当センターの病院食は、普通食が1日6ｇ未満

の減塩食であるが、調理師・栄養士の創意工夫

によって患者から「美味しいという」評価をい

ただいてきた。

その減塩レシピを社会に普及させるため、複数

回の料理教室を開催し、（10月1日､6日､3月31日）

WEBを利用した「国循減塩レシピ」の配信を企業

と提携し行った。

10．東日本大震災被災地における循環器病予防対策

（平成23年度）

被災地での発症が懸念された「エコノミークラ

ス症候群」や「たこつぼ型心筋症」について注意

喚起を実施した。

また、現地調査に基づき、高血圧症対策などの必

要性を提言した。（第1回 ～ 第3回）

さらに現地での循環器病予防啓発のための市民

公開講座を実施した。（11月29日､2月5日）

11．患者情報室・患者用図書室の開設（平成23年度）

患者や家族の自己決定の支援等を目的とする

「健康情報ひろば－ふじ－」を開設した。

医療情報リーフレットの提供や、医学・一般図

書の閲覧、インターネット利用端末の設置など、

病院ボランティアの協力を得て運営した。

12．「国循の美味しい！かるしおレシピ」を出版

（平成 24年度）

「減塩なのにおいしい」と好評であるオリジナル

減塩メニューを紹介したレシピ本「国循の美味し
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い！かるしおレシピ～0.1ml まで量れる！かるしお

（軽塩）スプーン 3 本セットつき」（セブン＆アイ出

版）を、12 月 11 日（火）より全国の書店にて発売

した。

世界的にみても日本人の食塩摂取量は約 11g／日

と高く、成人の 3 人に 1 人、高齢者の 3 人に 2 人は

高血圧と診断されている。

高血圧は脳卒中や心臓病につながりやすく、高血

圧の予防と治療は国民的な課題である。

当センターでは平成 17年から、1 日の塩分摂取量

が合計 6 グラム未満（1食 2g 未満）となる減塩食を

入院患者さんに提供している。

この減塩食は京都の割烹などで修行した調理師長を

中心に、京料理の手法を取り入れて独自メニューを

開発したものである。

退院された患者さんからは「あの食事を家庭でも食

べたい」と要望が多数あった。

今回のレシピ本は、減塩食の必要な患者さんだけで

はなく、幅広く塩分を控えた食生活に関心がある一

般の方までを対象に制作し、健康寿命を延ばす適切

な食生活のガイドとして活用してもらえると考えて

いる。（紀伊国屋書店全国 1 位 2/26POS 売上速報、

Amazon 総合 1位 2/26～3/1）

13．公開講座「健康づくり講話」の開催

（平成 24年度）

震災被災地における循環器病予防活動として、岩

手県野田村において、減塩や運動などについて講演

を行った。（11月 9日）

14．包括的脳卒中啓発プログラムの作成

（平成 24年度）

自治体、医療・福祉機関、企業、教育機関等

での脳卒中啓発を実施する団体が利用可能な啓

発コンテンツとして、脳卒中発作に関する啓発

動画を制作した。

この啓発動画は、科学的エビデンスに基づいた

正確な知識提供を行うことを大前提として、一
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般市民が関心を寄せ、かつ理解しやすいストー

リーとすることを特徴として開発された。

そして、上記の啓発動画を中心に、研究協力

者である当センターが開発した中学生を対象と

した啓発ツール（アニメ、漫画など）､（社）日

本脳卒中協会がこれまでに制作した各種小冊子

やチラシ、平成19年～平成23年にかけてAC ジャ

パンが制作した脳卒中啓発動画や広告等多彩な

脳卒中啓発ツールを組み合わせて、子供から高

齢者まで幅広い年代に対応しうる包括的脳卒中

啓発プログラムを自治体（栃木県）と共同開発

した。

15．「続 国循の美味しい！かるしおレシピ」の出版及び

ムック本「美味しい！かるしおレシピ春」の監修

（平成 25年度）

1 日の塩分摂取量が合計 6 グラム未満（1 食 2ｇ

未満）となる減塩食で低カロリーの当センター病院

食のレシピ本「国循の美味しい！かるしおレシピ」

が 25 万部を超えるベストセラーとなったことを受

け、続編となる「続国循の美味しい！かるしおレシ

ピ」を平成 25年 12 月に出版した。

初版 6万部を発行し、すぐに 2 万部が増刷される

など大きな反響があった。

また、当センターが全面的に監修したムック本

「美味しい！かるしおレシピ春」（著者：セブン＆

アイ出版）が平成 26 年 3月に出版された。

従来の書籍よりも安価で購入できるムック本の

出版により、さらに減塩の重要性が広まることが期

待される。

16．国循のご当地かるしおレシピプロジェクト S-1g

（エス・ワン・グランプリ）大会」を開催

（平成25年度）

減塩の重要性を継続して普及していくことな

どを目的に、「国循のご当地かるしおレシピプロ

ジェクト S-1g（エス・ワン・グランプリ）大会」

を企画した。

8～10月、各地の特産品を活用した減塩レシピ

を募集したその結果、全国から355件の減塩レシ
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イ 医療従事者向け情報の提供

ａ．主要な循環器疾患について

学会等との連携、センターの研究成

果に基づき、主要な循環器疾患の標

準的な診療技術に関する情報を集

積、提供する。

ピの応募があり、一次選考で選ばれた24レシピが

1月23日の最終選考会（大阪 相愛大学）に挑んだ。

最終選考会の参加チームは、プロの料理人、保健

所のスタッフ、または高校生など様々な立場から

の参加であったが、各々が真摯に減塩レシピに取

り組み、試食審査を経てグランプリ等の受賞者を

決定した。

グランプリ受賞者は、東日本大震災被災地から

参加の岩手県久慈保健所チーム。今後、各地元で

の食生活改善に向けた取組みが期待される。

イ 医療従事者向け情報の提供

a．主要な循環器疾患について

1．フォーラムの開催（平成 22年度）

当センター脳神経外科では、年に 2回脳血管フォ

ーラムを開催し、若手の術者教育に 3D ビデオ技術

を応用した試みを開始した。

今後 3D 手術ビデオのライブラリー化を行う。

2．カテーテル治療手技の教育講演（平成 23年度）

当センター小児循環器部では、先天性心疾患カテ

ーテル治療を全国で最も多く行っている施設と

して（年間 250 症例）、カテーテル治療手技のデ

モンストレーションや教育講演など多数行って

きた。

また、全国から多数の小児科医や循環器内科医が

当センターでのカテーテル治療を見学に訪れた。

3．国内外の循環器疾患の治療に関するガイドラインに

参画（平成 23年度）

日本医学放射線学会ガイドラインの急性期脳梗

塞／森田奈緒美、閉塞性動脈硬化症／東 将浩がそ

れぞれ参画した。

また、アジア心臓血管画像学会に小児循環器画像

診断／神崎 歩が参画した。

4．第 1 回胎児心臓超音波セミナーを開催
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③高度先駆的及び標準的予防、診断、

治療法の開発の推進

循環器病に対する高度先駆的な予

防、診断、治療法の開発に資する研究

を推進する。

また、既存の予防、診断、治療法に

対する有効性の比較等、標準的予防、

診断、治療法の確立に資する研究を推

進する。

また、高度先駆的な予防・診断・治

療法の開発の基盤となる、バイオリソ

ースや臨床情報の収集及びその解析を

推進する。

④医薬品及び医療機器の開発の推進

「新成長戦略（基本方針）」（平成 21

年 12 月 30 日閣議決定）においては、

ライフ・イノベーションによる健康大

国戦略として、革新的な医薬品、医療・

介護技術の研究開発・実用化の促進が

求められている。

この趣旨を踏まえ、循環器病に関す

る研究成果等を安全かつ速やかに臨床

（平成 24年度）

胎児心臓超音波の初心者である産科医師、助産

師・看護師、検査技師を対象として、基礎的な内容

の心臓超音波セミナーを開催した。

（12月 1日、3月 16 日）

5．小児関連実務研修を実施（平成 24 年度）

小児薬物療法認定薬剤師制度の必須実務研修受

入施設として登録し、全国から薬剤師 10 名を受け

入れ、小児関連実務研修を実施した。

6．関西心臓リハビリテーション研究会の立ち上げ

（平成 24年度）

関西心臓リハビリテーション研究会を幹事施設

として立ち上げ、第 1 回研究会(平成 25 年 2 月 23

日)として約 170 名の医師・コメディカルの参加を

得て、一般演題セッション・シンポジウム・教育講

演を開催した。

7．医療機器事業化における薬事対応について大阪商工

会議所と共同でセミナーを開催（平成 25 年度）

当センターは、平成 24年度から厚労省の「革新

的医薬品･医療機器･再生医療製品実用化促進事

業」の実施機関のひとつに選定されており、革新

的な技術による医療機器の実用化に向け、その審

査に必要なガイドラインの早期作成に資する研究

を行うとともに、審査にあたる医薬品医療機器総

合機構（PMDA）と人材交流を行い、研究成果を共

有することで新しい技術に対応する審査の迅速化

と安全対策の充実を目指している。

一方、大阪商工会議所は、ここ１０年来医療機

器開発振興および事業化支援に注力しており、新

規参入型の企業を含め、医療機器事業化を目指す

企業の薬事対応支援等も実施してきている。

今回大阪商工会議所共同主催のセミナーを開催

し、多様な医療機器の開発が進展することを目的
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現場へ応用するために、医薬品及び医

療機器の治験（適応拡大を含む。）、特

に高度に専門的な知識や経験が要求さ

れる等実施に困難を伴う治験・臨床研

究の実現を目指した研究を推進する。

また、海外では有効性と安全性が検

証されているが、国内では未承認の医

薬品、医療機器について、治験等臨床

研究を推進する。

これらにより平成21年度に比し、

中期目標の期間中に、臨床研究実施

件数（倫理委員会にて承認された研

究をいう。）及び治験（製造販売後

臨床試験も含む。）の実施件数の合

計数の5％以上の増加を図ること。

ｂ．希少な循環器疾患について

センターの症例経験に基づき、希少

な循環器疾患の病態や診療技術につ

いて解説する。

とした医療機器分野に焦点をあてた薬事対応およ

び治験に関する戦略等、実例をあげて具体的な情

報提供を行った。

8．シンポジウム「日本の成長戦略としての医療機器開

発」を開催（平成 25 年度）

当センターは、平成 23年度に「早期・探索的臨

床試験拠点整備事業」に選定され、選定された 5

施設のうち唯一医療機器の開発を手がけており、

有望な医療機器シーズを世に出すための開発支援

体制や、新しいシーズが育っていく環境を整備す

るための拠点整備を進めているが、事業の一環と

して「日本の成長戦略としての医療機器開発」を

テーマとしたシンポジウムを開催した。

b．希少な循環器疾患について

1．ホームページによる情報の提供（平成 22年度）

小児循環器科の原発性肺高血圧、アイゼンメンゲ

ル症候群や肝門脈性肺高血圧など類縁疾患、肺動静

脈瘻など稀少な肺循環疾患についてホームページ

に掲載した。

また、従来比較的希少と考えられていた脳動脈解

離が実際は相当の頻度を有することを含めて、脳動

脈解離に関する全国共同研究を循環器病委託費研

究で取り組み、ホームページにも研究班の成果を掲

載した。

2．心筋症患者コホートの作成、診断基準の策定に貢献

（平成 23年度）

臨床研究部長は、難治性疾患克服研究事業のうち

心筋症班の班長として、心筋症患者コホートの作

成、診断基準の策定に貢献した。

また、市民公開講座を開催して国民に広く心筋症

の現状について伝達した。

3．希少な遺伝性循環器疾患の診断的遺伝子解析の実施
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（平成 23年度）

分子生物学部は、センターで多くの（国内随一）

の患者を管理し、国内の他機関で行い得ない、診断

的遺伝子解析を遺伝性（若年性）大動脈疾患、肺血

管高血圧症、遺伝性毛細血管拡張症などについて、

平成 23 年度に総計 300 例以上について実施し、セ

ンター内のみならず、全国の診療に資する技術提供

とその普及に寄与する活動を行った。

4．肺高血圧症治療ガイドライン作成の推進

（平成 24年度）

日本循環器病学会の委託を受け、肺高血圧症治療

ガイドラインの班長としてガイドライン作成の取

り纏めを行い、難治性疾患である本症の治療法啓に

努めた。

5．もやもや病の全国調査（平成 25年度）

脳血管部門（脳神経外科）は、厚生労働省の班会

議ウィリス動脈輪閉塞症調査研究分科会（班長 橋

本信夫）の主要構成メンバーとしてウィリス動脈輪

閉塞症（もやもや病）の全国調査、多施設共同研究

を推進している。

6．乳児特発性僧帽弁腱索断裂の全国調査

（平成 25年度）

生来健康な生後 4～6 ヶ月の乳児に突然の急性心

不全が発症し、約 10％の死亡率及び約 30％の機械

弁置換術が余儀なくされる「乳児特発性僧帽弁腱索

断裂」の全国調査を厚生労働科学研究費により行う

とともに、その病因解明のための基礎的研究を学術

振興会研究費により行った。

7．ヘパリン起因性血小板減少症のより的確な診断基準

の策定のための全国登録調査（HIT レジストリ）の

確立（平成 25年度）

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）は、循環器
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ウ．科学的根拠に基づく政策提言の

実施に資する研究の推進

科学的根拠に基づく政策提言の在り

方、手法について検討するための体

制を整備する。

治療に必須な抗凝固薬であるヘパリンが、免疫学的

機序により患者の約半数が血栓塞栓症を誘導する

という重篤な合併症（希少疾病）である。診断基準

を策定するために、HIT 疑い症例の全国登録調査を

実施し、すでに全国 193 施設から 400 症例を超える

症例が登録されている。

また、特異度の高い機能的測定法を一般化すべく

研究所と共同研究を進めている。

これらの結果に基づき、関連学会と連携し HIT

のより的確な診断基準、治療指針の策定を目指して

いる。

8. 心サルコイドーシスに関する院内レジストリ（臨

床情報）ならびにバイオリソース（生検標本）を

突合し、解析結果を論文公表した。

（平成26年度）

ウ 科学的根拠に基づく政策提言の実施に資する研究

の推進

1．健康寿命の推進についての研究（平成 22年度）

研究企画整備室で研究戦略に係る企画・立案

及び実施、研究を評価する体制の整備を進め

た。

循環器病の予防と早期診断、迅速な治療によっ

て“健康寿命をどう推進するか、科学的根拠に

基づき医療政策提言をしていく。

2．院内心停止に関する研究（平成22年度）

科学的根拠に基づくガイドラインに引用され

うるエビデンスレベルの高い研究として、厚生

労働科研費により、院内心停止に関する多施設

共同登録と、院外心停止に対する治療的低体温

療法に関する多施設共同登録を実施し、いずれ

も結果を論文化し公表した。

3．急性期脳卒中に関する研究（平成 22年度）

当センターで主宰した急性期脳卒中に関する多

施設共同研究の成果に基づいて、下記の提言を行

った。
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(1)心肺蘇生ガイドライン（日本蘇生協議会・日

本救急医療財団）の作成に貢献した。

(2)tPA 静注療法の治療可能時間延長（発症後 4.5

時間まで）を日本脳卒中学会を介して、厚労

省へパブコメとして提言した。

延長に向けた、具体的な動きが始まってい

る。

(3)急性期脳出血降圧薬としてのニカルジピンの

添付文書改訂を、複数関連学会を介して厚労省

へ提言した。

改訂に向けた具体的な動きが始まっている。

(4)経皮経管的脳血管回収機器 MERCI の国内承認

にあたって、国内ヒストリカルコントロール

データとして引用され、デバイスラグの抑止

に貢献した。

4．高血圧診療における家庭血圧の応用についてのガ

イドラインである家庭血圧測定の指針（日本高血圧

学会）の作成に関わった。（平成 23年度）

5．日本循環器学会の診療ガイドライン作成班に参画し

た。（平成 23 年度）

（急性心不全ガイドライン、ST 上昇型急性心筋梗

塞ガイドライン）

6．日本循環器学会の「心筋炎」のガイドライン作成に

国循も参加しており、平成 23 年度は改訂版及び海

外向けの英語版を発表した。（平成 23 年度）

7．大規模の住民集団観察研究を実施（平成 23 年度）

平成 17 年 1 月から平成 20 年 12 月の消防庁の全

国統計データであるウツタイン統計を用い、大規模

の住民集団観察研究により、院外心源性心停止の月

別、季節性の変動が有意であることを明らかにし
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た。

心源性心停止は冬季に多く、気温との相関を認め

たが、それ以外の要因による季節性変動への影響も

示唆された。

この結果はアメリカ循環病学会で報告するとと

もに、朝日新聞、日経新聞、時事通信による全国配

信により中国新聞など地方紙、ＮＨＫで報道され、

本院院長の報道ステーションでのインタビューな

どでも大きく取り上げられた。

震災地域の寒冷対策の重要性のエビデンスとし

ても提言された。

8．ガイドラインの策定等（平成 24年度）

(1)重症脳卒中における生命倫理、尊厳死問題等

に関してのガイドラインを作成した。

（循環器病研究開発費 22-4-1）

「急性期脳卒中無輸血治療希望事例対応マニュ

アル」を作成し、社団法人日本脳神経外科学会

及び一般社団法人日本脳卒中学会の承認を得、

各々の学会雑誌、ホームページ等上に公表され

た。

「代諾者不在時における rt-PA 治療適応につい

てのマニュアル」を作成した。

本治療法の可否に関する病院の方針が確定し

ており、かつ診療チームによる合議で、「当該

症例において本治療を行うことが、行わない場

合よりも患者利益の観点で明らかに勝ってい

る」と判断された場合に限り、治療し得るもの

と結論した。

本マニュアルは、日本脳卒中学会の「rt-PA 静

注療法適正治療指針第二版(平成 24年 10 月)」

作成に利用された。

(2)多施設共同研究による家族性高コレステロー

ル血症の診断基準作成
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病態代謝部は、大阪大学、京都大学、千葉大

学、日本医科大学などとの多施設共同研究に

より、家族性高コレステロール血症の実態を

調査し、日本人のための診断基準を作成して

Journal of Atherosclerosis and Thrombosis

に発表した。この内容は、「動脈硬化性疾患予

防ガイドライン 2012」に掲載された。

(3)遺伝性不整脈の診断基準・治療のガイドライ

ン・ステートメント作成に参加

当心臓血管内科の職員が、米国、欧州、アジ

アの 3 大陸の不整脈学会で合同作成する遺伝

性不整脈の診断基準・治療のガイドライン・

ステートメント作成メンバーとなった。

(4)国内の循環器疾患の治療に関するガイドライ

ンに参画

日本循環器学会ガイドラインの急性冠症候群

（2012 年改訂版）/石原正治、ST 上昇型心筋

梗塞（2013 年改訂版）/石原正治がそれぞれ

参画した。

(5)肺高血圧症治療ガイドライン作成班の班長に

就任

日本循環器病学会の委託を受け、肺高血圧症

治療ガイドラインの班長としてガイドライン

作成の取り纏めを行い、難治性疾患である本

症の治療法啓蒙に努めた。

(6)一過性脳虚血発作 (TIA)の診断基準の見直し

および診療マニュアルの作成

厚生労働科学研究費補助金による「一過性

脳虚血発作（TIA）の診断基準の再検討、なら

びにわが国の医療環境に則した適切な診断・

治療システムの確立に関する研究」（研究代表

者 峰松一夫）では、国内外のガイドライン
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や論文、および本研究班の 3 年間の研究成果

を基にして、TIA の診断基準の見直しおよび

診断・治療に関する診療マニュアルの作成を

行った。

(7)心筋症ガイドラインの策定

心筋症ガイドラインを当センター・榊原記念

病院（友池前病院長 主任研究者）が主体と

なって策定した。

(8)革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等

実用化促進事業

今年度より上記事業に選定され、PMDAと

の人材交流を実施した。

また、医療機器の評価ガイドラインに資す

る研究として、補助循環装置開発ガイドラ

インの検討、および高リスク医療機器の市

販前後における安全性評価体制に関する研

究に着手。

PMDAとも情報交換しつつ、規制当局および

厚生労働省への提言をまとめる予定。

(9)国際脳卒中会議で発表を実施

脳血管部門（脳神経外科）では、厚生労働

省科学研究費「包括的脳卒中センターの整

備に向けた脳卒中の救急医療に関する研究

」（H22-心筋-一般-001）（研究代表者:飯

原弘二）の研究成果に基づき、我が国のあ

るべき脳卒中医療のあり方についての政策

提言を行っている。また、研究成果につい

ては日本脳神経外科学会、国際脳卒中会議

（International Stroke Conference）で発

表を行った。

(10)脳卒中治療ガイドライン2015の策定

一般社団法人日本脳卒中学会は、「脳卒中

治療ガイドライン2009」の改訂に着手した。

その中で最も重要な「脳梗塞・TIA班」の班

長に副院長の峰松が、またそのreviewerに

橋本総長が指名された。

この他にも、当センターから10名の委員、

実務担当者が指名された。
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これは、単一施設として国内最多である。

3回目となる今回の改訂版は、平成27年に刊

行予定で、これに向けた作業が始まった。

(11)高血圧治療ガイドライン作成の推進

日本高血圧学会高血圧治療ガイドラインの改

訂版（JSH2014）に作成委員として参画し、治

療抵抗性高血圧を担当してエビデンスを収集

している。

(12)その他ガイドラインの作成等

①ST 上昇型急性心筋梗塞の診療に関するガイド

ライン・改訂

②冠攣縮性狭心症の診断と治療に関するガイド

ライン・改訂

③災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイド

ライン（日本循環器学会・日本心臓病学会・日

本高血圧学会合同）作成

④日本心臓核医学会、心サルコイドーシス診断に

おける PET 診断ガイドラインの策定委員会へ

の参画

⑤日本医学放射線学会、画像診断ガイドライン・

改訂

⑥ Asian Society of Cardiovascular Imaging

(ASCI)、CHD (congenital heart disease) Study

Group

9．革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等実用化促

進事業（厚生労働省）（平成 25年度）

平成 24 年度に当センターが選定され、医療機器の

評価ガイドラインに資する研究として、補助循環

装置開発ガイドラインの検討と、高リスク医療機

器の市販前後における安全性評価体制に関する研

究を進めている。
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10. 大量出血における科学的根拠に基づく輸血ガイ

ドライン策定に関する研究（平成26年度）

厚生労働科学研究費医薬品・医療機器等レギュ

ラトリーサイエンス総合研究事業（医薬品等規制

調和・評価研究事業）として、心臓血管外科をは

じめとする大量出血を来しやすい疾患群の科学

的根拠に基づいた輸血ガイドライン作成のため

の研究を行っている。

厚生労働省策定の「血液製剤の使用指針」には、

大量出血時の対応について詳細な記載は少なく、

最新のエビデンスを吟味し、それらを反映させた

海外の最新のガイドラインなどとの整合性が取

れなくなりつつある。

本研究では、大量出血症例における科学的根拠に

基づいた輸血ガイドライン策定を最終目標とし、

まず、患者予後に大きく影響を与えると考えられ

る臨床的課題（クリニカルクエスチョン：CQ）を

設定し、Pubmed, Cochrane, 医中誌のそれぞれの

データベースを用いて、CQに関連すると思われる

文献について網羅的に検索行ったうえで、抄録を

吟味し、CQに関連すると考えらえる文献を選択し

た。

この一次スクリーニングの結果、Pubmedでは367

文献（16.3％）、Cochraneデータべースから59

文献（12.9％）、医中誌からは17文献（3.6％）

を抽出した。今後、二次スクリーニングとして、

入手した文献のエビデンスを系統的に検討（シス

テマティク・レビュー）すると共に、個々の文献

の当該CQに対する有用性を評価し、要約すること

で、各CQに対する診療ガイドラインを策定する。

エビデンスレベルに基づいた推奨グレードを設

定していく。

また、海外では、大量出血症例に承認されている

ものの、本邦では未承認であるフィブリノゲン製

剤の、国際共同多施設共同二重盲検ランダム化比

較試験に参画し、予定通り終了している。

今後、これら最新の科学的根拠に基づいた大量出

血症例に対する輸血ガイドラインを関連学会、厚

生労働省血液対策課と連携しながら、策定する予

定である。
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－４
高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

「新成長戦略（基本方針）」において日本発の革新的な医薬品、医

療・介護技術の研究開発を推進することが求められており、その中

で、研究と臨床を一体的に推進できる国立高度専門医療研究センタ

ーは、「臨床研究・治験活性化５ヵ年計画」において世界最先端レ

ベルの個別化医療の実用化に向けバイオバンクを整備するなど、バ

イオリソースを活用した研究を推進することとされ、これらの研究

成果の活用を前提として、高度先駆的な医療を提供していくこと

は、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

予算額（千円） － － － － －

決算額（千円） － － － － －

経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ａ
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＜評定に至った理由＞

現行指針が示される前の中期目標のため定量的指標は設定されていない

ものの、高規格ドクターカーによる搬送件数（平成２４年度運用開始。１

２７件→２６年度１５７件(123.6%)）、慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対す

る経皮的肺動脈形成術件数（平成２２年度１例→平成２６年度４４例

(440.0%)）の増を図り、カテーテルを用いた低侵襲的医療、3Ｄ-ＣＧモデ

リング法等の臨床への応用による先駆的医療の実施、冠動脈壁「不安定プ

ラーク」の非侵襲的描出成功による手法意義の確立、アジア太平洋地域初

のハイブリッド手術室システムを整備するなど、所期の目標を上回る成果

が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）
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2．医療の提供に関する事項

我が国における循環器病に対する中

核的な医療機関として、国内外の知見

を集約し、高度先駆的医療の提供を行

うこと。

また、循環器病に対する医療の標準

化を推進するため、最新の科学的根拠

に基づいた医療の提供を行うこと。

患者・家族に必要な説明を行い、情

報の共有化に努めることにより、患者

との信頼関係を構築し、また、患者・

家族が治療の選択、決定を医療者とと

もに主体的に行うことができるよう支

援することに加え、チーム医療の推進、

入院時から地域ケアを見通した医療の

提供、医療安全管理体制の充実、客観

的指標等を用いた医療の質の評価等に

より、患者の視点に立った良質かつ安

心な医療の提供を行うこと。

臓器移植ネットワークにおける移植実

施施設として臓器移植法に基づく移植

医療を適切に行うこと。

２．医療の提供に関する事項

医療の提供に当たっては、循環器病の

緊急性・専門性を踏まえ、高度医療提

供体制のさらなる整備はもとより、移

植医学、人工臓器医学、遺伝子治療、

本人の細胞から組織・臓器を作る再生

医学等について、新しい治療法の創出

及び積極的な臨床応用を推進すること

で、我が国の循環器医療をリードして

いく機能を果たすこととする。

（１）高度先駆的な医療、標準化に資

する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供

〈定量的指標〉

なし

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・高度医療及び先進医療の推進

・遺伝子診断体制の充実

（１）高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

①高度先駆的な医療の提供

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

今年度においても、世界に先駆けて確立した高評価治

療法である慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する経皮的ﾊﾞ

ﾙｰﾝ肺動脈形成術やバージャー病に対するカテーテル治

療を実施した。

また、中期計画期間中においても先駆的医療である先

天性心疾患診療法の進歩にも取り組んできた。

さらに、MRI による不安定プラークの可視化、非侵襲性出

生前診断（NIPT）の実施、高規格ドクターカーを活用し

ており、補助循環装置装着の重症患者や緊急手術が必要

な新生児の搬送を迅速・安全に実施してきた。（平成 26

年度実績：157 件）

これらを踏まえて、Ａと評価する。

・画像診断の進歩

MRI を用いて、従来困難であった冠動脈壁「不安定プラ

ーク」の非侵襲的描出に成功し、手法の意義を確立した。

（世界初）

・先天性心疾患診療法の進歩

3Dプリンタ使用心臓模型（ものづくり大賞受賞）、3D-CG

モデリング法（経産省 InnovativeTechnologies）の臨床

応用を推進した。

＜課題と対応＞

次期中期計画においては、更なる先進医療の推進を目指

す。
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研究部門と連携し、その研究成果を活

用し、かつ、国内外の研究施設及び医

療機関等の知見を集約して、高度先駆

的な医療の提供を行うことにより、先

進医療に取り組む。

1.承認されている先進医療

先進医療 A

1)凍結保存同種組織を用いた外科治療

2)骨髄細胞移植による血管新生療法

3)末梢血単核球移植による血管再生治療

先進医療 B

1)経胎盤的抗不整脈薬投与法 胎児頻脈性不整脈

2)急性心筋梗塞に対するエポエチンベータ投与療法

3)アルテプラーゼ静脈内投与による血栓溶解療法

（H26.5.1 承認）

2．植込型補助人工心臓の装着

平成23年度は16例の補助人工心臓装着を行なっ

た。うち 9 例は植込型を用い、（1 例は体外設置型

からの移行例）4 例は自宅での療養を開始させた。

体外設置型装着の 1例は、他施設からの補助循環装

着後の紹介例であるが、自己心機能の回復を認め、

離脱し退院した。

平成24年度は17例の補助人工心臓装着を行なっ

た。うち 9 例は植込型を用い、（2 例は体外設置型

からの移行例）6 例は自宅での療養を開始させた。

3．アドレノメデュリンを世界で初めて臨床応用

（平成 23年度）

既存の治療法に抵抗性の重症下肢末梢動脈閉塞

症（慢性閉塞性動脈硬化症・バージャー病）症例に

対して、当研究センター研究所で発見・同定された

内因性血管新生ペプチドであるアドレノメデュリ

ンを国立循環器病研究センター独自の先進医療と

して世界で初めて臨床応用した。
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6 例実施したがいずれも予後良好であり、今後アド

レノメデュリン単独での治療法の確立を目指す。

また、薬剤部において、アドレノメデュリンの臨

床試験を行うための製剤化を検討し、調製を実施し

た。

4．内視鏡手術支援ロボット（ダヴィンチＳサージカル

システム）による手術を実施（平成 23年度）

ダヴィンチの心臓手術への使用について、医療保

険の適用を目指した治験を開始した。

平成 23 年度は「重度僧帽弁閉鎖不全症」の手術を

７例実施し、いずれも成功した。

従来は、胸の中央を 20 数センチにわたり切開する

必要があったが、ダヴィンチを使用することによっ

て、胸の横を焼く 6 センチ切開し、数ミリ～1セン

チの穴を数ヶ所開けるだけで済むようになった。

患者への負担も小さくなり、退院後すぐに日常生活

が送れるようになる。

5．カテーテルを用いた経皮的肺動脈形成術の手技を確

立（平成 24 年度）

難病である慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH

）は、従来は肺動脈血栓内膜摘除術以外に有効な

治療法が存在現せず、現時点で手術の対象となる症

例は全体の約半数に過ぎない。

しかも残る半数の 5 年生存率は約 50％と本症の

予後は不良である。

当センターでは平成 24 年より残る非手術適応例

に対し、カテーテルを用いた経皮的肺動脈形成術の

手技を確立し、約 35 例に対し治療を施行した結果、

肺動脈圧は約 50％、肺血管抵抗で約 70％低下し、

著明な治療効果を得た。

この結果、CTEPH に対しては、今後はほぼ全例に

対し有効な治療を行うことが可能となり、本症の治

療体系を大きく革新することが可能となった。

CTEPHに対するカテーテルを用いた肺動脈形成術
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は、欧米ではいまだ確立した治療とはなっておら

ず、本治療法はわが国が世界に先駆けて確立した、

ガイドラインを書き換えることが可能な程のイン

パクトを持った治療法であると言える。

6．心移植患者にバイパス手術を実施（平成 24 年度）

心臓の移植後、心臓を取り巻く冠動脈が細くなる

「冠動脈狭窄」を発症した患者に対し、別の血管を

冠動脈につないで血液を流れやすくする手術に国

内で初めて成功した。

冠動脈狭窄は、移植後の慢性拒絶反応の 1 つであ

る。

発症の仕組みはわかっていないが、移植後の治療も

充実させることで、本当の意味で成熟した心臓移植

医療が達成できる。

7．国循型高規格ドクターカーの運用（平成25年度）

患者の病態を把握し速やかな治療につなげる

ため、ドクターカーを導入した。ドクターカーは

、新生児から成人まで幅広い患者層に対して搬送

を可能とし、国内でも類をみない高性能の車両で

ある。

当センターでは循環器病緊急疾患の救急車に

よる搬送を年間3,000件以上受け入れており、そ

の半数以上が入院を必要とする重症患者である。

ドクターカーに医師・看護師が乗車し、搬送の

過程から診療に関わることで、患者の病態を把握

し速やかな治療を行うことが可能となり、救命率

の向上と患者予後の改善が期待される。

車内には移動体通信（携帯電話）を使用したモバイ

ルテレメディシンを導入し、心電図や動画などの情

報をインターネットでリアルタイムに CCU（心臓血

管集中治療室）に伝送し、ドクターカーを「動く診

療室」として運用している。

平成 24 年 4 月より試験運転を行い、5 月からは報

道機関に公開して本格運用を開始している。
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他の医療機関と連携して重篤な循環器疾患患者を

対象に出動する。

例えば、重症の心不全のために補助循環装置が装着

された患者や、緊急手術が必要な新生児が高度専門

治療を受けるための国循への搬送を、迅速かつ安全

に行うことが可能となっている。

ドクターカー出動総件数は平成 25 年の 1 年間で

135 件であった。

総出動件数のうち、当センターへの受け入れは全体

の約 30％であった。

8．バージャー病に対するカテーテル治療

（平成 25年度）

厚生労働省の難治性疾患に指定されているバー

ジャー病は禁煙以外に確立された有効な治療法が

ないとされている。

しかし、近年急速な進歩を遂げているカテーテル

治療を平成 24 年からバージャー病患者にも応用

し、閉塞血管の再開通を試みてきた。

これまで 8患者 9 肢にカテーテル治療を行い、全例

良好な臨床効果を得ている。

学会発表や論文報告に加え 12 月には記者発表を行

った。

今後症例を蓄積し問題点を明らかにすると同時

に、治療の標準化と普及に取り組みたいと考えてい

る。

9. 先天性心疾患診療法の進歩

3D プリンタ使用心臓模型（ものづくり大賞受賞）､

3D-CG モ デ リ ン グ 法 （ 経 産 省

InnovativeTechnologies）の臨床応用を推進した。

10.画像診断の進歩（平成 26年度）

MRI を用いて、従来困難であった冠動脈壁「不安

定プラーク」の非侵襲的描出に成功し、手法の意義を

確立した。（世界初)
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11. 脳血管部門（脳神経外科）では、治療が困難な

脳動静脈奇形、部分血栓化脳動脈瘤、もやもや病の

外科治療法等、高度な脳神経外科治療を施行してい

る。

特に直達手術、血管内治療のいずれかだけでは治

療困難な頭蓋内、頚部頚動脈複合病変や脳動脈瘤に

対してハイブリッド手術室を使用して双方の治療

を連続して行うことにより、良好な成績を挙げてい

る。

また、脳動静脈奇形に対しては、外科手術、血管内

治療、ガンマナイフ治療を組み合わせた複合治療を

行い、良好な治療成績をあげている。(平成26年度)

12.脳血管部門（脳神経外科）では、循環器病研究開

発費26-4-1「大規模循環器病救急データベースを用

いた循環器病救急疾患予後改善のための研究」（主

任研究者：高橋淳）にて、IT技術を駆使して、救急

隊による救急搬送情報、緊急外来における初期診療

情報、DPCデータなどの入院後の診療情報を連結させ

て、大規模の解析が可能になるようなシステムの構

築を行っている。(平成26年度)

13. 脳血管部門（脳神経外科）では、遠隔画像診断治

療補助システム（SYNAPSE ERm）を導入して、急性期

脳卒中の画像診断を早期に行うと共に、また院外に

いる医師とも情報を共有してコンサルトが円滑に行

うことができるシステムを構築した。(平成26年度)

14.遺伝性大動脈疾患、染色体異常をはじめとする種々

の疾患への対応を充実 (平成 26 年度)

遺伝性疾患へのよりよい対応を目指し、平成24年

度より臨床遺伝科に専門職として認定遺伝カウンセ

ラーを配置し、平成26年度からは、ニーズに対応す

るために認定遺伝カウンセラーを2名に増員した。

この認定遺伝カウンセラーは、臨床遺伝専門医・指

導医の資格を有する医師と共に遺伝医療を実践し、
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遺伝性大動脈疾患を含む遺伝性循環器疾患、染色体

異常をはじめとする種々の先天性疾患などへの対応

を行うほか、適切な遺伝カウンセリング体制をとり

ながら非侵襲性出生前診断（NIPT）を実施してより

よい医療情報の提供を行うなど、医療の充実を図っ

ている。

15．平成 22 年度～平成 26 年度の主な取組

・急性期心原性脳塞栓症患者に対し自己骨髄単核球

静脈内投与を 8症例実施

・体外設置型補助人工心臓から植込型補助人工心臓

への移行を実施

・重症心不全患者に対する全国レベルの往診の実施

・治療困難な脳動静脈奇形、部分血栓化脳動脈瘤、

もやもや病の外科治療法等、高度な脳神経外科治

療を施行

・ホモグラフトを用いた大動脈弁置換術を施行

・「人工心臓外来」の設置

・ホモグラフトの適応を小児のノーウッド手術に拡

大

・レーザーを用いたリード抜去・ステント内再狭窄

治療の実施

・モバイルテレメディシンの導入

・重症心不全患者への心臓リハビリ・運動療法の

実施

・遺伝性不整脈外来の開設

・一過性脳虚血発作 (TIA)の診療マニュアルの作

成

・バルーン肺動脈形成術(BPA)後患者への心臓リ

ハビリ・運動療法の実施

・ジャケット型体外式除細動器の使用開始

・NIPT（非侵襲性生前検査）外来の開設

・経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）の治験

実施

・心室頻拍を合併した閉塞性肥大型心筋症の新たな
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② 医療の標準化を推進するための、

最新の科学的根拠に基づいた医療の提

供

最新の知見に基づく標準的医療を安定

した状態で提供する体制を整え、循環

器病の医療の標準化のための実践に取

り組む。

治療法を実施

・心臓系集中治療室(CCU)における重症心不全患者

への早期心臓リハビリの実施

②医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に

基づいた医療の提供

1．高度な医療を提供するための設備の整備

1)ハイブリッド手術室システムの整備

（平成22年度）

日本を含め、アジア太平洋地域で初の本格的

なハイブリッド手術室システムを整備し、使用

を開始した。

ハイブリッド手術室とは、手術台と心・脳血

管Ｘ線撮影装置を組み合わせたものであり、Ｘ

線撮影から高画質の3次元画像の作成、ステント

グラフトの植込みといった手順を迅速に遂行で

きることから、大動脈瘤疾患治療、治療困難な

頭頚部血管病変等への応用が期待されている。

2)先進的な救命救急医療体制の整備

（平成 22年度）

心臓血管集中治療室（CCU）を整備するととも

に、24時間高度医療を提供出来るよう、勤務体

制を見直した。

24時間の循環器救急医療体制を交代制により

、労働基準法に準拠した体制で実施したのは日

本初のことである。

救急医療体制が崩壊しないように、医師を疲

弊させない継続可能な正確な意味での24時間体

制を確立することは当センターの責務である。

3)成人先天性心疾患外来の新設（平成 23 年度）

小児循環器部と心臓血管内科は共同で「成人先

天性心疾患外来」を新設し、小児心臓外科を含め
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成人先天性心疾患担当チームを作成した。

日本で最も患者数の多い当センターでの診療体

制の確立に向けて前進させた。

4)ISO15189 の認定取得（平成 24 年度）

臨床検査部は、臨床検査室の能力と質における

国際標準規格である ISO15189 を受審し、平成

24年 9月に認定審査機関である日本適合性認定

協会から認定施設として承認された。

この第三者評価により当検査部から出された検査

結果は、その精度と信頼性が国際的に通用するも

のとなったため、今後、国際共同治験を始めとす

る多くの治験事業や臨床研究を支援できると考え

られる。

5)モヤモヤ病専門外来の開設（平成 24年度）

脳の太い動脈が細くなったり、詰まったりして

脳に流れる血液の量が減少して起こる病気である

「モヤモヤ病」の専門外来を10月1日に設置した。

この疾患は原因不明で治療法も確立されておら

ず、国内推定患者数は約 7,500 人である。

患者の受け皿になるようにし、長期的にフォロー

して社会的支援につなげていく。

6)小児の心臓移植シミュレーションや心停止下腎

提供シミュレーションの実施（平成25年度）

新しい人工呼吸器管理指針（ABCDEバンドル

）に基づいた、人工呼吸器の離脱、早期社会復

帰を目指す包括的ケアに取り組んでいる。その

内容として、プロトコールについては今後安全

性を検証し、循環器疾患におけるプロトコール

として発信を目指す。

7)緩和医療に対する取り組み（平成25年度）

2010循環器学会より「循環器疾患における

末期医療」の提言を受け、他職種による包括
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的医療を専門病院で取り組むことの意義を重

要視し、平成25年9月より、医師、精神科医（

非常勤）、看護師、薬剤師、栄養士、理学療

法士、ＭＳＷより構成した緩和ケアチームを

発足し、定期的カンファレンスを実施してい

る。現在、依頼件数は20件で、身体症状緩和9

件、精神症状緩和2件、医師決定支援4件、社

会資源の調整2件、倫理調整1件、家族ケア2

件となっている。

2. 医療の標準化のための取組

1)肺高血圧症の治療（平成22年度～）

肺高血圧症の特殊な治療法としては、肺動脈性

肺高血圧症に対するエポプロステノール持続静注

療法と慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する肺動脈

血栓内膜摘除術、肺動脈に対するカテーテル治療

及び高度肺高血圧症に対する肺移植が代表的であ

るが、当センターではこれらの治療全てについて

対応が可能であり、多くの経験を有すると共に良

好な治療成績を得ている。

更に肺動脈性肺高血圧症については、現在種々

の新規治療薬の開発が行われ、臨床試験も進行中

であるが、新たに慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対

しても、経口治療薬の臨床試験を開始している。

2)肺動脈カテーテル拡張術を実施

（平成 23年度～）

従来は開胸術しか根治療法の無かった慢性血栓

塞栓性肺高血圧症に対し、心臓血管内科・CCU・放

射線科合同のチームにて肺動脈カテーテル拡張術

を実施できる体制を作り、本格的に本治療法を開

始した。

3)病理解剖のデータベース化推進

（平成 23年度～）

病理解剖を平成23年度52例、平成24年度47例
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施行した。

剖検率は平成23年度26.8％、平成24年度21.8

％（全国平均約4％）で、全国でも上位であり

、センター設立以来の剖検例3,550例について

データベース化し疾病ごとの分類をした。

外部医療機関からのコンサルテーション・セ

カンドオピニオンは今年度組織生検診断は200

例以上行った。

他施設の剖検例について、コンサルテーショ

ンを10例受け入れて剖検病理診断を行った。

4)脳梗塞超急性期診療システムの強化と啓発

（平成24年度～）

脳梗塞超急性期診療に関する全国のモデルとな

る施設として、血栓溶解療法、急性期脳血管内治

療の成績を公表し、全国の施設の啓発に努めてい

る。

特に急性期血管内治療においては、全国に先駆け

て内科・外科共同治療体制を確立した。

5)病理解剖のデータベース化推進

（平成25年度～）

平成25年度は病理解剖を年間31例施行した。

剖検率は19.1%(全国平均約4%)であるが、特定

機能病院として全国で上位である。センター設

立以来の剖検例3,600例について引き続きデー

タベース化し、剖検症例の凍結標本、パラフィ

ン包埋組織についてバイオバンクへの移行を

推進した。今年度、外部医療機関からのコンサ

ルテーション・セカンドオピニオンは組織生検

診断を180例以上行った。他院の剖検例につい

てコンサルテーションを10例受け入れて剖検

病理診断を行った。循環器疾患の病理について

は着実に日本の中心となっており、日本各地へ

フィードバックしている。

6)SAMURAI-NVAF研究（平成25年度）
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平成23年より臨床導入されている非弁膜症

性心房細動に対する新規抗凝固薬は、既存の

ワルファリンと同等もしくはそれ以上の脳梗

塞を含めた塞栓症予防効果があり、脳出血の

合併が極端に少ない。しかし、そのデータは

承認された根拠となる臨床試験に基づくもの

であり、実臨床での利点や欠点などはよく分

かっていない。また、ワルファリンよりも薬

価が高いが、導入が簡便であるために入院期

間が短縮でき、入院費用を低減させる可能性

も指摘されている。そこで、平成23年より非

弁膜症性心房細動を合併した脳梗塞・一過性

脳虚血発作を1000例目標に登録を開始し、抗

凝固療法の現状を明らかにし新規抗凝固薬の

利点と欠点を明かにすることにより医療の標

準化に貢献できることを期待している。平成2

6年3月31日現在、当センターをはじめ国内18

施設より1,058例の登録を行った。平成26年3

月までに登録を完了し、2年間の経過を評価す

る予定である。

7) 小児集中治療室（PICU）と新生児集中治療室

（NICU）の一体化（平成26年度）

当センターにおける小児集中治療の更なる充

実を図るために、小児集中治療室（PICU）と新

生児集中治療室（NICU）の一体化を計画し、新

生児から乳児、幼少時までの重症心疾患児を一

括して管理治療のできる新しい集中治療室を平

成26年6月末に完成した。

今後更に増加する重症心疾患児の術前管理、術

後管理だけでなく、心臓移植を必要とするよう

な重症小児を一元的に管理する集中治療室を確

立する。
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－５
患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

セカンドオ

ピニオン

件数

80

(年度計画)

－ 78 110 125 120 予算額（千円） － － － － －

多職種によ

る回診実施

数

380

(年度計画)

451 461 441 506 652 決算額（千円） － － － － －

連携登録医

療機関数

190

(21 年度)

219 238 310 354 376 経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ａ

＜評定に至った理由＞

セカンドオピニオンの実施件数の増、総合入院センターの設置による入院

作業手順の短縮・軽減、外来患者予約時間制変更による患者待ち時間短縮、

多職種による回診実施回数の増、連携医療機関数の増に伴う医療連携の推

進など、所期の目標を上回る成果が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。
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＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）
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（２）患者の視点に立った良質かつ安

心できる医療の提供

① 患者の自己決定への支援

患者との信頼関係を構築し、患者・家

族が治療の選択、決定を医療者と共に

主体的に行うために必要な説明や情報

開示等を適宜行い、患者・家族との情

報の共有化に努める。

〈定量的指標〉

・セカンドオピニオン件数

・多職種による回診実施数

・連携登録医療機関数

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・医療安全体制の充実

（２）患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提

供

①患者の自己決定への支援

《セカンドオピニオン件数》

平成 23 年度:78 件

平成 24 年度:110 件

平成 25 年度:125 件

平成 26 年度:120 件

1）医療情報提供の場所の新設、サービスの拡充

（平成 22年度）

患者・家族の自己決定の支援、ストレスの軽減

を目的として、本館地下の旧売店跡地の部屋に「健

康情報ひろば」を開設した。広報誌、パンフレッ

トの提供からスタートし、図書の閲覧、インター

ネット利用端末の設置などのサービス・情報提供

を順次拡大していく。

2）総合入院センターの設置（平成 23 年度）

入院時の患者の負担を減らし、総合的なサービ

スの向上のために、平成 24 年 1月、総合入院セン

ターを設置した。

入院時の必要な基本情報の聞き取り、心電図検査

などをこの部署で集約して行うことで各病棟の入

院受け入れ業務の改善につながり、入院後の患者

の負担も減った。

3）病床運用統括室の設置（平成 23年度）

病床は患者のためにというモットーで、平成 23

年 6 月に病床運用統括室を設置し、適正に患者が

入院できるようベッドの確保に努めている。

診療科毎の病棟という囲いがなくなり、必要な

入院患者を適正に入院させ、空きベッドがないよ

うに努めた。

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

セカンドオピニオン件数については、中期計画期間中

には目標値を大きく上回り、患者の自己決定への支援を

推進してきた。

また、多職種による回診実施数についても目標値に対

し、前年度、前々年度同様に上回り、順調に推移してき

た。

さらに、連携登録医療機関数についても、前年度、前々

年度を上回っており、医療連携を推進及び拡大してきた。

平成 26 年度においては、国内初の取り組みである循環器

病の終末期医療における緩和ケアチーム活動を強化し

た。

コンサルテーション件数は、平成 25 年度 20 件、平成 26

年度 約 100 件実施した。（平成 25年度の約 5 倍）

また、厚労省「人生の最終段階における医療体制整備事

業実施施設」に採択され、患者・家族の苦痛緩和と終末

期医療のモデル確立を目指している。

これらを踏まえて、Ａと評価する。
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② 患者等参加型医療の推進

患者満足度調査の実施等、患者等参加

型医療についての調査を行うと共に、

病態や治療に係る様々な問題に関して

患者の医療に対する理解を深めるため

の支援活動を推進する。

4）三次元画像の有効利用による患者・家族との情報

共有化（平成 24 年度）

CT,MRI での三次元画像は、狭窄の有無や瘤の状

態など、血管疾患の把握を容易とし、患者および

家族が病態を理解することに非常に有用である。

平成 24 年度（4 月～12月の集計）は、約 1万件

の三次元画像処理を行った。

5）回復期心臓リハビリテーションプログラムにお

ける個別面談の実施（平成25年度）

3ヶ月間の回復期心臓リハビリテーションプ

ログラムにおいて、リハビリ参加患者および家

族を対象として心臓リハビリ担当医師・看護師

による個別面談をリハビリ開始時・退院時・3

ヶ月後の計3回実施している。 (年間延べ約

1,200回)

6）外来患者予約時間制度を変更（平成 26 年度）

30 分枠制から個人単位とし、平成 27 年 1 月よ

り開始、順調に好評運用している。

外来待ち時間が、20 分に縮小された。

7）成人先天性心疾患の患者に対し、周産期病棟の助

産師と連携し、妊娠・出産よる身体の変化について

思春期教室で説明を行った。(年 4回実施)

医師とも連携し、本人や両親に対し、妊娠の可否、

家族計画指導など個々の相談に応じて、自己決定へ

の支援を行った。（平成 26 年度）

②患者等参加型医療の推進

1）患者満足度調査を実施

（平成 22年度～平成 26年度）

サービス向上を目的とし、毎年度入院及び外来

患者患者満足度調査を実施している。

調査の結果は、NCの平均以上であった。

また、フリーコメント欄に多数のご意見が記載さ
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③ チーム医療の推進

医師及びその他医療従事者等、それぞ

れているので、サービス向上のための参考にしてい

る。

2）医療サ－ビス改善部会の設置（平成 22 年度～）

患者・家族の意見等を基にサ－ビスの改善向上

を図ることを目的として設置された。

意見箱の管理、患者満足度調査の分析、患者の利

便性、アメニティの向上や接遇に係る改善策の立

案等を行う。

本年度は、意見箱に投函された意見への対応をよ

り迅速に行うため、、意見の対応部署の明確化とフ

ロ－の整理を行った。

3）ボランティアによる患者支援への参加

（平成 23年度～）

平成 23 年度は 3 回ボランティアを募集し、ボラ

ンティア登録者数が平成 22 年度末の 30 名から 73

名に増加した。

主に外来・入院での案内活動や、病棟で患者さ

んの日常生活サポート、健康情報ひろば「ふじ 」

の図書管理等で活動してもらった。

ボランティアは、病院活動に言わば一般市民と

して第三者的立場で参画しているため、医療サ－ビ

スの評価者としてもその存在は重要であり、ボラン

ティアの声も医療サ－ビス改善に大きく貢献して

いる。

4）チームによる高血圧教室（平成 24 年度～）

医師、看護師、薬剤師、栄養士による高血圧短

期入院パスと入院患者への高血圧教室を推進し、

また外来高血圧教室を開始した。

③ チーム医療の推進

1）多職種からなる診療チームによる回診
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れの特性を生かした

、多職種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進し、特定の職種への過

度な負担を軽減するとともに、質の高

い医療の提供を行う。

具体的には、診療科横断的分野におい

て、多職種から構成される院内診療チ

ームによる回診を年に 380 回以上実施

する。

平成 22 年度 合計 451 回

平成 23 年度 合計 461 回

平成 24 年度 合計 441 回

平成 25 年度 合計 506 回

平成 26 年度 合計 652 回

【NST ラウンド 102 回、ICT ラウンド 41 回、褥瘡回診

47 回、重症回診 114 回、嚥下回診 300 件、緩和ケアラ

ウンド 48回】

2）移植医療のチーム強化、体制の整備

（平成22年度～）

改正臓器移植法より臓器提供数は増加している

が、法改正後（平成 22年 7 月）に心臓移植を受け

た 9 例の心臓移植までの総待機期間 1351.1 日（実

施総数 36 例の総待機期間 1001.9 日）と長期待機

である。

待機中に特に左心補助人工心臓装着患者は感染

症、脳血管障害などの合併症や強心剤持続点滴患

者は心不全による食欲低下や筋力低下などからる

いそうがみられるこれらを予防するために、感染

管理、栄養管理を厳重に行い、患者の全身状態を

維持ならび、待機中から心臓移植手術や術後回復

を見据えた管理が重要である。

医師、看護師のみならず、レシピエント移植コ

ーディネーター、MSW、薬剤師、理学療法士、臨床

工学技士、栄養士、栄養サポートチーム、感染制

御チーム、精神科などのチームで治療を行ってい

る。

また、1 日 2 回多職種によるカンファレンスを行

い、1 回/週多職種を交えて回診を行っている。チ

ームで全人的に患者を治療・ケアし、心臓移植お

よび移植後に備えてベストの体調管理を目指して

いる。

3）CCU は冠疾患科、不整脈科、心不全科が横断的に運

用し、重症患者救命のために高度で総合的な医療を
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提供している。

また、冠動脈疾患に対しては HEART team、弁膜症

に対しては弁膜症クリニックにより、内科・

外科共同での専門的治療を行った。

（平成 23年度～）

4）医師、看護職員、コメディカルなどの人員確保のみ

でなく、病棟クラーク、外来診療クラークを多数導

入し、診療の補助が適切に行われるよう整備した。

（平成 23年度～）

5）薬剤師の病棟配置を推進（平成 24 年度～）

チーム医療の推進と医師・看護師の負担軽減を目的

に、これまで行ってきた薬剤師の病棟配置をさらに

進め、平成 24 年 4 月に薬剤師を 7 名増員し、薬剤

師の病棟配置を実施した。

6) 終末期心不全などを対象にした多職種共同緩和ケ

アチームを発足（平成 25年度～）

平成 25 年 9 月より、終末期心不全などを対象に

した緩和ケアを行うため、循環器医師、麻酔科医、

精神科医、看護師（急性・重症患者看護専門看護師、

緩和ケア認定看護師）、薬剤師、管理栄養士、理学

療法士、医療ソーシャルワーカーを含めた多職種協

働チームを発足させた。循環器疾患に特化した緩和

ケアチーム活動は、国内初の取り組みであり、患

者・家族の全人的苦痛・苦悩の緩和と患者・家族の

望む終末期医療のモデル確立を目指している。

また、在宅心不全ハイリスク患者に対して、医師、

看護師、保健師、管理栄養士、理学療法士など多職

種による生活習慣改善指導を行い、入院率、死亡率

に加え生活習慣・検査成績が改善するかどうか、ま

た医療費への寄与と改善度についても医療保険者

の協力を得て医療費データを収集し検討を開始し

た。

7) CTEPH のチーム医療（平成 25 年度）
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先進医療である CTEPH に対するカテーテル治療

は、極めて難易度の高い治療法である。そこで

CTEPH の病態に精通した心臓血管内科-肺循環科医

師と、病変の詳細な評価、及びカテーテル手技に精

通した放射線科医師が合同で、本症の治療に当たっ

ている。

また術後は一過性に肺水腫や喀血などの重篤な

副作用が出現する場合が多いため、術直後の患者は

内科集中治療室に収容されるが、そこでは循環管理

-呼吸管理をマスターした手中治療室医師、及び看

護師の積極的協力を得ながら治療が行われている。

8) 肺高血圧症ケア外来の開設（平成 25年度～）

肺動脈性肺高血圧症重症例に対しては、エポプロ

ステノール持続静注療法が極めて有用である。しか

し本治療を通院患者で行うためには、中心静脈持続

点滴路の確保と保守を欠かすことはできず、患者に

は多大な負担が課されている。

当センターでは平成 25 年度より肺循環科外来担当

医師、病棟担当看護師、感染対策看護師、褥瘡対策

看護師より構成する肺高血圧症ケア外来を開設し、

医療の質の向上に努め安全な治療の維持に大きく

貢献している。

9) 脳卒中医療チーム（平成 25年度）

国内外の知見より脳卒中の医療では、医師、看護

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、

検査技師、放射線科スタッフ、栄養士、医療ソーシ

ャルワーカーなどによる超急性期～亜急性期～慢

性期にわたる切れ目のない多職種によるチーム医

療が急性期治療のみならず、リハビリテーションや

嚥下評価を含めた食事計画、生活指導、再発予防対

策などに重要であり不可欠なものとなっている。

当センターでは、脳血管内科、脳神経内科、脳神

経外科、リハビリテーション科を中心とし、放射線

科や心臓内科、産婦人科、小児科と診療科横断的に

連携をとり、主に急性期から亜急性期の脳卒中医療



様式２―２―４－１（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目１－５）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価

136

を行っている、医師は 3～4 名が 1 チームとなり毎

日 1 回以上の回診を行い、週に 1 回の医師、看護

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による多

職種カンファレンスを行っている。

また、週に 1回医師、看護師、言語聴覚士、栄養

士よりなる 8～10 名の嚥下チーム回診を行ってい

る。また嚥下回診で詳細な嚥下機能評価を必要とす

る患者に対しては、嚥下造影による評価を行ってい

る。

10) 糖尿病療養指導カンファレンス（平成 25 年度）

糖尿病・代謝内科では、看護部・薬剤部・検査

部・臨床栄養部と共同で、さまざまな病期・病態に

ある糖尿病を中心とした生活習慣病患者に対して

療養行動に影響する心理社会的要因を個別に話し

合い、自己管理行動を動機づけし習慣化できるよう

多職種の連携で支援している。

具体的には、入院患者に対して、病棟看護師・外来

看護師・リハビリ看護師・薬剤師・検査技師・栄養

士等の糖尿病療養指導士の資格を有するコメディ

カルと共にもに行っている。

また、退院後の外来における看護・栄養・薬剤・運

動指導につなげることが可能となっている。多職種

で連携した患者および家族対象講義を年 200 回以

上行っている。

11) 嚥下回診、褥瘡回診（平成 25年度）

脳内科（SCU・10 東西）において、医師・看護師・

ST が合同で、脳卒中患者で嚥下障害を呈する患者

を対象に、安全に食事を段階的にすすめていくこと

を目的として医師と看護師から成る嚥下評価チー

ムを構成し週 2回（月・金）の回診を実施している。

また、平成 25年度の褥瘡ラウンド回数は 43回で

あった。

抗菌薬適正使用を主に対応しており、その結果抗緑

膿菌薬の AUD 年平均が低下している。

平成 23 年度 42.7、平成 24 年度 36.9、平成 25年度
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④ 入院時から地域ケアを見通した医

療の提供

患者に対して、急性期から回復期、維

持期、再発防止まで、切れ目なく適切

な医療を提供できるよう、連携登録医

療機関数を 5 年後には、平成 21年度比

26.8 であった。また緑膿菌の IMP 耐性率も低下し

ており、平成 23 年度 50％、平成 24 年度 40％、平

成 25年度 23％であった。

12) 人工心臓スキンケア外来の開設（平成 25 年度）

現在植え込み型左心補助人工心臓（植え込み型Ｌ

ＶＡＳ）を装着し、在宅管理を行っている患者 27

名のうち、ドライブライン貫通部悪化の患者に対し

レシピエントコーディネーターと皮膚・排泄認定看

護師が協働し、人工心臓スキンケア外来を開設し、

ドライブラインケアの質の向上につながった。

13) 平成 26 年に開始した集中治療系病棟(ICU, HCU,

CCU 等)への薬剤師の病棟配置に関する成果とし

て、処方支援件数の増加（平成 25 年度月平均 216

件→平成 26 年度月平均 330 件）、プレアボイド報告

件数の増加（平成 25 年度月平均 17 件→平成 26 年

度月平均 30 件）が認められた。

また、ICU で抗菌薬処方支援を行った結果、小児症

例においてバンコマイシン血中濃度低値のコント

ロール不良検体は 8%→4.3%へ減少した。

さらに、バンコマイシンは 1日 1 回もしくは 1日 2

回での投与を行っているが、薬剤師が薬物体内動態

を考慮した処方設計を行うことで 1 日 1 回投与が

14%→28%に増加した。

これにより、薬剤に関する医療費の削減、薬剤調

製・投与にかかる業務を軽減することができたと

考えられる。（平成26年度）

④入院時から地域ケアを見通した医療の提供

《連携登録医療機関数》

平成 21 年度 合計 190 回

平成 22 年度 合計 219 回

平成 23 年度 合計 238 回

平成 24 年度 合計 310 回
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20％増を図るなど、入院から地域ケア

まで一貫した支援を実施する。

⑤ 医療安全管理体制の充実

医療安全管理の体制を整備し、全職員

を対象とした医療安全や感染対策のた

めの研修会を年 4 回以上開催するな

ど、医療事故防止、感染管理及び医療

機器等の安全管理に努める

平成 25 年度 合計 354 回

平成 26 年度 合計 376 回

1）専門医療連携室を配置し、紹介患者の予約や各種教

育入院、逆紹介の推進など、各医療機関との医療連

携を強化している。（平成 22年度～）

2）専門医療連携室がイニシアティブをとり、前方連携、

後方連携を積極的に行い、患者にとってよりよい医

療の提供に努めている。

昨年度 MSW を増員した効果により、今年度は転院支

援数が 756 人と、前年度比 48％増となった。

（平成 23年度）

3）豊能圏域急性心筋梗塞地域連携パスの完成

（平成 24年度）

大阪府豊能二次医療圏急性心筋梗塞地域連携パ

ス協議会に参画し、急性心筋梗塞地域連携パスワ

ーキンググループ座長(後藤葉一)を務め、豊能圏

域急性心筋梗塞地域連携パスを完成させ、地域医

療連携の運営および普及促進活動を積極的に進

めている。

⑤医療安全管理体制の充実

1）全職員を対象とした医療安全や感染対策のための研

修会を年 45 回以上開催した。

（平成 22 年度～）

2）「医療安全室」「感染対策室」「褥瘡対策室」

「医療機器安全管理室」「医薬品安全管理室」

「危機紛争管理室」「医療の質管理室」を「医

療安全管理部」に集約し、医療安全管理部長の

もと医療安全及び医療の質の向上を一元的に

図れる体制を構築した。（平成23年度～）

3）これまで、研究倫理に関する相談窓口はあった

が、一方、臨床上の倫理的な課題に関する相談

については、組織的な対応ではなく臨床研究部
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⑥ 客観的指標等を用いた医療の質の

評価

良質かつ適切な医療を効率的に患者に

提供するため、救急医療、急性期治療

から回復期リハビリテーションに至る

まで、地域医療の質を全体として、か

つ客観的に評価する体制を整備する。

・先進医療治験推進部・研究医療課等が個別に

対応していた。

新たに平成25年2月に医学倫理研究室を設置し、

当該研究室において研究倫理・臨床倫理等の総

合的倫理問題の倫理コンサルテーションサービ

スを開始した。（平成24年度～）

4) 病院（診療）倫理委員会の設置推進

（平成 25年度）

診療の中で生じる種々の倫理的問題・事項につい

て審議や判断を行うための、病院（診療）倫理委員

会（hospital ethics committee: HEC）の設置に向

けて、病院、研究医療課、医学倫理研究室が共同で

委員会規程案を作成するなど、整備の最終段階に入

っている。

5) 持参薬に関する取り決め事項を作成

（平成 25年度）

今年度、医療安全の観点から、抗血栓薬の中止・

再開時期の確認を行うため、各診療科の状況を調査

し、一覧表を作成した。また、持参薬に関するイン

シデントが続いていたことから、院内各部門と調整

を図り、持参薬に関する取り決め事項を作成した。

6) 院内感染対策セミナーを年35回実施すると共に

e-ラーニングを利用し、受講率100%を達成させた。

(平成26年度)

⑥客観的指標等を用いた医療の質の評価

1）大阪府豊能二次医療圏急性心筋梗塞地域連携パス

協議会に参画し、座長施設として急性心筋梗塞地

域連携パスの構築・運営・追跡調査体制を推進し

ている。（平成22年度～）

2）超急性期から慢性期に至るまでの脳卒中地域連携の

モデルケース構築を目指して、大阪大学等と協力し

つつ北摂地域の医療・介護機関の連携体制を編成

し、病態に応じた最適なケアを行えるネットワーク
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を整備した。

また、この取り組みの結果として脳卒中地域連携

診療計画管理料の算定を開始し、病院事業の収益性

を確保した。（平成 23 年度～）

3）急性期脳卒中例に対するインディケーター13項目

を策定し、日本全国55施設を対象としたインディ

ケーターの検証と医療経済学的な分析を行った。

（平成24年度～）

4) 地域生活習慣病実態調査研究 （平成25年度）

循環器病の1次予防・2次予防のためには各危険

因子をガイドラインに沿って管理する必要があ

り、また危険因子管理の実態に関して継続的にモ

ニターする体制構築が必要である。糖尿病・代謝

内科では、危険因子管理の実態を保険薬局におい

て調査する仕組みを地域の薬剤師会と協力して

構築し二次医療圏全体における血糖管理の実態

調査を行った結果、薬剤治療中にも関わらず定年

前後の患者は管理不良群が多いことを明らかに

した（日本糖尿病学会誌、2013年）。生活習慣改

善のための療養意識と行動の徹底が不十分であ

ることが考えられ啓発目的でプレスリリースを

行った。
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－６
その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

予算額（千円） － － － － －

決算額（千円） － － － － －

経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ａ

＜評定に至った理由＞

現行指針が示される前の中期目標のため定量的指標は設定されていない

ものの、心臓移植治療の実施について国内トップレベルの累計６９例（２

６年度は９例。平成１１年～平成２１年度の１０年間では２７例。平成２

２年からの５年間でそれまでの１．５倍にあたる４２例を実施。）を実施、

その生存率では９３％と世界トップレベルを維持しており、重症心不全患

者の著しい QOL 向上を実現する植込型補助人工心臓治療においても１５

例（平成２１年度は０例）、循環器疾患合併症妊娠の取扱件数については

９７件（平成２１年度は７８件）、と国内トップ（世界３位）の実績を残

すなど、所期の目標を量的にも質的にも上回る顕著な成果が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。
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＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）



様式２―２―４－１（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目１－６）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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（３）その他医療政策の一環として、

センターで実施すべき医療の提供

臓器移植法に基づき、成人例のみなら

ず小児例における心臓移植を臓器移植

ネットワークにおける基幹心臓移植施

設として実施する。体外設置型及び植

込み型の補助人工心臓を症例に応じて

適用し、在宅療法を含め QOL の高い補

助人工心臓治療を実施する。

また、適応症例に対するホモグラフト

を用いた組織移植を円滑に実施する。

〈定量的指標〉

なし

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・心臓移植に関する取り組み

（３）その他医療政策の一環として、センターで実施す

べき医療の提供

1．小児心臓移植実施施設としての体制整備

（平成 22年度～）

平成22年7月小児心臓移植実施施設として認

定され、小児、乳幼児病棟に新移植後に用いる

クリーンルームを整備すると共に、小児脳死患

者からの臓器提供を想定し手順確認訓練を実施

した。また、小児の心臓移植が当センターもし

くは阪大附属病院のどちらで実施する場合でも

共同で医師団を編成し派遣する体制をとり、双

方で小児心臓移植の体制を整備した。

2．組織保存バンクの運営（平成 22年度～）

組織バンクを設立し、心臓弁・血管ホモグラフ

トによる組織移植を実施している。

さらに、組織移植の定着を図るために他の組織バ

ンクと協力して西日本組織移植ネットワークを設

立し、活動を行っている。

3．体外設置型補助人工心臓から植込型補助人工心臓へ

の移行を実施（平成 23年度～）

平成 26 年度は 23 例の補助人工心臓装着を行な

った。

うち 15 例は植込型を用いた。

植込み型の補助人工心臓症例（EVAHART）の増加に

伴い、補助人工心臓装着患者の受入れ病棟の拡大を

行った。

このように飛躍的な心不全患者の QOL 向上を実現

した。

4．ホモグラフトを用いた大動脈弁置換術を施行

（平成 23年度～）

若年者に対して、大動脈弁ホモグラフトを用いた

大動脈弁置換術を施行し、良好な結果を得ている。

5．「人工心臓外来」の設置（平成 24 年度～）

＜評定と根拠＞

評定：Ｓ

今年度においても、9 例の心臓移植治療を実施し、累計

69 例（法改正後 42 例）となり、中期計画期間において移

植医療を推進した。

また、移植部を移植部門へ機能強化、総合心不全クリ

ニックを開設して重症心不全医療を推進してきた。

さらに、小児心臓移植施設としての活動及び循環器疾

患合併妊娠への対応を推進した。

これらを踏まえて、Ｓと評価する。

・積極的な心臓移植治療の実施

渡航移植例を含め、86例の心臓移植後患者をフォロ

ー中である。

5 年/10 年生存率は、いずれも 93％となっている。

（推定世界 1 位）

・成人先天性心疾患（ACHD）への対応

診療科の狭間におかれる成人先天性心疾患に対して

専門外来を運営している。

・循環器疾患合併妊娠への対応

今年度における心疾患合併妊娠取扱数は、97件であっ

た。（国内1位、世界3位）
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心臓移植実施数が、わが国で初めて 50 例以上を

施行する施設となった。（累計 69 例）

生存率も移植後 10年で 93％と良好である。

また、植込型補助人工心臓による外来管理が増加

し、｢人工心臓外来｣を開設した。

6．心移植患者にバイパス手術を実施（平成 24 年度）

心臓の移植後、心臓を取り巻く冠動脈が細くなる

「冠動脈狭窄」を発症した患者に対し、別の血管を

冠動脈につないで血液を流れやすくする手術に国

内で初めて成功した。

冠動脈狭窄は、移植後の慢性拒絶反応の 1 つであ

る。

発症の仕組みはわかっていないが、移植後の治療も

充実させることで、本当の意味で成熟した心臓移植

医療が達成できる。

7．成人先天性心疾患への対応（平成 24年度）

小児期の手術治療成績の向上により患者数が激

増し、当センターが全国一の患者数を擁する成人先

天性心疾患の診療レベルの向上のため、専門外来を

開設すると共に、月 1回心臓血管内科医、小児循環

器医、心臓外科医、看護師、薬剤師、臨床検査技師

等が一同に集まって症例検討会を行っている。

治療方針が立てづらい難解な症例のディスカッシ

ョンを行っている。

また、厚生労働科学研究事業「成人先天性心疾患の

診療体系の確立に関する研究」により、これまでに、

1)全国の患者、小児科、循環器内科における診療実

態調査を実施した。

その結果、日本には既に 40 万人の ACHD 患者が存在

し、毎年 1万人の割合で増加している。

2)多くの循環器内科施設で ACHD 患者の診療が行わ

れているが、80％以上が年間外来患者数 50 名以下、

年間入院数 10 名以下の小規模な施設であること、
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すなわち集約化が行われていないこと。

3)集約化のための基幹施設の設立を目指して、研究

班の提言により、全国の大学病院および主要循環器

施設の循環器内科医を主体とする「ACHD ネットワ

ーク」（会長：永井良三自治医科大学学長）を設立

した。現在全国 24 施設が参加し、各地域の医療状

況に応じた形での診療体制の確立を目指している。

4）研究班からの働きかけにより、日本循環器学会

学術委員会（委員長：小室一成東京大学教授）に「成

人先天性心疾患部会」を新規に設立し、学会で ACHD

診療体制の確立や若手医師の教育、専門医制度の確

立等の問題を継続的に議論できる体制を整えた。

5）日本成人先天性心疾患学会（理事長：丹羽公一

郎聖路加国際病院循環器内科部長）と共に、年 2

回の ACHD 教育セミナーの開催、および web を利用

した E-learning システムの確立などを行ってい

る。

8．植込型補助人工心臓治療の推進（平成 25年度）

①心臓移植へのブリッジ（BTT）型補助人工心臓が

保険償還され、本年度には比較的小型のシステム

が加わったことで、BTT の適応としては、植込型

を第一選択とした。本年度は、体外設置型は 4

例（うち 2 例は小児）のみで、植込型が 20例（1

例は体外設置型からの移行）となった。これによ

り重症心不全患者の著しい QOL 向上が実現した。

②植込型保険償還後、補助人工心臓治療症例数が増

加、HeartMateⅡはアジア最多実績（25年 4 月～：

22 例）である。また、Jarvik2000 の使用を開始

した（26年 1月)

③自宅療養 14例を含む 41 例の管理を行っている。

なお、自宅療養患者は多職種からなる人工心臓外

来において経過観察を行っている。

9. 凍結保存同種組織を用いた外科治療

（平成 25年度）
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同種組織（ホモグラフト）は、感染抵抗性があり、

組織適合性に優れ、抗凝固療法が不要で、小児に使

用可能なサイズのものが得られる等の利点があり、

これを使用することにより、従来の治療方法では危

惧される感染等の問題を回避することが可能とな

る。

平成 25 年度において 4 症例行っており、平成 11

年から活動している当センター「組織保存バンク」

と連携しながら、他の施設にない充実した専門家を

配置して組織の移植を必要とする患者への治療を

実施している。

10. 成人先天性心疾患（ACHD）への対応

（平成 25年度）

専門診療体制整備が不十分なため患者が医療難

民化している ACHD 対策として、成人先天性心疾患

外来を運営すると共に人材育成目的で設置した専

門修練医特別研修コース（成人先天性心疾患コー

ス）に応募があり 25 年度より育成をスタートした

（2 名）。また、厚労科研「成人先天性心疾患の診

療体制の確立」の主任研究者をセンターから輩出

し、日本循環器学会に対し循環器内科医師の積極的

な関与を促す提言を行う等、精力的に活動してい

る。

11. 「総合心不全クリニック」の開設(平成 26 年度)

平成 26年 10 月、スペシャリストが共存する当院の特

性を生かした疾患指向クリニックの１つとして、心不全

科・不整脈科・心臓外科等の組織横断的クリニックを開

設した。

12. 移植部を移植部門として機能強化(平成 26 年度)

13. 平成 26 年度においては、9例の心臓移植を実施し、

累計 69 例となった。

渡航移植例を含め、86 例の心臓移植後患者をフォロ
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主な業務実績等 自己評価
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ーしている。

また、法改正後の移植例比率は、61％である。

5 年/10 年生存率は、いずれも 93％となっている。

（推定世界 1 位）(平成 26 年度)

14. 循環器疾患合併妊娠への対応(平成 26 年度)

心疾患合併妊娠取扱数の平成 26年度実績は、97 件

であった。

昨年度に引き続き、国内では 1 位、世界でも 3 位の件

数となっている。

脳出血、産科大量出血、高度肺高血圧等の超重篤循

環器疾患合併例にも対応している。

15.小児用補助人工心臓【Excor】への治験再参加及び

症例の受け入れを行った。(平成26年度)

16.最小侵襲心臓手術（MICS）での僧帽弁形成術は、

100 例超と国内最多となっている。(平成 26 年度)
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－７
人材育成に関する事項

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

教育・臨床

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ数

28

(21 年度)

28 45 46 47 49 予算額（千円） － － － － －

センター外

の医療従事

者等に対す

る職種ごと

の各種研修

数

4

(年度計画)

18 36 41 47 48 決算額（千円） － － － － －

経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ａ
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＜評定に至った理由＞

教育・臨床プログラム数の増加、連携大学院制度の充実による博士号取得

者の輩出、センター外の医療従事者等にかかる研修の大幅な増（平成 22

年度比 266.7%）など、所期の目標を上回る成果が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）
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中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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３．人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策

を牽引する上で特に重要なもので

あることから、センターが国内外

の有為な人材の育成拠点となるよ

う、循環器病に対する医療及び研

究を推進するにあたりリーダーと

して活躍できる人材の育成を行う

とともに、モデル的な研修及び講

習の実施及び普及に努めること。

３．人材育成に関する事項

（１）リーダーとして活躍できる人材

の育成

循環器病領域の研究・医療におけるリ

ーダーとして活躍できる人材を育成す

るため、教育・臨床プログラム数につ

いて、中期目標の期間中に平成 21 年度

比 1.5 倍とするなど、医師、看護師、

薬剤師、検査技師、リハビリテーショ

ン技師、研究者等の育成を積極的に行

う。

〈定量的指標〉

・教育・臨床ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ数

・センター外の医療従事者等に対す

る職種ごとの各種研修数

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・循環器医療の均てん化推進を目的

とした研修開催

３．人材育成に関する事項

（1）リーダーとして活躍できる人材の育成

《レンジデント人数》 《専門修練医人数》

平成 21 年度:101 人 平成 21 年度:31 人

平成 22 年度: 95 人 平成 22 年度:29 人

平成 23 年度: 96 人 平成 23 年度:35 人

平成 24 年度: 97 人 平成 24 年度:56 人

平成 25 年度: 94 人

平成 26 年度: 81 人

平成 25 年度:51 人

平成 26 年度:49 人

《教育・臨床プログラム数》

平成 21 年度:28 件

平成 22 年度:28 件

平成 23 年度:45 件

平成 24 年度:46 件

平成 25 年度:47 件

平成 26 年度:49 件

1）当センター病院は、心臓疾患、脳血管疾患などの

循環器疾患及びこれらの危険因子となる疾患を扱う

国立高度医療施設で、循環器病の専門病院としてはそ

の規模、症例数、医療の質いずれも世界の最先端をい

くものとして広く認められている。

当センターの専門修練医制度は 22 年、レジデント制

度は 36 年の歴史がある。

これまでに 1,779 名の医師が巣立っている。

OB のネットワークの中から優れた臨床研究も生まれ

ている。（平成 22 年度～）

2）CVEN 専門看護師の養成（平成 22 年度～）

循環器病専門看護領域において、熟練した看護技術・

知識を用いて看護実践でき、他の看護職員の教育・指

導を行い、看護の質の向上に寄与できる専門看護師と

して国立循環器病研究センター専門看護師（CVEN)を

育成しており、平成 26 年度新たに 2 名を認定した。

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

教育・臨床ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ数については、中期計画の期間に

おいて目標値を上回り、順調に人材育成を推進した。

また、センター外の医療従事者等に対する職種ごとの

各種研修数についても、目標値を大きく上回った。

さらに、中期計画の期間において連携大学院制度の

充実及びモデル的研修・講習を実施して循環器医療の

均てん化を推進した。

これらを踏まえて、Ａと評価する。

・連携大学院制度の充実

連携大学院協定の締結を推進し、病院部門在籍者と

して、初の博士号取得者が2名誕生した。(熊本大学2

名)
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（うち 1 名は初の周手術期）

3）クラスター棟に模擬手術室、模擬 ICU を設け、看

護師も先進医療に関するシミュレーショントレーニ

ングができるような機器・器材を整備を平成 22 年 3

月より開始した。

また、この設備は、他施設及び潜在看護師の教育研修

施設としても活用できると同時に循環器看護のエビ

デンスの情報発信としても活用が見込める。

（平成 22年度～）

4）動物を用いた埋込み手術トレーニングの実施

（平成 22年度～）

我が国で薬事承認が完了したサンメディカル社の体

内埋込み型人工心臓エヴァハート（EVAHEART）につい

て、平成 23年度 4 月の保険収載・販売開始に向けて、

動物を用いた埋込み手術トレーニングに取り組んだ。

これは、研究開発基盤センターのトレーニングセンタ

ーが受託し、センター内の施行部署として研究所人工

臓器部が請け請け負うというスキームである。

現在我が国には、医療機関の外科チーム全体が参加す

る規模の補助人工心臓(VAD) の埋込み手術トレーニ

ングを大型動物を用いて行い得る施設は存在せず、今

後同様の新規機器臨床応用前のトレーニングプログ

ラムを行っていく点で重要な役割を果たすこととな

る。

5）第 1 回レジデント・デーの開催（平成 22年度～）

NCVC 現役レジデント、専門修練医を招き、各界の最

先端で活躍中のレジデント出身医師に、自らの来し

方、生き様を語って頂き、レジデント・スピリットを

醸成することを目的に開催した。

全国の初期臨床研修医、学生の参加も受入れした。

6）第１回ティーチング・アウォード実施

（平成 23年度～）
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（２）モデル的研修・講習の実施

循環器医療の均てん化推進を目的とし

て、センター外の医療従事者等に対す

る職種ごとの各種研修を年 4 回以上企

画・実施する。

レジデント・専門修練医への教育・研修の質を向上さ

せるため、また指導・教育を行うスタッフのモチベー

ションを高めるため「第 1 回ティーチング・アウォー

ド」（7 月 16 日）を実施した。

平成 23 年度は、13名を表彰した。

7）PCI(経皮的冠動脈形成術)初級トレーニングコース

の開催（平成 24 年度）

レジデント・同志望者を対象として、PCI システムと

その役割と使用法、ガイドカテーテルの種類とエンゲ

ージ、カテーテルとガイドワイヤーを習得する PCI

トレーニングコースを開催した。

手技の習得のために、最新鋭のコンピューターシュミ

レーションも活用した。

8）連携大学院協定の締結を推進 （平成 26 年度）

新たに岡山大学（平成 26年 4 月）、奈良県立医科大

学（平成 27 年 3 月）と協定を締結した。

また、慶応義塾大学と連携に向けた協議を開始し

た。

病院部門在籍者として初の博士号取得者が 2 名誕生

した。(熊本大学 2名)

（大学院数）15 大学

（延教官数）教授 28 名 准教授 10名 （院生数）19 名

（2）モデル的研修・講習の実施

1. センター外の医療従事者等に対する職種ごとの各

種研修の実施

《各種研修実施数》

平成 22 年度:18 回

平成 23 年度:36 回

平成 24 年度:41 回

平成 25 年度:47 回
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平成 26 年度:48 回

2．医療クラスター棟新築、産官学共同研究推進の体勢

整備（平成 22年度）

平成 23 年 3 月より医療クラスター棟の新築工事

を開始し、臨床研究の推進、ドライラボを駆使

した産官学共同研究、模擬手術室・ICU 等を用いた

外部を含む医療従事者研を修進する体制整備を図

っている。

「大阪バイオ推進会議」に参画しており、医薬品、

医療機器を中心としたバイオクラスターの発

展をめざし、クラスター内外における経済発展の好

循環（バリューチューン）の厚みを増すよう、事業

案件が次々と創出される環境（治験迅速化、ベンチ

ャー支援、規制改革等）を整備。

併せて、大阪を中心に神戸や京都などとも連携を進

め、関西地域全体の発展を担う「国際バイオ都市」

の実現を目指す。

3．各種研修の実施（平成 22年度～）

1）脳血管外科フォーラム脳血管外科治療セミナー

2）国立循環器病研究センター小児循環器部夏期セ

ミナーKSKS(小児循環器部)

3）国立循環器病研究センター周産期サマーセミナ

ー

4）大阪府看護職員実務者研修(看護部)

5）ANS セミナー（Advannced acute cardiovascular

Nursing Simulation：高度循環器看護シミュレ

ーション）

6）脳神経外科ハンズオン講習会
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－８
医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾍﾟ

ｰｼﾞﾋﾞｭｰ数

(月平均)

－ 235,000 336,000 495,000 803,000 1,547,058 予算額（千円） － － － － －

決算額（千円） － － － － －

経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ａ

＜評定に至った理由＞

JASPER 研究立ち上げによる全国ネットワークの構築、循環器病統合情

報センター設立による国内の循環器科等標榜施設からの情報収集や診療

実態調査の実施、かるしおレシピに代表される「国循減塩プロジェクト」

の推進、循環器病予防の啓発等を目的とする事業を積極的に実施するな

ど、所期の目標を上回る成果が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし
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４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）
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4．医療の均てん化並びに情報の収集及

び発信に関する事項

センター及び都道府県における中核

的な医療機関間のネットワークを構

築し、高度先駆的医療の普及及び医

療の標準化に努めること。

情報発信にあたっては、医療従事者

や患者・家族が循環器病に関して信

頼のおける情報を分かりやすく入手

できるよう、国内外の循環器病に関

する知見を収集、整理及び評価し、

科学的根拠に基づく診断及び治療法

等について、国民向け及び医療機関

向けの情報提供を行うこと。

４．医療の均てん化と情報の収集・発

信に関する事項

（１）ネットワーク構築の推進

循環器病について、センターと都道府

県における中核的な医療機関等とのネ

ットワークを構築し、相互の交流を通

じて、高度先駆的医療及び標準的医療

等の普及を図る。

〈定量的指標〉

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ

ﾋﾞｭｰ数（月平均）

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・情報の収集･発信

4．医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

（1）ネットワークの構築の推進

1．循ネットの運用（平成 22年度）

循ネット（循環器病診療総合支援全国ネットワー

クシステム）は、平成 8年の運用開始以来、循環器

病に関する施設間連携を基礎とした診療技術開発、

技術研修、循環器病発症や診療の実態を表すデータ

の収集、循環器病に関する情報提供に使われてい

る。

循ネットには循環器病診療の専門性が高い 11 施設

が参加し、セキュリティを重視した全国規模のイン

トラネットを構成している。

それぞれの施設は回線速度が 3Mbps のデータ専用

回線でイーサネット全国網に接続され、迅速なデー

タ交換が可能になっている。

8 月 18 日 NCVC ネットに移行。

（循ネットの参加施設）

・独立行政法人国立病院機構函館病院

・岩手医科大学附属循環器医療センター

・独立行政法人国立病院機構仙台医療センター ・

独立行政法人国立病院機構埼玉病院

・独立行政法人国立病院機構静岡医療センター ・

静岡県立こども病院

・独立行政法人国立病院機構大阪医療センター ・

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

・独立行政法人国立病院機構岡山医療センタ

ー ・独立行政法人国立病院機構善通寺病院

・独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター

2．脳卒中地域連携ネットワークの構築

（平成 23年度～）

超急性期から慢性期に至るまでの脳卒中地域連

携のモデルケース構築を目指して、大阪大学等と協

力しつつ北摂地域の医療・介護機関の連携体制を編

＜評定と根拠＞

評定：Ｓ

中期計画期間において循環器病統合情報センターの設

立によるネットワーク構築の推進及び「国循の減塩プロ

ジェクト」を推進した。

また、「循環器病」に関する情報提供について包括的連

携協定を締結して、循環器病情報の普及啓発活動を推進

してきた。

さらに、利用しやすく魅力的で発信力の高いホーム

ページを目指し、随時アップデートを実施した結果、

平成26年度のページビュー数は、平成22年度の6.6倍と

なった。

これらを踏まえて、Ｓと評価する。

・循環器病統合情報センターの設立

循環器専門医研修施設・研修関連施設1,325施設を中

心にした循環器疾患診療実態調査（JROAD）を実施し、

平成27年1月に調査結果を公表した。

(上記 1,325 施設からの収集率は、100％を達成した。)

また、JROAD-DPC事業においてQuality Indicator解

析を開始して、平成27年2月に解析結果を参加施設へ還

元した。

・かるしお認定制度の開始

「かるしお認定基準」に基づき申請のあった食品を審

査し、基準を満たした食品に対して「かるしおマーク

」の表示を認めた。

減塩に対する正しい認識を広め、食品業界などと連携

し食生活の改善を図り、長期的に循環器病予防に取り

組み、健康寿命延伸に寄与する。

・循環器病情報の普及啓発活動

第一生命保険株式会社と「循環器病」に関する情報

提供についての包括的連携協定を締結した。(平成26

年5月)

平成26年12月には、協定締結記念セミナーを開催する

など、循環器病に関する情報発信を推進した。
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成し、病態に応じた最適なケアを行えるネットワー

クを整備した。

3．スマートフォンを用いた救急搬送情報伝達システム

を開発（平成 23 年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、消防防災科学技

術推進制度及び循環器病研究開発費(23-4-6)「救急

搬送の予後向上に向けた医療機関との情報の連結

に関する研究」の中で、スマートフォンを用いた救

急搬送情報伝達システムを開発し、吹田消防との間

で同システムを試行した。

4．JASPER 研究を立ち上げ、全国のネットワークを構築

（平成 24年度～）

北海道（北海道大学）、東北（福島県立医科大学）、

関東（杏林大学、榊原記念病院、慶應義塾大学、東京

慈恵会医科大学、亀田メディカルセンター）、近畿（奈

良県立医科大学、国立循環器病研究センター）、九州

（熊本大学）の各地域において非代償性心不全（フラ

ミンガムの診断基準に準拠）にて入院となった 20 歳

以上の患者のうち、入院時の心エコー上、左室内径短

縮率が25%以上あるいはm-Simpson法による左室駆出

率が 50％以上の症例を拡張期心不全（HFpEF）として

抽出し、患者背景、治療内容、予後について WEB 上で

登録し、情報を共有する JASPER（Japanese heart

failure Syndrome with Preserved Ejection

fraction）研究を立ち上げ、全国のネットワークを構

築した。今後、施設間で情報を共有し、未だに治療法

の確立していない HFpEF に対する介入試験なども共

同で行う予定である。

5．急性心筋梗塞の地域医療連携ネットワークの構築と

推進（平成 25年度～）

急性心筋梗塞の診療および地域医療連携に関し、当

センターが中心となり、大阪府豊能二次医療圏におけ

る中核専門病院である当センター、大阪大学、市立豊
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（２）情報の収集・発信

医療従事者や患者・家族が循環器病

に関して信頼のおける情報を分

かりやすく入手できるよう、広く

国内外の知見を収集、整理及び評

価し、ホームページ等を通じて、

国民向け・医療機関向けに、科学

的根拠に基づく最新の診断・治療

情報等の提供を行うとともに、医

療に関する技術援助、技術指導の

要請に対応する。

中病院、済生会千里病院、マックシール巽病院と、吹

田市・豊中市・箕面市・池田市の 4 医師会とが地域連

携ネットワークを構築し、年 3～4 回のワーキンググ

ループ会議および年 1～2 回の全体検討会を開催し、

急性心筋梗塞地域医療連携パスを推進している。

6. 循環器病統合情報センターの設立（平成 26 年度）

日本循環器学会主導の下記事業の運用と得られた

ビッグデータの管理を担当している。

国内の循環器科・心臓血管外科標榜施設から施設情報

（病床数、医師数、入院患者数等）、検査件数、治療件

数、心血管リハビリ情報を収集し、平成 27 年 1 月に調

査結果を公表した。

7. 循環器疾患診療実態調査（JROAD）（平成 26 年度）

循環器専門医研修施設・研修関連施設 1,325 施設を

中心に、入院患者数・検査・治療件数等を集計した循環

器疾患診療実態の俯瞰的調査を実施した。

上記 1,325 施設からの収集率 100％を達成した。

8. JROAD-DPC 事業 （平成 26年度）

JROAD 参加施設の約半数から、DPC 情報より得られる

処方、処置内容、患者重症度の指標などについて標準化

された記録の追加収集を平成 25 年から開始している。

Quality Indicator 解析を開始して、平成 27 年 2 月に

解析結果を参加施設へ還元した。

（２）情報の収集・発信

1．患者家族向け「循環器病情報サービス」

（平成 22年度～）

①当センターホームベージで、患者家族向け「循

環器病情報サービス」を発信した。

②「補助人工心臓の開発・臨床応用について」や、

「脳卒中、脳血管性痴呆症に対する再生医療
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技術を用いた治療法」等のトピックスをホー

ムページにて情報発信している。

また、「臨床研究すすむ！プロジェクト」臨床

研究と治験啓発に関して解かり易いホームペ

ージを新規開設（平成 22年 10 月）した。

2．医療従事者向け「センター病院の診療科紹介」

（平成 22年度～）

当センターホームベージで、医療従事者向け

「センター病院の診療科紹介」を発信した。

3．「国循 市民公開講座」の開催（平成 23年度～）

広く社会に向けて循環器病予防等を啓発する

取組みとして、年4回国循主催の「国循 市民公

開講座」を開催することとした。

第1回を平成24年3月11日大阪の千里ライフサ

イエンスセンターで開催した。

第1回のテーマは「生活習慣病の改善で循環器病

を予防」。

第1部では健康チェック、生活習慣病相談などを

実施した。

第2部では「循環器病のための生活習慣病の予防

と治療」と題して、国循の医師5名が講演した。

なお、申し込み時点で定員に達し、275名が参加

した。

その他、多数の各部門主催の市民公開講座を開催

している。

①「脳卒中予防の秘けつと最新治療－あなたと

家族を脳卒中から守るために－」（7月10日）

②「心臓病の予防・治療・リハビリと運動療法

－いきいきと生きるコツ」（7月18日）

③「心筋梗塞の危険度 －TAKE！ABI 2011−」

開催（9月19日）

④「足の血圧で分かる脳、「一過性脳虚血発作

TIA」（1月14日）

⑤「心臓リハビリテーション」（2月12日）
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⑥「心筋症について知ろう」（3 月 8 日）

4．Web サイトのリニューアル実施（平成 23年度～）

利用者がより情報を見やすく、探しやすくすると

同時に、魅力的で情報発信力の高いホームペー

ジとするため、内容とデザインをリニューアル

した。

その結果、ＰＶ（ページビュー）の増加に繋が

った。

〈月平均 ページビュー数〉

平成 22 年度 235,000 PV

平成 23 年度 336,000 PV

平成 24 年度 495,000 PV

平成 25 年度 803,000 PV

平成 26 年度 1,547,058 PV

5．ニュースレターの発行（平成 23年度～）

報道機関や医療雑誌、一般週刊誌等のメディアを

対象としたニュースレターを年 4 回発行し、当セン

ターの取組を紹介した。

①超急性期医療（vol.1）

②知的資産の活用・減塩食（vol.2）

③吹田コホート研究・心リハ（vol.3）

④ペプチド・タンパク質研究（vol.4）

6．国循減塩レシピの料理教室を開催

（平成23年度～）

当センターの病院食は、普通食が 1日 6ｇ未満の

減塩食であるが、調理師・栄養士の創意工夫によっ

て患者から「美味しい」という評価をいただいてき

た。

その減塩レシピを社会に普及させるため、複数回

の料理教室を開催し、WEB を利用した「国循減塩レ

シピ」の配信を企業と提携し行った。
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7．東日本大震災被災地における循環器病予防対策

（平成23年度）

被災地での発症が懸念された「エコノミークラ

ス症候群」や「たこつぼ型心筋症」について注意

喚起を実施した。

また、現地調査に基づき、高血圧症対策などの必

要性を提言した。（第1回～第3回）

さらに現地での循環器病予防啓発のための市民

公開講座を実施した。（11月29日,2月5日）

8．患者情報室・患者用図書室の開設

（平成23年度～）

患者や家族の自己決定の支援等を目的とする「健

康情報ひろば－ふじ－」を開設した。

医療情報リーフレットの提供や、医学・一般図書の

閲覧、インターネット利用端末の設置など、病院ボ

ランティアの協力を得て運営している。

9．「国循の美味しい！かるしおレシピ」を出版

（平成 24年度）

「減塩なのにおいしい」と好評であるオリジナル

減塩メニューを紹介したレシピ本「国循の美味し

い！かるしおレシピ～0.1ml まで量れる！かるし

お（軽塩）スプーン 3 本セットつき」（セブン＆ア

イ出版）を、12月 11 日（火）より全国の書店にて

発売した。

世界的にみても日本人の食塩摂取量は約 11g／日

と高く、成人の 3人に 1人、高齢者の 3 人に 2人は

高血圧と診断されている。

高血圧は脳卒中や心臓病につながりやすく、高血圧

の予防と治療は国民的な課題である。

当センターでは平成 17 年から、1 日の塩分摂取量

が合計 6 グラム未満（1 食 2g 未満）となる減塩食

を入院患者さんに提供している。

この減塩食は京都の割烹などで修行した調理師長

を中心に、京料理の手法を取り入れて独自メニュー

を開発したものである。
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退院された患者さんからは「あの食事を家庭でも食

べたい」と要望が多数あった。

今回のレシピ本は、減塩食の必要な患者さんだけで

はなく、幅広く塩分を控えた食生活に関心がある一

般の方までを対象に制作し、健康寿命をのばす適切

な食生活のガイドとして活用してもらえると考え

ている。

（紀伊国屋書店全国 1位 2月 26日 POS売上速報、

Amazon 総合 1位 2月 26 日～3月 1日）

10．「国循の減塩プロジェクト」の推進

（平成 25年度）

減塩と脳卒中発症の低下は関連するとされる。

H23 年に東日本大震災の被災地の循環器病予防目

的でスタートした「国循の減塩プロジェクト」を発

展させ、高血圧の管理と循環器病の予防に重要な食

塩制限について、以下の様な啓発活動等を実施して

いる。

①「続 国循の美味しい！かるしおレシピ」の出

版、ムック本「美味しい！かるしおレシピ春 」

の監修

1 日の塩分摂取量が合計 6 グラム未満（1 食 2

ｇ未満）となる減塩食で低カロリーの当センタ

ーの病院食のレシピ本「国循の美味しい！かる

しおレシピ」が 25万部を超えるベストセラーと

なったことを受け、続編となる「続国循の美味

しい！かるしおレシピ」を平成 25 年 12 月に出

版した。

初版 6万部を発行し、すぐに 2 万部が増刷され

るなど大きな反響があった。

また、当センターが全面的に監修したムック本

「美味しい！かるしおレシピ春」（著者：セブン

＆アイ出版）が平成 26年 3 月に出版された。

従来の書籍よりも安価で購入できるムック本

の出版により、さらに減塩の重要性が広まるこ
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とが期待される。

②国循のご当地かるしおレシピプロジェクト

S-1g（エス・ワン・グランプリ）大会」を開催

減塩の重要性を継続して普及していくことな

どを目的に、「国循のご当地かるしおレシピプ

ロジェクト S-1g（エス・ワン・グランプリ）

大会」を企画。平成 25 年 8～10 月、各地の特

産品を活用した減塩レシピを募集した。

その結果、全国から 355 件の減塩レシピの応募

があり、一次選考で選ばれた 24 レシピが平成

26 年 1 月の最終選考会（大阪 相愛大学）に挑

んだ。

最終選考会の参加チームは、プロの料理人、保

健所のスタッフ、または高校生など様々な立場

からの参加であったが、各々が真摯に減塩レシ

ピに取り組み、試食審査を経てグランプリ等の

受賞者を決定した。

グランプリ受賞者は、東日本大震災被災地から

参加の岩手県久慈保健所チーム。今後、各地元

での食生活改善に向けた取組みが期待される。

なお、最終選考回の模様は多くのテレビ、新聞

等で紹介された。

③「かるしおレシピ」の波及効果

a S-1g 特別賞を受賞した企業が「減塩寿司」を

商品化する等、受賞チームによるレシピの事業

化や“まち興し”に繋がっている（農水省関係

団体による「医福食農連携事例集」でも取り上

げられた）。

b 「かるしおレシピ」のインターネット配信、社

員食堂・給食会社等へのレシピ提供、弁当販売

等の事業化に成功し、関連製品が飛躍的に全国

普及。弁当販売（25 年度売上 約 6 千万円）

東京・千葉・京都・大阪の有名百貨店や聖路加
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国際病院等で人気を集めている。

c 食品メーカー等からの要請に応え、一定の要件

を満たす減塩食品を認証する「かるしお商標

（マーク）」の準備を進めている。

④かるしお認定制度の開始（平成26年度）

「かるしお認定基準」に基づき申請のあった製

品を審査し、基準を満たした製品に対して「か

るしおマーク」の表示を認めた。

分かりやすく食生活を改善するための一助と

なることを目指す。

かるしお認定を通じ、減塩に対する正しい認識

を広め、食品業界などと連携し食生活の改善を

図り、長期的に循環器病予防に取り組み、健康

寿命延伸に寄与する。

11.循環器病情報の普及啓発活動（平成26年度）

第一生命保険株式会社と「循環器病」に関する情

報提供についての包括的連携協定を締結した。

(平成26年5月)

平成26年12月には、協定締結記念セミナーを開催す

るなど、循環器病に関する情報発信を推進した。
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－９
国への政策提言に関する事項、その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり

の推進

施策目標：政策医療の向上・均てん化

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

独立行政法人通則法第 31 条第 1項

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度

国際貢献数

(学会出

席・発表)

200 以上 96 187 175 250 263 予算額（千円） － － － － －

決算額（千円） － － － － －

経常費用（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

行政サービス実施コ

スト（千円）

－ － － － －

従事人員数 － － － － －

※主要なインプット情報については、評価項目毎の費用等算出が困難なため、－とした。

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ａ

＜評定に至った理由＞

t-PA 静注療法適応時間延長に関する提言や各種ガイドラインの作成及び

その研究、国際貢献分野での中長期計画以上の実績（131.5%）及びミャ

ンマー国立ヤンキン子供病院への支援を行うなど、所期の目標を上回る成

果が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし



166

４．その他参考情報

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載）
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５．国への政策提言に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に

基づき、かつ、医療現場の実態に即し

たものにするため、科学的見地から専

門的提言を行うこと。

５．国への政策提言に関する事項

循環器病に関する研究・開発を推進す

る中で明らかとなった課題の解決策等

について、科学的見地から専門的提言

を行う。

〈定量的指標〉

・国際貢献数(学会出席・発表)

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・国への政策提言

5．国への政策提言に関する事項

①「母体安全への提言 2010」 日本産婦人科医会・

日本産婦人科学会・日本麻酔科学会の協力のも

と、妊産婦死亡症例の検討評価を行い、日本の未

来を担う次世代の健やかな育成のため、今後の医

学研究やシステムの改善を行うための提言を行

った。（平成 22年度）

②「循環器疾患における末期医療に関する提言」循

環器医療における末期的な状況に対する治療的

介入について再検討を加え、その対応に関しての

将来的な取組の課題や方向性に対して多方面か

らの提言を行った。（平成 22年度）

③「我が国における脳卒中再発予防のための急性期

内科治療戦略の確立に関する研究」により、「心肺

蘇生ガイドライン 2011」において、神経蘇生作業

部会員として急性期脳出血の治療推奨を提言し

た。（平成 22 年度）

④ｔ-PA 静注療法に関する提言（平成 23 年度）

ｔ-PA 静注療法は脳梗塞を発症してから 3 時間以

内の患者さんに使用可能な治療であるが、脳梗塞

発症 3 時間を過ぎても、専門施設でしっかりとし

た初期治療を始めることが重要であることを提言

した。

海外では発症 3 時間超 4.5 時間以内の患者への本

治療の施行が推奨されており、わが国でも治療開

始可能時間を延長するよう、関連学会（日本脳卒

中学会）を介して厚生労働省に意見提出した。

⑤食塩制限についての提言（平成 23 年度）

高血圧の管理と循環器病の予防に重要な食塩制限

について、日本高血圧学会減塩委員会委員長とし

て官公庁への提言を行うとともに、医療従事者や

一般人への啓発活動を行った。

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

国際貢献数(学会出席・発表)については、中期計画

期間において目標値を大きく上回り、循環器疾患の分

野で大きく国際貢献してきた。

また、多くのガイドライン等の作成や政策提言を行っ

てきた。

さらに、大規模災害時の医療についての研究を推進

することによって、公衆衛生上の重大な危害への対応を

行ってきた。

これらを踏まえて、Ａと評価する。

・脳卒中関連の研究者主導国際共同臨床試験推進体制の

構築を開始

国際共同臨床試験の円滑化のため、米国 NIH Stroke Net

と協調した国内ネットワーク（NECST）の構築を開始した。

27 年 2 月、米国での関係者会議にて臨床試験推進につい

て合意した。

・成人先天性心疾患の診療に積極的に参加を促す対策を

提言

全国での同疾患の患者数や全国施設での診療状況な

どのアンケート調査を実施し、ACHDネットワークを立

ち上げて、将来基幹施設となる施設の認定を行うとと

もに、日本循環器学会学術委員会に循環器内科医師に

成人先天性心疾患の診療に積極的に参加を促す対策を

提言し、成人先天性心疾患学会と合同で教育セミナー

の開催などを積極的に行っている。

・NIH助成国際協同試験の推進

脳出血超急性期の降圧目標確立のNIH国際協同試験

（ATACH-Ⅱ）の国内統括を担当している。

本邦からの登録240例（世界登録854例の28％）のうち

当センター登録数は71例であり、最多となっている。
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⑥包括的脳卒中センターの必要性とその治療内容、

治療体制につき政策提言を実施（平成 24 年度）

脳血管部門（脳神経外科）では、「包括的脳卒中セ

ンターの整備に向けた脳卒中の救急医療の研究」

（研究代表者:飯原弘二）の中で、我が国の脳卒中

臨床を行っている病院に対してアンケート調査を

行い、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血における本

邦の各医療圏での受け入れ件数、受け入れ態勢な

どにつき調査し、その結果から包括的脳卒中セン

ターの必要性とその治療内容、治療体制につき政

策提言を行った。

⑦一過性脳虚血発作 (TIA)の診断基準の見直し及び

診療マニュアルの作成（平成 24 年度）

厚生労働科学研究費補助金による「一過性脳虚血

発作（TIA）の診断基準の再検討、ならびにわが国

の医療環境に則した適切な診断・治療システムの

確立に関する研究」（研究代表者 峰松一夫）では、

国内外のガイドラインや論文、および本研究班の

3 年間の研究成果を基にして、TIA の診断基準の見

直しおよび診断・治療に関する診療マニュアルの

作成を行った。

⑧ガイドラインの策定・専門的提言

（平成 25年度）

革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等実用

化促進事業においてのガイドライン策定

革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等実用化

促進事業では、PMDA との人材交流を実施するとと

もに、医療機器の評価ガイドラインに資する研究

として、補助循環装置開発ガイドラインの検討、

および高リスク医療機器の市販前後における安全

性評価体制に関する研究を進めた。特にガイドラ

イン策定事業では、最初の具体例として中長期使

用目的の ECMO/PCPS システムを取り上げ、検討委
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員会を構成するアカデミア・臨床医・企業・PMDA

が意見を交換しつつ、開発および承認に有用なガ

イドライン案の検討を重ねた。その成果として検

討委員会案を提示する予定であり、その後は循環

器領域、呼吸/集中治療/救命救急領域、医工学/

人工臓器領域の各学会でのカウンターパートとな

る委員会での改訂を経て最終案が提言される予定

となっている。平成 26年度には引き続いて簡易左

心補助のガイドライン検討も予定しており、次世

代型治療系ハイリスク機器の開発・製品化・臨床

応用の促進に繋がると期待される。

⑨「循環器病統合情報センター」の開設を計画・準

備（平成 25 年度）

日本循環器学会の診療実態調査等、循環器病の各

種情報を統括し管理する標記センターの開設を

計画。（平成 26年 4月 1日開設）

⑩ 中長期間呼吸/循環補助（ECMO/PCPS）システ

ムの評価ガイドラインを策定（平成 26 年度）

研究者、臨床医、関係当局、産業界など多様な

バックグラウンドと専門家らの見解を反映さ

せつつ、現状の医療機器の使用状況での課題に

も深く切り込んだものであり、また次世代医療

機器の迅速な社会への導入にも極めて有意義

なものである。

⑪高血圧治療ガイドライン 2014(JSH2014)策定

(2014 年改訂版) （平成 26 年度）

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン(2014

年 改訂版)作成に執筆委員、査読委員として参画

した。

⑫脳卒中関連の研究者主導国際共同臨床試験推進

体制の構築を提言（平成 26 年度）

国際共同臨床試験の円滑化のため、米国 NIH

Stroke Net と協調した国内ネットワーク（NECST）
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６．その他我が国の医療政策の推進等

に関する事項

（1）公衆衛生上の重大な危害への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は

発生しようとしている場合には、国

の要請に応じ、迅速かつ適切な対応

を行うこと。

６．その他我が国の医療政策の推進等

に関する事項

（１）公衆衛生上の重大な危害への対

応

国の要請に応じて、国内外の公衆衛生

上重大な危害が発生し又は発生しよう

としている場合には、循環器病に関す

る範囲内にて、可能な限り適切な対応

を行う。

の構築を目指す。

27 年 2 月、米国での関係者会議にて臨床試験推

進について合意した。

⑬成人先天性心疾患の診療に積極的に参加を促す

対策を提言（平成 26 年度）

小児循環器部では、厚生労働科学研究「成人先

天性心疾患の診療体制の確立」の主任研究者と

して、全国での同疾患の患者数や全国施設での

診療状況などのアンケート調査を実施し、ACHD

ネットワークを立ち上げて、将来基幹施設とな

る施設の認定を行うとともに、日本循環器学会

学術委員会に循環器内科医師に成人先天性心疾

患の診療に積極的に参加を促す対策を提言し、

成人先天性心疾患学会と合同で教育セミナーの

開催などを積極的に行っている。

６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

（1）公衆衛生上の重大な危害への対応

①東日本大震災後に拡大が予想される循環器疾

患の予防（平成 22年度）

H23.3.11 に発生した東日本大震災への対

応を行った。

後方支援病院として重症循環器疾患を受け

入れる為、閉棟していた５西病棟を開棟し

た。 受入対象は下記のとおりとし、ホー

ムページトップから見られるようにした。

・心血管

肺血栓塞栓症、たこつぼ心筋症、重症

心不全、虚血性心疾患等、重症心疾患

患者、及び中等症患者

・脳血管

重症患者
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・小児循環器・周産期

重症の先天性心疾患もしくは心不全の

小児または胎児（母体搬送）、妊娠出産

に専門管理が必要な心血管疾患を持つ

妊婦等

・透 析

併せて手術等の必要な複雑例、等

②就労の場を失った被災者の方の就職支援（平

成 22年度）

医療従事者の募集を行った。

募集対象は、東日本大震災により就職内定

を取り消された方や、被災したことで就業

ができなくなった方で、看護師、薬剤師、

診療放射線技師等の医療従事者。

募集人員は看護師・助産師は、枠を設けず

できる限り多くの方を募集、その他の医療

従事者は若干名の募集とした。

現在の職場に籍を置いたままでの在籍出

向（期限・任期付き等）も対応可能とした。

③東日本大震災の現地調査チーム派遣（第一

次）（平成 23 年度）

現地調査チームは、医師 2 名（心臓血管内

科医師 1 名、脳血管内科医師 1 名）、薬剤

師 1 名、看護師 1 名、事務 1 名の 5名で、

被災地における中長期的な循環器病対策

を立案するための情報収集と、循環器病対

策の啓発を目的とした。（4 月 19 日～22

日）

④東日本大震災の現地調査チーム派遣（第二

次）（平成 23 年度）

岩手県における震災・巨大津波被災後の長

期的な循環器疾患（心血管疾患、脳血管疾

患）対策を立案するための情報収集と、循
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環器病対策の啓発を目的とする第 2 次現

地調査チーム 3 名（医師 2 名、研究員 1

名）を派遣し、岩手県庁、県栄養士会、岩

手医科大学、被災地の診療所などを訪問し

て、被災地域での食生活や循環器医療提供

体制の問題点などについて、現地調査を行

った。（7月 19 日～21 日）

⑤大規模災害における循環器病診療体制と手

法の確立に関する他施設共同研究

（平成 24年度）

当センターの内藤病院長が研究代表者を

つとめる「大規模災害における循環器病診

療体制と手法の確立に関する他施設共同

研究」班（厚生労働科学研究費補助金）が、

東日本大震災前後の被災地における循環

器病の発症状況を調査したところ、心筋梗

塞をはじめとする循環器病による死亡者

数が増加傾向にあることが判明した。

研究班は、被災地の岩手、宮城、福島の各

県の人口を 10 万人に換算し、厚生労働省

の人工動態統計を用いて平成 20 年～平成

23 年の 3 月 11 日～12 月 10 日の 9 ヶ月間

について、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、心

不全、不整脈、腎不全、肺炎の 10 万人あ

たりの死亡者数を調査し比較した。

これまで被災地の地域ごとの調査は行わ

れてきたが、本研究のように広範囲なデー

タは初めてである。

被災地で循環器病が増加傾向にあること

について、長期避難生活等によるストレス

が影響している可能性が大きいと考えら

れが、実際どのような要因が影響している

かはさらに検討する予定である。

本研究の成果は、「東日本大震災と循環

器・呼吸器疾患」研究発表会（1 月 26 日）
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（２）国際貢献

我が国における循環器病に対する中

核的機関として、その特性に応じた国

（２）国際貢献

国際学会への招聘や、海外からの研修

の受け入れ等、循環器疾患の分野で大

で発表された。

⑥公開講座「健康づくり講話」の開催

（平成 24年度）

震災被災地である岩手県野田村の特定健

診の結果を見ると、有所見率が最も高いのは

血圧であるが、次いで多いのが糖代謝となっ

ていた。

また、国保レセプト分析から、生活習慣病

で受診している者の割合を比較してみると、

一番多く受診しているのは高血圧だが、次い

で糖尿病の割合が高く、糖尿病については、

生活習慣病全体の 5％と、県内で一番高い割

合であった。

生活習慣予防を考える時、高血圧・糖尿病の

対策が重要であり、村民の関心も高いと考え

られることから、これらの予防のために正し

い知識の啓発と住民の健康意識の向上を図

ることも目的として、公開講座「健康づくり

談話」を開催した。

⑦研究成果発表会「東日本大震災と循環器

病・呼吸器疾患」を開催（平成 25年度）

大規模災害における循環器病診療の体

制と手法の確立に関する多施設共同研究

等について発表を行った。

⑧東日本大震災と阪神淡路大震災の循環器

疾患に及ぼす影響を分析・公表し、災害拠

点病院向けチェックリスト、実施医家向け

チェックリストを作成した。

（平成 26年度）

（２）国際貢献

《国際貢献の人数》

平成 22 年度: 96 人
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際貢献を行うこと。 きく国際貢献する人数を中期目標の期

間中で 200 人以上とするなど、我が国

の中核的機関として求められる国際貢

献を行う。

平成 23 年度:187 人

平成 24 年度:175 人

平成 25 年度:250 人

平成 26 年度:263 人

①韓国延世大学とジョイントシンポジウムを開

催した。座長・演者として延世大学教授等７

名を招聘した。（平成 22年度）

②国際的な栄典受賞者、顕彰表彰者

（平成 22年度）

・山口 武典・当センター名誉総長が、脳卒

中研究に国際的功績のあった臨床研究者

に贈られる Karolinska Stroke Award（カ

ロリンスカ ストローク アワード）を受

賞した。

（平成 22年 11 月）

・峰松一夫・当センター副院長が美原賞を受

賞。（平成 23年 1 月）

公益信託美原血管障害研究振興基金「美原

賞」は、わが国の脳血管障害研究に対する

助成を目的に設立され、毎年脳血管障害医

学分野での卓越した国内外の研究者 1 名に

本賞が贈られる。

③脂質標準化事業の推進（平成 23年度）

CDC （ Center for Disease Control and

Prevention,米国疾病対策予防センター）を中

心に運営されている CRMLN （US Cholesterol

Reference Method Laboratory Network, 国

際脂質標準化ネットワーク）に、日本で唯一

参加していた大阪府立成人病センター脂質基

準分析室を当センターの脂質標準化事業とし

て引き継ぐ準備を行った。

④国際的医師主導治験の国内中心機関としての

活動（平成 24年度）
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NIH が助成する国際共同臨床試験（発症後 4.5

時間以内の超急性期脳出血が対象）に、日本

のコーディネーティングセンターとして参加

した。

当センターは昨年度末から患者登録を開始

し、1年間で 24 症例を登録し試験に参加して

いる世界 61 施設中トップとなった。

また、国内の他施設の参加を援助し、今年度

中に 13 施設が参加できた。

さらに、ICH-GCP 準拠の試験として国内施設

のモニタリングを実施するため、センターで

モニターを養成している。（モニタリングトレ

ーニング 3日開催）

⑤WHO 神戸センターが開催した「第一回アジア

地域における高齢者向け技術的イノベーショ

ン促進のための専門者会議」（H25 年 2 月 20

日、21 日開催）にオブザーバーとして出席、

意見交換を行った。（平成 24年度）

⑥国産医療機器使用の国際トレーニングの実施

（平成 25年度）

関西イノベーション国際戦略総合特区の中の

「国際展開を視野に入れた臨床手技トレーニ

ング事業」の一つとして、9 月 30 日から 10

月 1 日の 2日間、韓国、台湾、シンガポール、

ロシア、カタール、米国からの外国人医師、

Key opinion leader を招聘し、人工心臓を始

めとした国産医療機器の臨床手技トレーニン

グを開催した。

これにより日本の循環器疾患の高い治療技術

を海外に普及することに貢献した。

⑦海外研究者との共同研究（平成 26 年度）

名古屋大学環境医学研究所・英国マンチェ

スター大学生理学教室との共同研究によ

り、洞結節の複雑な構造をコンピューター
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シミュレーションで解析した。

この研究成果は、海外専門誌に掲載され

た。

⑧「明美ちゃん基金」によるミャンマーへの医

療支援（平成 26 年度）

ミャンマーにおける先天性心疾患治療の発

展のため、ミャンマー国立ヤンキン子供病院

における診療と現地スタッフの医療技術指

導、また、日本国内における研修実施に向け

て、当センターが中心的役割を担っている。

⑨NIH 助成国際協同試験の推進

（平成 26年度）

脳出血超急性期の降圧目標確立の NIH 国際

協同試験（ATACH-Ⅱ）の国内統括を担当して

いる。

本邦からの登録 240 例（世界登録 854 例の

28％）のうち当センター登録数は 71 例であ

り、最多となっている。

2016年の試験完遂に向けて大きく貢献し

た。
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要

事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

２－１
効率的な業務運営体制

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

評価対象となる

指標

達成目標 基準値等

（前中長期目標期間

最終年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり ＜主要な業務実績＞

別紙のとおり

＜評定と根拠＞

別紙のとおり

＜課題と対応＞

別紙のとおり

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

材料費の節減、医業未収金の縮減、診療報酬改定や消費税増などの外部

環境の変化がある中で経常収支率は１００％に満たなかったものの医

業収益の増を図っており、所期の目標を達成していると認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載）
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第３ 業務運営の効率化に関する事項

1．効率的な業務運営に関する事項

業務の質の向上及びガバナンスの強

化を目指し、かつ、効率的な業務運営

体制とするため、定期的に事務及び事

業の評価を行い、役割分担の明確化及

び職員の適正配置等を通じ、弾力的な

組織の再編及び構築を行うこと。

総人件費については、センターの果

たすべき役割の重要性を踏まえつつ、

簡素で効率的な政府を実現するための

行政改革の推進に関する法律（平成 18

年法律第 47 号）や「経済財政運営と構

造改革に関する基本方針 2006」（平成

18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づいて人

件費改革に取り組むとともに、給与水

準に関して国民の理解が十分得られる

よう必要な説明や評価を受けるものと

すること。

その際、併せて、医療法（昭和 23 年

法律第 205 号）及び診療報酬上の人員

基準に沿った対応を行うことはもとよ

り、国の制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め高度先駆的医療の推進のた

めの対応や医療安全を確保するための

適切な取組を行うこと。

また、独立行政法人に関する制度の

見直しの状況を踏まえ適切な取組を

行うこと。

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置

１．効率的な業務運営に関する事項

（１）効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことが

できるよう組織内の企画立案、調整、

分析機能を高めるとともに、人的・物

的資源を有効に活用し、ガバナンスの

強化を目指した体制を構築する。

さらにセンターの使命に応じて、より

効率的に成果を生み出せるよう、各部

門の再編を行う。

総人件費については、センターの果た

すべき役割の重要性を踏まえつつ、簡

素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（平成 18年

法律第 47 号）に基づき平成 22 年度に

おいて１％以上を基本とする削減に取

り組み、「経済財政運営と構造改革に関

する基本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7

日閣議決定）に基づき、人件費改革の

取組を平成 23 年度まで継続するとと

もに、給与水準に関して国民の理解が

十分得られるよう必要な説明や評価を

受けるものとする。

その際、併せて、医療法（昭和 23 年法

律第 205 号）及び診療報酬上の人員基

準に沿った対応を行うことはもとよ

り、国の制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め高度先駆的医療の推進のた

めの対応や医療安全を確保するための

適切な取組を行う。

また、独立行政法人に関する制度の見

直しの状況を踏まえ適切な取組を行

〈定量的指標〉

なし

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・事務部門の改革

第 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するため

に取るべき措置

1．効率的な業務運営に関する事項

（1）効率的な業務運営体制

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

中期計画期間において、当センター独自の 4 階層ネッ

トワークシステムの構築、サーバ仮想化、シンクライア

ントシステムの導入によって情報の安全な管理及び戦略

的な運用を推進してきた。

また、勤務延長・再任用・任期付職員や非常勤職員採

用などの活用による人件費改革に向けた取り組みも継続

して実施してきた。

これらを踏まえて、Ａと評価する。

・利便性と安全性を両立させた国循独自の 4 階層ネッ

トワークシステムの構築等を推進

4階層ネットワーク及びシンクライアントシステム

を正式稼働させた。

デモを交えた利用講習会を実施するなど，利用の拡大

に努めている。

・電子化の推進による業務の効率化

e ラーニングシステムを運用し、講習の効率化を図

った
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う。

① 副院長複数制の導入

特命事項を担う副院長の設置を可能と

するとともに、副院長の役割と院内で

の位置付けを明確化する。

② 事務部門の改革

事務部門については、配置を見直し効

率的・効果的な運営体制とする。

①副院長複数制の導入

独法移行時の平成 22 年 4 月より副院長 2 名の複数

性を導入。

1 名は中央支援部門、中央診療部門、中央管理部門を

担当、1 名は専門診療部門を統括するように役割分担

を明確化した。

また平成24年10月に専門診療部門を内科系と外科

系に二分すると共に、新たに副院長 1 名を配置

し外科系を担当させることにより、副院長 3名の責任

体制を更に明確にしている。

②事務部門の改革

･事務部門について平成 22 年 4 月独法化に伴い、

より効率的・効果的な運営を目的とし、監査室、企

画経営課等の新設や、総務課に広報係、財務経理課

に診療報酬指導係、研究医療課に産学連携係を設置

するなど今までの体制を見直し、一層の効率化を目

指して改編した。

・事務部門を総務部、人事部、企画経営部財務

経理部の４部制とし、いわゆる人・物・金の担当

を区分することで、双方の牽制効果により、ガバ

ナンスの強化と業務の効率化を図った。

・研究医療課専門職の導入（平成 24 年度～）

当センターの研究費の執行については研究医療

課で行っているが、担当課長が研究所職員（科研費

申請資格を有する）との併任職であり、執行責任者

が係長の役職であるため、昨今の研究費執行に関す

る不祥事等の対策からも、研究費執行事務等を適正

に管理・監督するために研究企画専門職を配置し

た。（発令は平成 25年 4月 1 日）

・情報統括部の設置（平成24年度～）

これまで医療情報部を設置していたが、当セ
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ンター全体の膨大な情報を安全に管理し、戦略

的な運用・活用を推し進めるため、平成24年4

月に最高情報責任者（CIO）を置き、情報統括部

を設置した。

情報統括部には、情報管理室（事務部門担当）

、情報クオリティ管理室（医療・診療情報の質

的管理、データベース管理、個人情報保護担当

）、病院情報システム室（病院部門担当）、研

究情報室（研究部門担当）、情報基盤開発室（

研究開発基盤センター担当）、臨床疫学データ

ベース室（バイオバンク担当）の 6室を設置し

た。

・企画戦略室を企画戦略局へ名称変更

（平成24年度～）

国際戦略としてのイノベーション推進、建替

整備工事等、情報発信を含めた対外的な活動を

より効率的・効果的に推進するため平成24年12

月に組織名称を変更した。

・コンプライアンス室長の任命

（平成24年度～）

独立行政法人移行時の組織として、コンプラ

イアンス室が設置されたが、室長が任命されて

おらず室として機能をなしていなかったが、平

成25年3月にコンプライアンス室長として外部

から弁護士を非常勤として招聘し、任命を行っ

たことにより、体制が強化され職業倫理・組織

倫理・臨床倫理等、強固な内部統制が図られる

ものとなった。

・27 年 2 月、産学官連携に関する調整機能強化の

ため研究支援室を設置した。

企業・大学等との契約業務を円滑にし、研究者を

支援した。（平成 26年度～）

2．その他の改革

・診療部門長の設置（平成22年度～）

各診療部門に部門長を設置し、より情報の集

約、伝達、意思決定の迅速化、効率化を図っ

た。
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・バイオバンクデータセンターの創設

（平成 23年度～）

診療情報とリンクしたバイオリソースの集積に

より臨床研究の効率化を図ると共に、平成 22

年度に設置した研究開発基盤センターと連携さ

せることにより、ニーズ・シーズの掘り起こし

とマッチングを実現し、基礎から臨床への TR

（橋渡し）研究の更なる推進と迅速化に寄与す

るため、独立組織としてバイオバンクデータセ

ンターを創設した。

当センター内に留まらず他の研究機関等との連

携も視野に入れた運用を開始している。

・病床運用統括室を新設（平成23年度～）

病床は患者のためにというモットーで、平成 23

年 6 月、病床運用統括室を設置し、適正に患者

が入院できるようにベッド の確保に努めてい

る。

高度に専門特化しているが故に存在した診療科

ごとの病棟という囲いがなくなり、必要な入院

患者を適正に入院させ、病床の利用効率の改善

に努めた。

・医療安全管理部の設置（平成 23年度～）

「医療安全室」、「感染対策室」、「褥瘡対策室」、

「医療機器安全管理室」、「医薬品安全管理室」、

「危機紛争管理室」、「医療の質管理室」を「医

療安全管理部」に集約し、医療安全管理部長の

下、医療安全及び医療の質の向上を一元的に図

れる体制を構築した。

・総合入院センターの設置（平成24年度～）

入院時の検査や情報収集を一元化し、迅速に入

院時業務を行えるよう変更した。

患者さんの移動導線を短縮し患者サービスの改

善にもつながった。
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・研究開発費執行状況システムの運用開始

（平成 25年度～）

開発着手した循環器病研究開発費の執行状況

を研究者がリアルタイムで閲覧できるシステ

ムを運用に向けて完成させ、その運用を平成2

4年度より開始し。運営費交付金を用いた研究

費の効率的な運用に資するものである。

・循環器病統合情報センターの開設

（平成26年度～）

心臓病や脳卒中などの循環器病を制圧ために

必要となる循環器病の情報を全国の医療機関

から広範囲に収集するため、「循環器病統合

センター」を平成26年4月1日に開設した｡

当センターは、平成 16 年より旧国立病院の多施

設共同登録研究を実施した実績を有し、学会等

団体と連携して情報収集を行っている。

特に、日本において循環器病の疾患調査及びデ

ータベースとして全国的に実施されている循環

器疾患診療実態調査(JROAD)及び脳卒中データ

バンク等と連携することにより今後さらに全国

の循環器病に関する情報を収集していく。

・不正入札事件をうけ、第三者委員会を設置し、

契約手続き等について第三者による検証を開

始した。

再発防止のための取組をすすめている。

（平成26年度～）

・情報統括部による情報の安全な管理及び戦略

的な運用・活用の推進（平成 26 年度～）

1) 機密情報を保護するための効率的かつ

安全な仕組みとして、4階層ネットワー

ク及びシンクライアントシステムを正

式稼働させた。

デモを交えた利用講習会を実施する等，

利用の拡大に努めている。

2)電子化の推進による業務の効率化

a.院内講習会・セミナー等をインターネッ
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ト環境で受講可能なeラーニングシステ

ムを運用している。

多職種向講習会のコンテンツを作成し、

講習の効率化を図った。(平成 25年度 2

件、平成 26 年度 20 件)

b.タブレット端末を用いたペーパーレス

会議システムを開発し、平成27年2月か

ら運用を実施した。

3)職員向け・情報システム管理担当者向け

・役職者向けの情報セキュリティ講習を

実施した。(平成26年度 5回)
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要

事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

２－２
効率化による収支改善・電子化の推進

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

評価対象となる

指標

達成目標 基準値等

（前中長期目標期間

最終年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

経常収支率(%) 100.0 以上 99.87 104.59 97.69 98.71 99.23 98.96

一般管理費

（計画値）

（千円）

最終年度(26

年度)におい

て削減率 対

21 年度比

15%以上

770,411

(21 年度)

654,849 654,849 654,849 654,849 654,849

一般管理費

（実績値）

（千円）

－ － 639,577 666,545 610,966 671,784 771,408

上記削減率

（％）

－ － △16.98% △13.48% △20.70% △12.80% ＋0.1％

平均在院日数 16.0 以下 － 19.1 18.4 17.2 16.7 15.5

医業未収金比率

(%)

－ 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.01

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 評定 Ｂ
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＜評定に至った理由＞

材料費の節減、医業未収金の縮減、診療報酬改定や消費税増などの外部

環境の変化がある中で経常収支率は１００％に満たなかったものの医

業収益の増を図っており、所期の目標を達成していると認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載）
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センターの効率的な運営を図るた

め、以下の取組を進めること。

（２）効率化による収支改善

センターとしての使命を果たすための

経営戦略や毎年の事業計画を通じた経

営管理により収支相償の経営を目指す

こととし、５年間を累計した損益計算

において、経常収支率が 100％以上と

なるよう経営改善に取り組む。

〈定量的指標〉

・経常収支率

・一般管理費

・平均在院日数

・医業未収金比率

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・電子化の推進

（２）効率化による収支改善

《経常収支率》

平成 22 年度計画: 99.1％ 実績:104.6％

平成 23 年度計画:100.1％ 実績:97.7％

平成 24 年度計画:100.1％ 実績:98.7％

平成 25 年度計画:100.0％ 実績:99.2％

平成 26 年度計画:100.0％ 実績:99.0％

累計 100.0％ 99.7％

《医業収益》 《医業収支率》

平成 22 年度: 787 百万円 104.5％

平成 23 年度: 0 百万円 100.0％

平成 24 年度: 718 百万円 103.7％

平成 25 年度: 901 百万円 104.4％

平成 26 年度: 837 百万円 103.9％

累計 3,243 百万円 103.3％

平成 26 年度は経常収支率が 100.0％を下回ったが、

これは国家公務員給与に関する臨時特例法の経過措置

終了に伴う人件費 1.4 億円増、消費税増税による収支差

の悪化による 1.0 億円増と電気料金の引き上げによる

0.7 億円贈によるものである。

しかし、診療事業では医業利益が8.4億円の黒字で

あり、平成27年度の黒字化に向けて目下取り組んでい

るところである。

特に医業収支は、病床運用統括室の設置に伴う病床

運用の効率化、紹介患者の増加等を目的とした専門医

療連携室の強化、後方病院の開拓・地域連携パスの導

入等による在院日数の短縮、ドクターカー導入・CCU

整備等救急医療体制の強化等により超急性期・超重症

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

中期計画期間における後発医薬品の積極的な活用によ

り、後発品の存在する医薬品のみの数量割合は、順調に

推移してきた。

また、公募型企画競争の積極活用、検体検査機器複合

リース契約の導入、SPD 契約の導入により調達コストの削

減を図ってきた。

さらに、医業未収金比率の縮減及び平均在院日数の短

縮を図ってきた。

これらを踏まえて、Ａと評価する。

＜課題と対応＞

経常収支率については、100％以上になるよう、更な

る経営改善に取り組む。

一般管理費（退職給付費用を除く）は国時代（平成21

年度）の770,411千円と比較して、997千円（0.1%）増

加しているが、移転建替に係る費用の計上、電気料金

の値上げ等の要因によるものである。

来年度については、計画に沿った一般管理費の削減を

実施していく。
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①給与水準について、センターが担う

役割に留意しつつ、適切な給与体系と

なるよう見直し

②共同購入等による医薬品医療材料等

購入費用の適正化

① 給与制度の適正化

給与水準等については、社会一般の情

勢に適合するよう、民間の従業員の給

与等を踏まえ、業務の内容・実績に応

じたものとなるよう見直す。

② 材料費の節減

医薬品、医療材料等の購入方法、契約

単価の見直しにより、材料費率の抑制

に努める。

患者の積極的受け入れと診療収入の増を図った結果、

新入院患者数、入院単価等が大幅に増加し、5年間で

約32億円の利益を上げた。

①給与制度の適正化

給与水準等については、センターの経営状況、民間

の給与の状況、国家公務員給与の人事院勧告の状況な

どを総合的に判断して見直すことにしている。

平成26年度の役員報酬については、平成25年度の業務

実績の評価結果（A評価）を反映させた。

1) 平成22年4月独立行政法人化当初から6NC共同入札

事業を実施し、スケールメリットを活かし、メーカー

群で評価した単価契約の実施により、効率的な購入契

約を実現した。（平成22年度～）

2) 後発医薬品採用による費用削減

平成 26 年度の後発品割合は品目ベース：22.5%、金額

ベース：19.2%、数量ベース：40.2%であった。

平成 25 年に厚生労働省から示された新たな数値目標

について、購入医薬品数量から算出した結果、平成 26

年度の後発品数量シェアは 68.1%であった。

平成 26 年度に先発品から後発品に変更した薬剤と、新

たに採用した後発品をあわせて、内服 10 薬剤、外用 1

薬剤であった。

薬剤購入総金額約17.3億円の内、後発品購入金額は

3.3億円であった。

3)検体検査機器複合リース契約の実施

当センターが保有する、臨床検査機器の老朽に

伴う更新の必要性及びさらなる試薬購入費の削減を

同時に達成するため、平成 24年 10 月より検体検査機器

複合リース契約を締結し、最新検査機器の導入による

検査効率化と、試薬購入費削減を図っている。

（検体検査機器複合リース契約）

契約期間(5 年):平成 24 年 10 月 1 日～平成 29

年 9月 30 日

契約総額:1,668,148,485 円（税込み）

(内訳)



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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③一般管理費（退職手当を除く。）

について、平成21年度に比し、中期

目標期間の最終年度において15％以

上の削減
③ 一般管理費の節減

平成 21 年度に比し、中期目標の期間の

最終年度において、一般管理費（退職

手当を除く。）について、15％以上節減

を図る。

機器リース費 189,000,000 円

保守費 94,500,000 円

試薬購入費 1,242,043,363 円

消耗品購入費 119,576,102 円

機器接続費 23,029,020 円

4) 新たな SPD 契約の実施

当センターの診療形態により使用する医療材料は、数

量、金額共に共同入札の対象となる量が少数であるた

め、共同入札による診療材料費削減が反映されにくかっ

た。その為、調達・価格交渉業務及び既存の院内の物流

管理業務を一括して委託することにより事務部門の人

員削減と診療材料費を削減することを図り、平成 24 年

8 月から、独自の診療材料等物品調達及び管理等業務委

託を導入している。

（診療材料等物品調達及び管理等業務委託）

平成 24 年 8 月 1 日 ～ 平成 29 年 7 月 31 日(5

年)

契約総額:18,684,479,332 円（税込み）

（内訳）

委託費 162,750,000 円

SPD 器材更新費 21,000,000 円

材料費 18,500,729,332 円

③ 一般管理費の節減

※一般管理費の推移

《一般管理費》

平成 21 年度:770,411 千円

平成 22 年度:639,577 千円

平成 23 年度:666,545 千円

平成 24 年度:610,966 千円



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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平成 25 年度:671,784 千円

平成 26 年度:771,408 千円

※退職手当一時金を除く

1)感染性廃棄物処理コストの削減（平成 23年度）

感染性廃棄物処理委託契約において、法令等に基づ

く廃棄処理方法の見直し（※1）と複数年契約の導

入により、年間約 80％(2 千万円)の削減を実現し

た。

※1 従来の「融解処理」をセンター側の搬出作

業調整により「焼却処理」に変更

2)ビルメンテナンス業務委託契約の見直しによるコ

ストの削減（平成 23 年度）

業務仕様内容を総点検し、効率的に業務が遂行で

き、かつ委託費の縮減等に配慮した契約に努めるた

め、特に業務の関連性が高く、社会一般的に、ビル

メンテナンス業務として確立されている複数の業

務を「ビルメンテナンス業務委託」として統合・委

託することで、競争性の担保と契約の効率性の両面

を改善する計画を実現している。

平成 23 年 4 月 1 日～27年 3月 31 日

（4 年契約） 契約総額 1,038,441,600 円

（改善額 ▲65,759,648 円）

3)修繕費の削減

大型放射線機器の安定稼働と修繕費の削減を目的

とし、保守費用・仕様について適正であるか否か、

第三者による検証を目的とした「放射線機器の保

守及び修繕費に係るベンチマーク分析業務委託」

を実施し現在の修理費用よりも安価にかつ安全性

も高めるフルメンテナンス保守契約とスポット契

約を複合した契約を導入した。

・放射線大型医療機器保守契約



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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④医業未収金の発生防止及び徴収の改

善並びに診療報酬請求業務の改善等収

入の確保

④ 建築コストの適正化

建築単価の見直し等を進めるととも

に、コスト削減を図り、投資の効率化

を図る。

⑤ 収入の確保

【契約期間】

平成 25年 9月 1日～平成 28年 8月 31 日（3年）

【期待される効果】

試算では、現在の修理対応より修繕費 113,000

千円減額の予定。

4)契約見直しによる調達コストの削減

医事室等業務委託契約（26年10月～29年9月）

において公募型企画競争を実施し、一部要件緩

和と契約締結から履行開始までに十分な期間

を設けたことによって競争性が高まり、年額1

7,280千円の削減となった

④建築コストの適正化

1)平成 22 年度より実施した、病院改修等以外の

建築等における特殊性の少ない建物整備につ

いて、建物整備にかかる設計仕様の緩和(民間

仕様の採用)及び一般競争入札の競争参加資格

の緩和による参加業者数の増加により実施し

た入札実績効果を反映した、独法規程等に基づ

く新たな予定価格決定方法を採用し、国時代と

比較し建築コストを抑える取り組みを継続し

ている。

2)移転建替整備業

移転建替の整備手法にかかるアドバイザー契

約を導入し、VE（バリューエンジニアリング）

の積極的導入、期間の短縮や最新の技術を活か

した施設整備を実施するため、設計・施工一括

発注方式（デザインビルド）を採用した。

平成 27 年 7 月「デザインビルド方式」にて実

施設計及び建設工事請負事業者が決定する予

定である。

⑤収入の確保



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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医業未収金については、新規発生の防

止に取り組むとともに、定期的な支払

案内等の督促業務を行うなど回収に努

めることで、平成 21 年度に比して（※）

医業未収金比率の縮減に取り組む。

また、診療報酬請求業務については、

院内のレセプト点検体制の確立等によ

り適正な診療報酬請求事務の推進に努

める。

※ 平成 21 年度（平成 20 年 4 月～平

成 22 年 1 月末時点）医業未収金比率

0.07％

《医業未収金比率》

平成 21 年度:0.07％

平成 22 年度:0.05％

平成 23 年度:0.04％

平成 24 年度:0.04％

平成 25 年度:0.03％

平成 26 年度:0.01％

《平均在院日数》

平成 22 年度: 19.1 日

平成 23 年度: 18.4 日

平成 24 年度: 17.2 日

平成 25 年度: 16.7 日

平成 26 年度: 15.5 日

1）未収金対策（平成 22年度～）

医業未収金については、1ヶ月以上支払いが無

いものに、督促状を送付。

また、督促状送付しても支払いのないもの、支払

いの約束日を過ぎているものに対し、電話督促を

実施し回収に努めている。

2）診療報酬請求事務の適正化（平成 22年度～）

・診療報酬請求業務については、業者委託となっ

ており、勉強会等の実施により委託職員のレベ

ルアップを図り、適正な診療報酬請求事務の推

進に努めた。

・医師によるレセプトの事前チェックを、全件実

施している。

3）適切な診療報酬請求事務への取り組み

（平成 22年度～）

診療報酬請求業務については、各科部長を召集

しての上毎月開催している保険診療検討委員会



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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２．電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的と

した電子化を費用対効果を勘案しつ

つ推進し、情報を経営分析等に活用

すること。推進にあたっては職員の

利便性に配慮しつつ、情報セキュリ

ティの向上に努めること。

２．電子化の推進

（１）電子化の推進による業務の効率

化

業務の効率化を図るために職員に対す

る通報等の文書の電子化を、費用対効

果を勘案しつつ取り組むよう努めると

ともに、情報セキュリティの向上を図

る。

また、電子カルテシステムの導入に向

けて具体的な取り組みを行う。

において、直近月の査定状況を評価している。

今後とも同委員会を中心に実効性のある対策を

講じていく。

4）アクセスの改善・駐車場混雑緩和

（平成22年度～）

センターへのアクセス改善、駐車場混雑の緩

和を目的とし、無料送迎バス運行を開始した。

千里中央・北千里 阪急茨木・JR茨木 石橋・

阪急箕面の 3 方面の送迎を行う。

（平成 22年 11 月）

5）患者サービスの向上（平成 22 年度～）

入院・外来料金の自動精算機を導入し、待ち時

間短縮・有効利用を図った。

6）平均在院日数の短縮（平成 23 年度～）

院内クリティカルパスの拡大と脳卒中地域連

携パスの実施、後方連携医療機関の開拓等によ

り、平均在院日数は短縮した。

2．電子化の推進

（1）電子化の推進による業務の効率化

1)放射線画像フィルムレス・心電図画像ペーパーレ

スの運用を開始した。（平成 22年度～）

（撮影画像、心電図等が診察室のコンピューター画

面に表示できるようになり、その日の検査画像を

診療医から詳しく説明を受けることも可能になっ

た。）

2)重症系システムと連動した電子カルテシステム

の導入（平成 23 年度～）

ICU・PICU について、重症系システムを独自にカ

スタマイズして導入している。



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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本システムでは、電子カルテシステムとの密連携

を実現し、一般病棟においては電子カルテから行

う処方、注射、処置オーダ等の入力を、すべて重

症系システムにて操作可能としている。

一般的に、重症系病棟では、オーダが頻繁に変更

されるため電子化運用が困難とされているが、当

センターのような超重症患者を多く抱える病院

であっても、スムーズにシステム運用ができるよ

うなシステムの構築ができた。

また、電子カルテシステムを導入したことによ

り、情報収集の迅速化と情報の共有化が大きく向

上し、文書類や画像データの完全電子化により、

紙媒体やフィルム等を大幅に削減することがで

き、コスト削減につながった。

電子カルテを運用するにあたり「独立行政法人国

立循環器病研究センター電子カルテシステム運

用管理規程」を施行した。

3)e 文書法対応スキャンシステムの導入

（平成 23年度～）

カルテのペーパーレス化を目指すため、スキャン

した医療文書・診療記録の電子ファイルを原本と

するためのシステムを導入した。

本システムおよびフィルムレス PACS の導入によ

り、紙及びフィルムの原本保管が不要となり、全

医療諸記録の電子化が実現し、保管にかかるスペ

ースの削減、閲覧効率の向上が図られた。

4)患者紹介に伴う他院からの持ち込み画像の閲

覧・保管システムの導入（平成 23年度～）

他院から持ち込まれた画像について、診察前に取

込を行い、迅速に閲覧可能にするシステムを導入

した。

一般的に、持ち込み画像は、院内とは異なる環境

で作成された画像であるため、画像フォーマット

が多岐にわたり、閲覧の際にトラブルを発生させ

るリスクが高い。



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－２）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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（２）財務会計システム導入による月

次決算の実施

企業会計原則に基づく独立行政法人会

計基準への移行に伴い財務会計システ

ムを導入し、月次決算を行い、財務状

況を把握するとともに経営改善に努め

る。

また、本センターでは心エコーの動画が多く含ま

れることが多く、その容量の大きさも、ネットワ

ーク上の伝送の際に問題となる。

当センターでは、スキャンセンターによる事前取

込を迅速に行う仕組みと、長期的にその画像（動

画含む）を保管する仕組みを、独自の工夫により

廉価に導入し利用者に提供している。

5)機密情報を保護するための効率的かつ安全な仕

組みとして、ネットワークの階層、サーバ仮想化、

シンクライアントシステムの導入を行い、一部部

署において試験稼働を開始した。

第 1 層から第 4層までに分けて、通信方法を制御

することにより紛失や盗難による情報漏洩を防

止するための各層における情報セキュリティの

確保と臨床研究実施の利便性の両立を図る。（平

成 25年度～）

財務会計システムを平成 22 年 4 月より導入して月

次決算を行い、財務状況を幹部会議、執行役員会で報

告し、引き続き経営改善に努めている。
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要

事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

２－３
法令遵守等内部統制の適切な構築

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

評価対象となる

指標

達成目標 基準値等

（前中長期目標期間

最終年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり ＜主要な業務実績＞

別紙のとおり

＜評定と根拠＞

別紙のとおり

＜課題と対応＞

別紙のとおり

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

内部監査の実施等により、所期の目標を達成していると認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載）



様式２―２―４－２（別紙） 国立循環器病研究センター 中長期目標期間評価 項目別評定調書（項目２－３）

中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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３．法令遵守等内部統制の適切な構築

法令遵守（コンプライアンス）等内

部統制を適切に構築すること。

特に契約については、原則と

して一般競争入札等による

ものとし、競争性及び透明性

が十分確保される方法によ

り実施するとともに、随意契

約の適正化を図ること。

３．法令遵守等内部統制の適切な構築

法令遵守（コンプライアンス）等の内

部統制のため、内部監査等の組織を構

築する。

契約業務については、原則として一般

競争入札等によるものとし、競争性、

公正性、透明性を確保し、適正に契約

業務を遂行するとともに、随意契約に

ついては、従前の「随意契約見直し計

画」を踏まえた適正化を図り、その取

組状況を公表する。

〈定量的指標〉

なし

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・法令遵守等の内部統制の強化

3．法令遵守等内部統制の適切な構築

1)内部監査の実施（平成 22 年～）

内部監査を円滑かつ効果的に推進するため、総長

の下に独立した組織として監査室（監査室長 1 名、

係長 1名）を設置（平成 22 年 4月～）し、監事及び

会計監査人と連携のうえ、事業年度毎に定めた内部

監査計画に基づき、業務の実施、会計処理に関する

犯罪、非違及び事故の調査及び処理、コンプライア

ンスへの対応について、内部監査を実施している。

①書面監査

「内部監査指導要領」並びに「内部監査指導要領（コ

ンプライアンス編）」を作成、これに基づき 、全

部門に対する自己評価チェックリストによ る自

己評価を行うことにより、自己評価の内容 につい

て、書面による監査を実施した。

②実地監査

上記自己評価の結果を踏まえ、諸規程等に対する

合規制、業務運営の適正性及び効率性を監査し、

問題点の検討及び改善を図る観点から、必要と認

める部門に対し実地による監査を計画・実施した。

2)監事監査（平成 22 年～）

業務の適正かつ能率的な運営に資するとともに

会計経理の適正を期すことを目的とし、関係諸法令

及び諸規程等に対する合規性、中期計画その他重要

施策の実施状況、業務運営の適正性及び効率性を監

査し、問題点の検討及び改善を図るために、全部門

の業務を対象に監事監査を実施している。

①業務監査

業務がその目的を達成するために合理的かつ

効率的に運営されているか。

②会計監査

＜評定と根拠＞

評定：Ａ

中期計画期間中において、内部監査及び契約審査委員

会・契約監視委員会における審査体制を強化してきた。

また、関係職員に対する各ガイドライン及び規程等

の周知を図るため研修会を開催してきた。

さらに、コンプライアンス担当者を設置するなどコン

プライアンス推進体制を整備してきた。

これらを踏まえて、Ａと評価する。

＜課題と対応＞

元情報統括部長に対する起訴を受け、第三者委員会

を設置し、契約手続き等について第三者による検証を

開始した。

再発防止のための取組をすすめている。
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中 長 期 目 標 中 長 期 計 画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等 自己評価
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会計に関する事務処理が法令その他諸規程等

に従い適正に実施されているか。

（監査の方法）

被監査部門における諸帳簿、証拠書類、契約関係

書類、決裁書類その他必要な書類の書面監査、実

地監査若しくは被監査部門の役員及び職員に対

する質問又はこれら併用により実施した。

また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適

正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

共に、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めた。

3)会計監査人監査（平成 22 年～）

予備調査及び監査計画の策定、期中監査、期末監

査を実施している。

また、監査室との連携により会計処理等に関する

疑義照会への回答体制を構築した。

4)契約審査委員会による審査（平成 22年～）

契約業務については、原則として一般競争入札等

によるものとし、競争性、公正性、透明性を確保

し、適正に契約業務を遂行している。

契約に関する重要事項については、契約審査委員

会においてあらかじめ審議を行い、調達情報をホ

ームページにおいて公表している。

5)契約監視委員会の設置（平成 22年～）

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについ

て」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）に基づき、

契約の点検、見直しを行うため、監査室を事務局

とした、監事及び外部有識者で構成する「契約監

視委員会」を設置した。（平成 23 年 3 月 28 日）

第 1 回契約監視委員会（平成 23 年 3 月 31 日開催）

にかかる議事概要について、ホームページにおい

て公表している。
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6)会計検査院の平成24年度決算検査報告に関す

る対応

平成24年度決算検査報告（平成25年10月31日付

25検第555号）において、会計検査院から「意

見を表示し又は処置を要求した事項」の報告

を受けた。

内容は、「研究者が職務上行う研究のための経

費として財団法人等から交付を受けた研究費

について、規程等の整備等を図ることにより、

適切な管理及び経理が行われるよう改善の措

置を要求したもの」とするものであり、これ

まで機関委任の対象としていなかった財団等

研究費についても、当センターにおいて管理

することを要求したものである。

当該報告を受け、「財団等からの研究費等にか

かる事務処理要領」を整備すると共に研究者

等関係者を対象とし、平成25年12月25日（水）

に監査室主催により「個人助成金（財団等研

究費）の機関への経理委任に関する説明会」

の開催、引き続き平成25年12月26日（木）に

研究医療課主催により「財団等研究費事務処

理要領に関する説明会」の開催及び財団等研

究費に係る平成22年度から平成24年度の採択

者及び平成25年度の新規採択者に対する個別

面談の実施等、関係者への周知を図った。

財団等研究費の機関委任については、平成26

年1月以降総長承認分より実施し、平成26年4

月以降については、事務部門の改組等により、

財団等から交付を受ける全ての研究費につい

て、適正な対応を図ることとしている。

※対象件数及び金額：50件136百万円/年（2

5 年度実績より）

7) 契約審査委員会の外部委員を1名から2名へ増員

して、審査体制を強化した。（平成26年度）

8) 契約審査委員会の外部委員を1名から2名へ増員

(公取事務局ＯＢ)して、審査体制を強化した。

（平成26年度）

9) 2名の監事のうち1名を弁護士として、内部監査

体制を強化した。（平成26年度）

10) コンプライアンスに関する研修、利益相反研修
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（26年度より開始）による遵守の徹底に努めた。

11) 調達手続きの透明性・公平性を確保するため、

新たに「サウンディング（市場調査）実施要領」

及び「公募型企画競争実施要領」を制定した。

（平成26年度）

12) 「研究機関における公的研究費の管理・監査

のガイドライン」（平成26年2月15日改正）及び

「研究活動における不正行為への対応等に関する

ガイドライン」（平成26年8月26日決定）に基づ

く関係規程等の整備（平成26年度）

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン」（平成26年2月15日改正）に基づき、

「独立行政法人国立循環器病研究センター競争

的研究資金取扱規程」の改正及び「独立行政法人

国立循環器病研究センターにおける公的研究費

の不正使用に係る調査等に関する細則」の制定を

行うとともに、「研究活動における不正行為への

対応等に関するガイドライン」（平成26年8月26

日決定）に基づき、「独立行政法人国立循環器病

研究センターにおける研究活動の不正行為への

対応等に関する規程」及び「独立行政法人国立循

環器病研究センターにおける研究活動の不正行

為への対応等に関する細則」の制定を行った。

併せて、関係職員に対する各ガイドライン及び規

程等の周知を図るため研修会を開催した。

13) 兼業に係る利益相反に関し、利益相反マネジメ

ント委員会にて厳正に審査している。

（平成26年度～）
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要

事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

３－１
財務内容の改善に関する事項

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

評価対象となる

指標

達成目標 基準値等

（前中長期目標期間

最終年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

寄付受入件数 － － 27 55 54 115 82

寄付受入額

(千円)

－ － 24,907 57,410 112,520 121,540 148,150

ﾗｲｾﾝｽ新規契約

数

－ － 2 7 3 5 8

ﾗｲｾﾝｽ収入

(千円)

－ － 5,602 8,124 36,557 27,649 52,241

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり ＜主要な業務実績＞

別紙のとおり

＜評定と根拠＞

別紙のとおり

＜課題と対応＞

評定 Ａ

＜評定に至った理由＞

寄付金受入額（平成 22 年度比 594.8%）、ライセンス収入（平成 22 年

度比 932.5%）の大幅な増を図るなど、所期の目標を上回る成果が認め

られる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載）
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主な業務実績等 自己評価
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第 4 財務内容の改善に関する事項

第3「業務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項に配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算による

運営を実施することにより、中期目

標の期間における期首に対する期末

の財務内容の改善を図ること。

１．自己収入の増加に関する事項

循環器病に対する医療政策を牽引し

ていく拠点としての役割を果たすた

め、運営費交付金以外の外部資金の

積極的な導入に努めること。

第３ 予算、収支計画及び資金計画

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定め

た計画を確実に実施し、財務内容の改

善を図る。

１．自己収入の増加に関する事項

民間企業等からの資金の受け入れ体制

を構築し、寄附や受託研究の受け入れ

等、外部資金の獲得を行う。

〈定量的指標〉

・寄付受入件数

・寄付受入額

・ライセンス新規契約数

・ライセンス収入

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

なし

第３ 予算、収支計画及び資金計画

1．自己収入の増加に関する事項

・受託研究、共同研究、寄付受入の取扱規定を整備し、

新たに共同研究及び寄付による外部資金の受入を獲

得し、寄付や共同研究契約に基づく民間企業等からの

外部資金受入を促進した。

また、国内の経済事情を鑑み、海外企業からの資金

受入も積極的に試みている。

《寄付件数、受入額》

平成 22 年度: 27 件、 24,907 千円

平成 23 年度: 55 件、 57,410 千円

平成 24 年度: 54 件、112,520 千円

平成 25 年度:115 件、121,540 千円

平成 26 年度: 82 件、148,150 千円

《ライセンス収入》

平成 22 年度: 5,602 千円

平成 23 年度: 8,124 千円

平成 24 年度: 36,557 千円

平成 25 年度: 27,649 千円

平成 26 年度: 52,241 千円

＜評定と根拠＞

評定：Ｓ

中期計画期間中において、受託研究、共同研究、寄付

受入の取扱規定を整備し、新たに共同研究及び寄付によ

る外部資金の受入を獲得し、寄付や共同研究契約に基づ

く民間企業等からの外部資金受入を促進して、自己収入

の増加を図ってきた。

これらを踏まえて、Ｓと評価する。

・特許収入の主な内訳としては、ANP：カルペリチドに

対する契約一時金であった。

(ANPのがん転移予防効果に関する研究成果による、が

ん転移抑制剤成分)
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２．資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持、向上を図り

つつ、投資を計画的に行い、固定負

債（長期借入金の残高）を償還確実

性が確保できる範囲とし、運営上、

中・長期的に適正なものとなるよう

努めること。

２．資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、中・長期的

な固定負債（長期借入金の残高）を償

還確実性が確保できる範囲とし、運営

上適切なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当

たっては、原則、償還確実性を確保す

る。

（１）予 算 別紙２

（２）収支計画 別紙３

（３）資金計画 別紙４

第４ 短期借入金の限度額

１．限度額 ２，２００百万円

２．想定される理由

（１）運営費交付金の受入遅延等に

よる資金不足への対応

（２）業績手当（ボーナス）の支給

等、資金繰り資金の出費への対

応

（３）予定外の退職者の発生に伴う

退職手当の支給等、偶発的な出

費増への対応

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

《内特許収入額》

平成 22 年度: 5,602 千円

平成 23 年度: 8,124 千円

平成 24 年度: 6,907 千円

平成 25 年度: 9,406 千円

平成 26 年度:51,426 千円

2．資産及び負債の管理に関する事項

①保有資産については、自らの病院事業、研究所及

び臨床事業に有効活用している。

②放射線科大型医療機器の稼動状況を診療管理連

絡会議、執行役員会、理事会で毎月報告している。

③新規購入した手術用機器や改修した特別室につ

いて稼動状況及び手術点数を執行役員会、理事会

で毎月報告している。

第 4 短期借入金の限度額

なし

第５ 重要な財産を処分し、又は担保に供しようとす

る時はその計画
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に供しようとする時はその計画

なし

第６ 剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将

来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。

なし

第６ 剰余金の使途

①平成22年度決算における利益剰余金は、将来

の投資（病院建物の整備・修繕、医療機器等

の購入等）及び借入金の償還に充てるための

積立金とすることとしている。

②平成23年度決算において、利益剰余金は生じて

いない。

③平成24年度決算において、利益剰余金は生じて

いない。

④平成25年度決算において、利益剰余金は生じて

いない。

⑤平成26年度決算において、利益剰余金は生じて

いない。
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要

事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

４－１
その他業務運営に関する重要事項

当該項目の重要度、難易

度

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー

事前分析表（平成２６年度）１－４－１

行政事業レビューシート番号 ８４・９４

２．主要な経年データ

評価対象となる

指標

達成目標 基準値等

（前中長期目標期間

最終年度値等）

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 （期間実績評価）

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり ＜主要な業務実績＞

別紙のとおり

＜評定と根拠＞

別紙のとおり

＜課題と対応＞

別紙のとおり

評定 Ａ

＜評定に至った理由＞

センター移転構想を具現化し基本設計を完成させたこと、現行指針が示

される前の中期目標のため定量的指標は設定されていないものの看護

師の離職防止対策の実施による離職率の減（平成 22 年度 10%→平成 26

年度 4.3%）、女性の働きやすい環境整備を行った結果として女性役員・

幹部の増（平成 22 年度１名→平成 26 年度 6 名）など、所期の目標を

上回る成果が認められる。

＜今後の課題＞

引き続き目標達成に向けた取り組みを期待する。

＜その他事項＞

特になし

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載）
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第５ その他業務運営に関する重要事

項

1．施設・設備整備に関する事項

施設・設備整備については、センタ

ーの機能の維持、向上の他、費用対

効果及び財務状況を総合的に勘案し

て計画的な整備に努めること。

２．人事の最適化に関する事項

センターの専門的機能の向上を図る

ため、職員の意欲向上及び能力開発に

努めるとともに、人事評価を適切に行

うシステムを構築すること。

また、年功序列を排し、能力・実績

本位の人材登用などの確立に努め、

さらに、優秀な人材を持続的に確保

するため、女性の働きやすい環境の

整備及び非公務員型独立行政法人の

特性を活かした人材交流の促進等を

推進すること。

第７ その他主務省令で定める業務

運営に関する事項

１．施設・設備整備に関する計画

中期目標の期間中に整備する施設・設

備整備については、別紙５のとおりと

する。

２.人事システムの最適化

職員が業務で発揮した能力、適性、実

績等を評価し、職員の給与に反映させ

るとともに、業務遂行意欲の向上を図

る業績評価制度を導入する。当該制度

の適切な運用を行うことにより優秀な

人材の定着を図り、人事制度へ活用す

ることにより、センター全体の能率的

運営につなげる。

非公務員型組織の特性を活かした人材

交流の促進など、優秀な人材を持続的

に確保する観点から人材の適切な流動

性を有した組織を構築するため、国、

国立病院機構等独立行政法人、国立大

学法人、民間等と円滑な人事交流を行

う体制を構築する。

女性の働きやすい環境を整備すると

ともに、医師の本来の役割が発揮でき

るよう、医師とその他医療従事者との

役割分担を見直し、職員にとって魅力

的で働きやすい職場環境の整備に努

める。

〈定量的指標〉

なし

〈その他指標〉

なし

〈評価の視点〉

・人事システムの最適化

・人事に関する方針

第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1．施設・設備整備に関する計画

各診療科、各部門のヒアリングを実施し、医療機

器整備委員会において医療機器整備の優先順位を

検討及び決定し、医療機器等の整備を行った。

2．人事システムの最適化

1）人事評価制度の導入

組織目標を効率的かつ効果的に達成するための

人事評価制度を導入し、平成22年12月業績手当にお

いて一部の役職職員に対する業績評価を実施。平成

23年度から全職員に対して業績評価を実施してお

り、6月・12月の業績手当、1月の昇給（年俸制職員

については4月）に評価結果を反映させている。

人事評価制度を導入したことにより、職員一人ひ

とりが組織目標を共有し、自らの目標の達成に努

め、また、評価者（上司）と被評価者（部下）とが

コミュニケーションを図り、指導、助言を行うこと

で、業務に対する意欲、能力が向上し、センターの

発展に寄与している。

今後は、人事評価制度を更に効果的に実施してい

くため、評価者研修、被評価者研修を採用時及び随

時実施していくこととしている。

2）病院人事委員会・研究職等人事委員会の設置

医療職員及び研究職員等の採用、昇任等に関する

人事選考過程の透明性と公平性を確保し、センター

として適切な人事を推進するため、独立行政法人移

行後の平成22年7月に病院人事委員会、24年1月に研

究職等人事委員会を設置・運用している。

3）年俸制の導入

平成22年度から、管理・監督的立場にある室長・

医長以上の職員（研究員・医師）について、業績反

映をより徹底させる為、NCに対する貢献度に見合う

給与を支払うことにより、個々の業績目標の達成意

識を高め、法人全体の業績向上にも繋がる年俸制を

導入した。また、任期付職員（招聘型）についても、

＜評定と根拠＞

評定：Ｓ

中期計画期間中において、人事評価制度の導入、

人事交流、女性の働きやすい環境整備等を推進してきた。

また、関西経済界・医療産業界、大学・研究機関、中

央省庁、地元自治体等との意見交換を行い、各関係機関

との連携を強化するための医療クラスター形成会議等を

設置し、移転建替を推進してきた。

さらに、医療や健康づくりに関わる研究、教育、人材

育成、地域連携等を進めるため包括協定を締結し、医療・

ヘルスケア産業の発展や健康医療のまちづくりに関する

取り組みを進めてきた。

これらを踏まえて、Ｓと評価する。

・移転建替の推進

平成26年5月に医療クラスター形成会議を設置した。

関西経済界・医療産業界、大学・研究機関、中央省庁

、地元自治体等による支援組織を設置して、医療クラ

スター形成をナショナルプロジェクトとして位置づけ

た。

・他に例を見ないオープンイノベーションセンター基

本計画を策定（平成27年3月）

当センターの病院及び研究所、並びに強力な産学

官連携体制の下、企業、大学、異分野領域の研究者

が同じ施設内に集まり、オープンイノベーションを

推進する世界に類を見ない医療技術開発拠点を目指

す。
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職務に対するインセンティブを高めるため年俸制

を導入し、センターのミッションを達成すべく世界

トップレベルの人材を獲得している。

4）人事交流の推進

職員の採用については、優秀な人材を確保するた

め、厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構等との人事交流

の他、原則公募により多方面から人事交流を行って

いる。

5）幹部登用の刷新

学閥・年功序列の廃止による組織活性化を推進する

ため、平成 23 年度に副院長、心臓血管内科部門長、

同部長をそれぞれ熊本大学大学院生命科学研究部

教授（熊本大学医学部出身）、東北大学大学院医学

系研究科准教授（東北大学医学部出身）、国際医療

福祉大学教授（慶應義塾大学医学部出身）から招

聘、また平成 24 年度においても広島市民病院循環

器内科部長（広島大学医学部出身）を招聘するな

ど、全国からの優秀な人材により幹部登用の刷新

を実現している。

6）女性の働きやすい環境

1)一般事業主行動計画の推進

「次世代育成支援対策推進法」に基づき、職員が

仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職

場を挙げて支援してしていくための「独立行政法

人国立循環器病研究センター一般事業主行動計

画」を策定し推進している。

2)院内保育所の設置

女性の働きやすい環境を整備するため、平成 23

年 9 月に院内保育所を開設。週一回の 24 時間保

育、病後児保育、一時預かりも実施している。（保

育定員数:40 人、保育児数:平均 49.6 人（一時預

かり含む））
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３．人事に関する方針

（１）方針

良質な医療を効率的に提供していくた

め、医師、看護師等の医療従事者につ

いては、医療を取り巻く状況の変化に

応じて柔軟に対応するとともに、経営

に十分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保

対策を引き続き推進するとともに離職

防止や復職支援の対策を講じる。

また、幹部職員など専門的な技術を有

する者については、公募を基本とし、

優秀な人材の確保に努める。

（２）指標

センターの平成 22 年度期首における

職員数を 1,010 人とするものの、医師、

看護師等の医療従事者は、医療ニーズ

に適切に対応するために、変動が見込

まれるものであり、中期目標の期間に

3)育児休業の取得及び復職

平成25年度中に平均21.1人が育児休業を取得し

ており、1 月平均 2.3 人が復職している。これは、

育児のため離職することなく、働きながらも安心

して子育てができる環境が整備されていること

が言える。

4)育児支援の推進

女性薬剤師の育児支援を目的として、時間短縮勤

務（1 日 4.5 時間）を実施すると共に、働きやす

い環境作りのため、業務のバックアップ体制を整

えるなど、業務内容の見直しを行った。

３．人事に関する方針

1）レジデント・デーの開催

独立行政法人移行後の平成22年度より、レジ

デント・スピリットの醸成を行うことを目的

としたレジデント・デーを開催しており、平

成25年度もNCVCレジデント出身で、各界で活

躍中の新進気鋭の医師に講演していただき、

第4回レジデント・デーを開催した。

2）看護師確保対策の推進

《看護師数》

平成 22 年 4 月: 552 名

平成 23 年 4 月: 586 名

平成 24 年 4 月: 608 名

平成 25 年 4 月: 619 名

平成 26 年 4 月: 652 名

《新採用看護師退職率》

平成 22 年度: 10.0%

平成 23 年度: 15.0%
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おいては、安全で良質な医療の提供に

支障が生じないよう適正な人員配置に

努める。

特に、技能職については、外部委託の

推進に努める。

（参考）中期目標の期間中の人件費総

額見込み

３６，９８０百万円

平成 24 年度: 10.1%

平成 25 年度: 8.7%

平成 26 年度: 4.3%

①当センターに就職を希望する看護大学等に在籍

する学生を対象に奨学金を貸与し、就学に専念す

ることで優秀な看護師等の養成に寄与するととも

に、卒業後一定期間当センターに継続勤務するこ

とで循環器病看護の均てん化に貢献できる制度を

平成 22 年度に創設した。

②看護師確保対策として、看護大学等への訪問

は、九州地方、四国地方、北陸地方へも学校訪

問を実施し看護職員募集を行うとともに、九

州、中国開催の看護職員合同就職説明会にも積

極的に参加している。併せて、例年行っている

当センターでの就職説明会・インターンシップ

とは別に、平成24年度より【国立循環器病研究

センター大規模就職説明会】を当センター図書

館講堂等で大々的に開催し当センターの魅力

が十分に伝わるものとなり、就職の決め手とな

ったようである。また、昨年度に引続き九州で

の採用試験を実施した結果、平成26年4月新採

用について一定の効果が見られた。

③平成23年3月、平成24年3月に敷地外で民間の

新築マンションを借上賃貸借契約し、当セン

ター看護職員のみが入居できるようにしてい

る。また、25年3月には2棟の民間賃貸マンシ

ョンの各1フロアを借上賃貸借契約し、新採用

看護職員で通勤困難者、夜勤対応者が安心し

て入居できるように、福利面で更なる充実を

図っている。

④平成23年9月に院内保育所を開設、週一回の

24時間保育、病後児保育、一時預かりも実施

している。

⑤若い看護師のメンタルヘルス障害対策とし

て、看護師長会にメンタルワーキングチームを

設置し、職場適応障害の原因分析を行い、現代
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の若者気質と職場適応障害の関係を整理した。

その結果、初期対応が迅速にできるようになっ

た。

⑥教育担当に専任の副看護師長を 2名配置。新人

看護師らのメンター的役割を担い、早めに適性に

応じた配置転換等を行うことで離職を防止。

新採用看護師退職率：4.3%

以上の対策が、看護師退職者数の減少に繋がっ

ている

3）平成 26年 4月、監事・執行役員に女性を登用し

た。

4）教育研修顕彰制度とプログラム改善制度

教育研修部では、センターで研修を行うレジ

デントおよび指導・教育を行う指導医のモチ

ベーションを高めるとともにレジデント・専

門修練医への教育・研修プログラムの質をさ

らに向上させるため、レジデント・専門修練

医と指導医の相互評価を導入し、研修する医

師と指導する医師間の方向性の確認や現状

の把握、問題点の抽出を定期的に行い、教育

研修プログラムの改善に役立てている。毎年

その中から成績優秀者を表彰しているが、今

年度は、12名の指導医がティーチングアワー

ドを受賞した。さらに、毎年3月の研修修了

式にあわせてレジデントの優秀者を10名程

度選出している。

5）業務の効率化

①平成 25 年 4 月に非常勤看護助手 2 名を増員・集

中治療室へ配置し、看護師の業務軽減を図ること

による、安全・安心な医療の提供、業務効率の向

上を図ることができた。
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３．その他の事項

中期目標に基づきセンターのミッシ

ョンを理解し、ミッションを実現する

ために必要なアクションプランとして

中期計画を立て、具体的な行動に移す

ことができるように努めること。

また、アクションプランやセンター

の成果について、一般の国民が理解し

やすい方法、内容で情報開示を行うよ

４．その他の事項

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に移

すことができるように努める。

また、アクションプランやセンターの

成果について、一般の国民が理解しや

②他の保健医療福祉機関とのより一層の連携強化

を図るため、事務部門の医事室に所属していた医

療社会事業専門員（MSW）を、平成 24 年 8 月に病

院診療支援部医療福祉相談室に配置換し、専門医

療連携室と伴に益々の退院支援の強化等、積極的

に患者に関与する体制を整備している。

6）人件費対策

①技能職については、業務の簡素化、迅速性を図り、

常勤職員の離職後の後補充は行わず、業務委託の

見直し、短時間の非常勤職員での補充とした。

②職員の採用については、優秀な人材を確保するた

め、厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、独

立行政法人医薬品医療機器総合機構等との人事

交流の他、原則公募により多方面から人事交流を

行っている。

③優秀な人材確保のため、「高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律」に基づく定年退職者等の再任

用制度により、

平成 25年度定年退職者 4名の再任用を行った。

平成 26年度定年退職者 2名の再任用を行った。

7）管理職に対してハラスメント研修会の受講義

務化（平成26年度 受講率100％達成）

4．その他の事項

①健康管理室の開設（平成 23年～）

職員の健康促進のために4月1日から健康管理室を

開設した。

室長 1名と専任の保健師 1 名の体制で、他部門から

独立して活動する。

職員の健康相談、職場巡視、メンタルヘルスチェッ

ク対策等の活動を行う。
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うに努めること。

ミッションの確認、現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資するた

め、定期的に職員の意見を聞くよう

、努めること。

すい方法、内容で情報開示をホームペ

ージ等で行うように努める。

ミッションの確認や現状の把握、問題

点の洗出し、改善策の立案、翌年度の

年度計画の作成等に資するため、定期

的に職員の意見を聞くよう努める。

②院内保育所「おひさま保育所」を開設

（平成 23年～）

職員の子育てと仕事を両立できる環境を促進する

ため、院内保育所を平成 23 年 9 月に整備した。夜

間保育、一時保育、病児・病後児保育等の保育利用

も可能。

③夏季休暇取得期間の拡大（平成 23 年～）

平成 23 年度から、夏季休暇（特別休暇）の取得で

きる期間を、6 月から 10月（従前は 7月から 9月）

に拡大し長期休暇の取得を促進し処遇改善を図っ

た。

④医療クラスター形成会議を設置（平成26年度）

関西経済界・医療産業界、大学・研究機関、中

央省庁、地元自治体等と移転用地及びその周辺地

域において医療クラスター形成を図るための意見

交換を行い、各関係機関との連携を強化した。

⑤同志社大学及び関西大学と包括協定を締結

（平成26年度）

医療や健康づくりに関わる研究、教育、人材育成、

地域連携等を進めるため包括協定を締結し、相互の

人的、知的、物的資源の交流と活用を図り、医工連

携・産学官連携を基本に、医療・ヘルスケア産業の

発展や健康医療のまちづくりに関する取り組みを

進めている。

⑥移転建替整備基本設計を完成させた。

（平成26年度）

⑦オープンイノベーションセンター基本計画を策

定（平成26年度）

当センターの病院及び研究所、並びに強力な産学

官連携体制の下、企業、大学、異分野領域の研究

者が同じ施設内に集まり、オープンイノベーショ

ンを推進する世界に類を見ない医療技術開発拠

点を目指す。

新センター内に設置予定であり、平成27年7月「デ

ザインビルド方式」にて実施設計及び建設工事請負

事業者が決定する予定である。


